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 「いじめはどの子供にも起こりうる」という認識のもと、教職員一人一人がいじ

め問題を十分に理解し、学校全体で組織的に未然防止や早期対応・早期解消に取り

組むことが必要である。また、各学校において「積極的生徒指導」を展開し、児童

生徒にいじめを許さない意識を醸成すると共に、いじめを生まないための土壌を築

くことが重要である。 

 「いじめ防止対策推進法」（以下「法」）が平成２５年９月に施行され、学校は

いじめの防止と早期発見、いじめを発見した際の適切な措置を求められている。埼

玉県では法の趣旨を踏まえ、「埼玉県いじめ防止等のための基本的な方針」（「埼

玉県基本方針」）（平成２６年１月）を策定し、いじめの防止等のための対策を総合

的かつ効果的に推進している。その中で、学校がいじめ問題の予防的取組を実施する

こと、いじめ問題に係る関係者、関係機関とも連携し組織的対応を図ることの重要

性を述べている。  

 いじめやいじめを起因とする不登校等については、学校はその対応に依然として

苦慮してところである。また、深刻ないじめは起きていないという認識をもってい

る学校であっても、その対応の仕方によってはいじめが深刻化する危険をはらんで

いる。そこで、いじめに関する具体的な相談事例から問題点を洗い出し、効果的な

解決方法や望ましい対応の在り方について学ぶと共に、いじめを生まないための効

果的な取組をより充実させる必要があると考えた。  

 本研究では、学校におけるいじめ問題の対応に役立つ事例集を作成するために、

以下の３つの観点で研究を進めることとした。  

①総合教育センターに寄せられたいじめに関する相談内容から、学校の対応の仕方  

 の課題を把握する。  

②いじめ問題に関する相談事例を踏まえて、実践的な改善例を作成する。  

③いじめ問題の未然防止に効果的な取組事例を県内に広める。  

 なお、取り扱う相談事例は、実際の相談ケースを参考に事例として作成したもの

である。  

 本報告は、２年間の研究の最終報告であり、学校で活用しやすくするため、学校

の対応の仕方の課題を明らかにしながら、いじめ問題に関する相談事例とその改善

例を提示した。さらに、いじめ防止を目的とする取組事例を関連させながら、包括

的な改善モデルとして完成させた。生徒指導の充実を図るために「初期対応」と

「組織的対応」における「対応力の向上」、加えて「未然防止」をねらいとする研

究の内容及びその成果と課題について報告するものである。  

 

 S 

１ 研究の概要 
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（1）研究主題設定の背景及びその目的 

 「いじめ防止対策推進法」（平成２５年９月施行）の趣旨を踏まえ、いじめの防止等の

ための対策を総合的かつ効果的に推進するため、埼玉県では「埼玉県いじめ防止等のため

の基本的な方針」（平成２６年１月）（以下「埼玉県基本方針」）を策定した。これを勘

案し、各市町村や各学校においても、いじめ防止対策が推進されている。総合教育センタ

ーにおいても、教育相談体制の充実を図るとともに、児童生徒が安心して学ぶことができ

る学校づくりを支える教員の指導力や教育相談の実践力の向上に取り組んでいる。  

 平成２７年度「埼玉県公立学校における児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査」について、公立学校全体（小・中・高・特支）のいじめの認知件数は、前年度

よりも１ ,６３７件増加し、４ ,６４４件となっている。この背景には、平成２６年度に行

われた認知の仕方に関する全国的な見直しが影響しているものと推測される。埼玉県でも、

いじめの認知の仕方を改めて確認したところ、上記のような結果となった。これは、いじ

めの認知に対する各学校の意識が向上した結果であると考えられる。  

 埼玉県基本方針の策定から１年が経過し、いじめに対する学校の対応がどのように変化

してきたのか、分析する必要があると考えた。本研究は、実際のいじめに関する相談事例

から学び、学校の組織的対応力を高めるとともに、いじめ防止の効果的な取組を広めるこ

とを目指している。  

 本研究は、いじめの事例に対して単に対応の「手順」や「手立て」を示すだけではなく、

総合教育センターに寄せられたいじめに関する相談を参考にして、相談者の目線で学校の

対応の在り方を考えようとするものである。いじめの渦中にある相談者の実際の声を生か

す研究として取り組んでいる。ひとたび、いじめが発生すれば、学校は、迅速かつ適切な

対応が求められる。この調査研究の成果を学校現場に還元することで、いじめ問題に対す

る教員一人一人の指導力と学校の組織的な対応力の向上を目的としている。また、それに

関連して、児童生徒にいじめを生まない土壌を築くための効果的な取組につなげようとす

るものである。  

 

 

（２）具体的な研究目標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研究の目的  

○いじめ問題に関する相談事例を参考に、教員の指導や学校の対応等を分析し、 

  現在、学校が抱えている課題を明確にする。  

  ○いじめ問題に対する正しい理解と対応に資する改善例の事例集を作成する。  

 ○いじめの未然防止の観点において、各学校の効果的な取組事例を考察する。  

 ○相談事例－事例の改善例－未然防止の取組事例の３つを関連付け、包括的な改  

  善モデルを提案する。  
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「「事事例例かからら学学ぶぶ」」がが意意味味すするるこことと   

 

 学校におけるいじめ問題の対応の仕方の課題を解決するために、本研究では、

相談者の訴えに注目した。相談者の訴えからは、児童生徒や保護者が教員の指

導や学校の対応をどのように受け止めたのかが見えてくる。児童生徒や保護者

の受け止め方を教員や学校の視点から分析することで、自らの指導や対応を振

り返り、相手の気持ちや考えに寄り添いながら対応するスキルを身に付けるこ

とができると考える。  

 相談事例の分析から、相談者と学校との認識の差異や誤解等があることがわ

かった。このことから、一つの相談事例に対して複数の捉え方が可能であり、

複数の改善パターンを探った。また、改善パターンを探る中で、問題となる状

況が発生する以前までさかのぼり、日々の学級経営や生徒指導体制の構築とい

った基本から考えていった。  
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（１）研究の手順 

 

■平成２７年度                               

○総合教育センター「よい子の電話教育相談」等に寄せられるいじめ問題に関する相談  

 事例、特に初期対応を課題とする事例を参考に、教員の指導や学校の組織的対応の在  

 り方について分析する。 

○学校が抱えている課題を解決するために、生徒指導の機能を生かした指導や適切な初  

 期対応を行うためのポイントをまとめ、改善例を作成する。  

 

■平成２８年度                               

○１年次の研究を踏まえ、特徴の異なる相談事例を参考に対応を分析し、改善例を追加  

 作成する。  

○各学校におけるいじめの未然防止を目的とした取組や、未然防止につながる取組の事 

 例を収集・考察する。 

○「相談事例」、「改善例」、「未然防止の取組事例」の３つを関連付け、いじめ問題 

 の理解と対応に活用できる包括的な「改善モデル」を提案する。 

○研究の成果と課題をまとめる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究の流れ 

■平成２７年度                              

 内       容 

5 月 15 日 (金 ) ○Ｈ２７第 1 回研究協力委員会  

 (1) 研究の概要及び今後の見通しについて共通理解する。  

 (2) 研究内容について検討し、研究の具体的な進め方について  

共通理解する。  

 (3) 協力委員が各学校のいじめ防止に関する取組を持ち寄り、 

   取組内容の分類と参観の計画を立てる。  

３ 研究の内容 

 

  ススーーパパーーババイイザザーーのの設設置置   

  調査研究の充実を図るため、教育相談に関連する心理、教育等の学識経験者  

 にスーパーバイザーを委嘱し、指導・助言を受ける。  

 （１）相談事例の分析及び改善例の作成に関する指導・助言  

 （２）未然防止のための取組の調査に関する指導・助言  

 （３）改善モデルの提示方法に関する指導・助言  

 （４）調査研究協力委員会の運営に関する指導・助言  

 （５）報告書の作成に関する指導・助言  
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 (4) 各学校の取組の参観に向けて、取組の意図や参観の視点を  

示し、意見交換する。  

   ・取組のよさ  ・取組をさらに効果的にするための工夫  等 

 (5) 取組内容について、スーパーバイザーから指導・助言を受 

   ける。 

 ＜５～７月＞ … 各学校での取組を計画・実践する。  

         担当指導主事が各学校を訪問し、取組を参観する。  

8 月 4 日 (火 ) ○Ｈ２７第２回研究協力委員会  

 (事前)第２回の協議内容やスーパーバイズを受けて、いじめに  

       係るアンケートを行い、新たに情報収集する。  

 (1) 各学校訪問の内容をレポート形式で報告する。  

 (2) いじめに関する相談事例を参考に、問題点の要素をピック  

   アップする。  

 (3) 事例を分析し、背景をさぐり、その解決の手順や方法につ 

   いて検討する。 

 (4) 検討した内容についてスーパーバイザーからの指導・助言  

    を受ける。 

 (事後)協力委員が改善例を作成する。  

＜８～１０月＞ … 各学校での取組を計画・実践する。  

                  担当指導主事が調査研究協力校を訪問し、取組を参観する。  

10 月 20 日(火) ○Ｈ２７第３回研究協力委員会  

 (1) 各学校訪問の内容をレポート形式で報告する。  

 (2) 協力委員が作成した改善例について協議し、スーパーバイ  

   ザーからの指導を受ける。 

 (3) いじめに関する相談事例を参考に、問題点の要素をピック  

   アップする。  

 (4) 事例を分析し、背景をさぐり、その解決の手順や方法につ 

   いて検討する。  

 (5) 検討した内容についてスーパーバイザーからの指導・助言  

   を受ける。 

 (事後)協力委員が改善例を作成する。  

＜１０～１１月＞ … 各学校での取組を計画・実践する。  

                    担当指導主事が調査研究協力校を訪問し、取組を参観する。 

12 月 8 日 (火 ) ○Ｈ２７第４回研究協力委員会  

 (1) 各学校訪問の内容をレポート形式で報告する。 

 (2) 協力委員が作成した改善例について協議し、スーパーバイ  

   ザーからの指導を受ける。 

 (3) いじめに関する相談事例を参考に、問題点の要素をピック  

   アップする。  

 (4) 事例を分析し、背景をさぐり、その解決の手順や方法につ 

   いて検討する。  

 (5) 検討した内容についてスーパーバイザーからの指導・助言  

   を受ける。 

 (6) 中間報告書の作成について確認する。（執筆担当、ページ  

   割振、紙面構成等）  

 (7) 中間報告書について、スーパーバイザーからの指導・助言  
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   を受ける。 

 (事後)協力委員が改善例、中間報告書の原稿を作成する。  

＜１２～２月＞ … 各委員が中間報告書の原稿を作成する。  

＜３月＞    … 担当指導主事が中間報告書の原稿の最終確認をする。  

3 月 17 日 (木 ) 調査研究所内発表会  

 

■平成２８年度 

 内       容 

5 月 31 日 (火 ) ○Ｈ２８第 1 回研究協力委員会  

 (1) 前年度の研究の概要及び今年度の見通しについて共通理解 

   する。 

 (2) 研究内容について検討し、研究の具体的な進め方について  

   共通理解する。  

(3) 協力委員が各学校のいじめ防止に関する取組を持ち寄り、 

  取組内容の分類と参観の計画を立てる。  

 (4) 研究の進め方について、スーパーバイザーから指導・助言  

     を受ける。  

 (5) いじめに関する相談事例を参考に、昨年と異なる問題点の  

   要素をピックアップする。  

 (6) 事例を分析し、背景をさぐり、その解決の手順や方法につ 

   いて検討する。  

 (7) 検討した内容についてスーパーバイザーからの指導・助言  

    を受ける。  

 (事後)協力委員が改善例を作成する。                

 ＜５～７月＞ …  各学校での取組を計画・実践する。  

          担当指導主事が各学校を訪問し、取組を参観する。  

8 月 8 日 (月 ) ○Ｈ２８第２回研究協力委員会  

 (1) 協力委員が作成した改善例について協議し、スーパーバイ  

   ザーからの指導を受ける。 

 (2) いじめに関する相談の事例を参考に、昨年と異なる問題点  

   の要素をピックアップする。  

 (3) 事例を分析し、背景をさぐり、その解決の手順や方法につ 

   いて検討する。  

 (4) 検討した内容についてスーパーバイザーからの指導・助言  

   を受ける。 

 (事後)協力委員が改善例を作成する。  

＜８～１０月＞ … 各学校での取組を計画・実践する。  

                  担当指導主事が調査研究協力校を訪問し、取組を参観する。  

10 月 4 日 (火 ) ○Ｈ２８第３回研究協力委員会  

 (1) 協力委員が作成した改善例について協議し、スーパーバイ  

   ザーからの指導を受ける。 

 (2) これまでに作成した改善例と各未然防止の取組事例との関 

   連を検討し、リンク付けする。 

 (3) 改善モデルの提示方法について確認する。（紙面構成等）  

 (4) 改善モデルの提示方法についてスーパーバイザーからの指  
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   導・助言を受ける。 

 (事後)協力委員が未然防止の取組事例集を作成する。  

＜１０～１１月＞ … 各学校での取組を計画・実践する。  

                    担当指導主事が調査研究協力校を訪問し、取組を参観する。 

12 月 6 日 (火 ) ○Ｈ２８第４回研究協力委員会  

 (1) 協力委員が作成した未然防止の取組事例集について協議し 

   スーパーバイザーからの指導を受ける。 

 (2) これまでに作成した改善例と各未然防止の取組事例とのリ  

   ンク付けを確認する。 

 (3) 成果報告書の作成について確認する。（執筆担当、ページ  

   割振、紙面構成等）  

 (4) 成果報告書について、スーパーバイザーからの指導・助言  

   を受ける。 

 (事後)協力委員が未然防止の取組事例集、成果報告書の原稿等 

    を作成する。  

＜１２～２月＞ … 各委員が成果報告書の原稿を作成する。  

＜３月＞    … 担当指導主事が最終報告書の原稿の最終確認をする。  

3 月 16 日 (木 ) 調査研究所内発表会  

 

 

（３）研究を進める際の留意点  

     学校のいじめ問題への組織的対応の現状を十分に踏まえ、学校現場での有効活用 

    を目指す研究となるようにする。  

 

教員一人一人に課題意識をもたせ、いじめ問題の正しい理解と対応に役立つ実用  

的な研究となるようにする。 

 

   先行実践や先行研究を参考に研究を進め、工夫・改善を図りながら、小学校・中  

学校・高等学校の各校種の実情や特色を踏まえた研究とする。  

１ 

 

２ 

 

 

３ 
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（１）平成２７年度「埼玉県公立学校における児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題 

   に関する調査」から 

 

■「いじめ」に関する調査の概要                              

 いじめの認知件数は全体で 4,644 件であり、前年度に比べ 1,637 件増加した。校種別では、小学校が

2,860 件で、1,471 件の増加、中学校が 1,615 件で、177 件の増加、高等学校が 156 件で、1 件の増加、

特別支援学校が 13 件で、12 件の減少となっている。 

 なお、1,000 人当たりの認知件数は、全体で 6.7 件であり、小学校が 7.7 件、中学校が 8.7 件、高等

学校が 1.2 件、特別支援学校が 1.9 件となっている。平成２７年度中に認知したいじめに係る平成２８

年３月末での解消率は、小学校が 94.3％（前年度 93.1％）、中学校が 94.2％（92.6％）、高等学校が 87.8％

（96.8％）、特別支援学校が 100％（100％）であり、全体のいじめの解消率は、94.1％（93.1％）であ

った。 

 いじめの重大事態の発生件数は、小学校 1 件（前年度 0 件）、中学校 0 件（3 件）、高等学校 2 件（2

件）、特別支援学校 0 件（0 件）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）総合教育センターの相談事業について 

■教育相談事業の概要                                   

 埼玉県立総合教育センター（以下「総合教育センター」）では、教育相談事業について「児童生徒が

学校生活に適応できるよう支援するとともに、学力向上の基盤づくりに努め、児童生徒の健全な育成を

図る。また、関係機関との連携を一層緊密にするなど、学校や県民からの教育相談に適切に対応できる

ような相談体制の充実を図る。」としている。指導相談担当では、行田本所のほか浦和合同庁舎内にき

たうらわ相談室を設置し、面接による教育相談を行い、その他によい子の電話教育相談（電話相談、Ｅ

メール相談、ＦＡＸ相談）の事業を進めている。児童生徒の心身の健全な育成を図るため、各種の教育

上の諸問題について相談に応じている。（障害があると思われる子供を含む。） 

４ 総合教育センターにおける教育相談について 

 

＜いじめの定義＞ 

 いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童

生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が

心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

 

＜いじめの重大事態の定義＞ 

 いじめの重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産

に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」又は「いじめにより当該学校に在籍する児

童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」で

ある。 

※「いじめの定義」、「いじめの重大事態の定義」は、平成２７年度文部科学省児童生徒の問題行動等生徒

指導上の諸問題に関する調査の手引きによる。 
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（ア）総件数 976 件  
 

（イ）対象別件数  

性別 /項目 幼 児 小学生 中学生 高校生 青少年 計 

男 0 94 148 243 66 551 

女 0 59 133 228 5 425 

計 0 153 281 471 71 976 

 
（ウ）問題別件数 

項目 / 性別 男 女 計 主 な 内 容 

虐 待       0 0 0  

い じ め       6 0 6 いじめられる 

発 達       2 1 3 ＬＤ、ＡＤＨＤ、言葉の遅れ 

不 登 校       297 291 588 不登校、登校渋り 

症状・行動       143 59 202 症状、強迫性障害、異常行動 

非 行       0 0 0 窃盗、性非行 

性格・情緒       33 10 43 不安、性格の偏り 

学業・進路       26 12 38 進路選択、適性、学業成績 

学 校 生 活       12 0 12 教師との関係、友人関係 

家 庭 環 境       26 0 26 養育態度、しつけ、親子関係 

そ の 他       6 52 58  

計 551 425 976  

 

最近の面接相談の傾向は、不登校の相談申込の時期が、１学期の早い時期に増えてきている。以

前は 5 月後半や 6 月の申込が多かったが、最近は 4 月中の申込が増えてきている。新しい環境に適

応できないという理由は以前と同じであっても、登校できなくなってしまう時期が早まっているの

ではないかと思われる。高校生の相談の中では、「友達が作れない」、「課題が多く苦しい」とい

う言葉が出てくる。また、「症状・行動」に関する相談が増えてきている。主な内容は、「朝にな

るとだるくて起きられない」、「腹痛が起きる」等の症状や、「人の目が怖い」等の強い不安であ

る。その他にも、自傷行為や摂食に関する相談もある。児童生徒本人にはかなりつらい様子があり、

このままでは不登校になってしまうと思われるケースも少なくない。 

 

（ア）総件数 13,053 件 

（ア）総件数 12,293 件  

（イ）対象別件数 

性別 /項目 幼 児 小学生 中学生 高校生 青少年 不 明 計 

男 33 956 1248 1390 118 1111 4,856  

女 16 1205 880 940 76 166 3,283  

不明 21 38 56 72 10 3957 4,154  

計 70  2,199  2,184  2,402  204  5,234  12,293  

① 平成２７年度 面接相談件数（指導相談担当分） 

② 平成２７年度 電話・Ｅメール・ＦＡＸ相談件数 
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（ウ）問題別件数  

項目 / 性別 男 女 不明 計 主 な 内 容 

虐 待       21 15 4 40 親による暴力、虐待 

い じ め       260 230 21 511 いじめられる 

発 達       44 15 0 59 ＬＤ、ＡＤＨＤ、言葉の遅れ 

不 登 校       237 266 7 510 不登校、登校渋り 

症状・行動       272 199 7 478 症状、強迫性障害、異常行動 

非 行       20 17 0 37 窃盗、性非行、いじめる 

性格・情緒       202 260 14 476 家庭内暴力、不安、性格の偏り 

学業・進路           271    146     15    432 進路選択、適性、学業成績 

学 校 生 活       719 762 110 1591 教師との関係、友人関係 

家 庭 環 境           562    486     24  1,072 養育態度、しつけ 

そ の 他       2,248    887  3,952  7,087  対象外、了解不能 

計 4,856 3,283 4,154 12,293  

 

   電話相談の傾向も、4 月から 5 月の件数が多い。進級して間もなく、新しい環境に適応できずに

悩む児童生徒が増えているのではないかと思われる。また、「学校生活」に関する相談が増えてき

ている。主な内容は、教員の指導に対する疑問や不満、クラスや部活動での人間関係トラブルによ

るストレス等である。これらの中には、現在の主訴は「学校生活」であっても、背景にある「いじ

め」と関連しているケースも少なくない。 



 ５ 改善モデル集 
  (1) 指導後の見届けがなく、児童へのいじめが 

    悪化した事例 

   (2) 不用意な指導によって、児童が学級に居づ 

       らくなった事例 

   (3) 具体的な解決策が示されず、生徒の安心を 

       確保できなかった事例 

   (4) 部活動の問題点を見過ごし、生徒・保護者 

       の不信感を招いた事例 

   (5) いじめの長期化によって支援が十分に行き 

    届かず、生徒の不安が解消しなかった事例 

   (6) 被害生徒が加害生徒の言動を恐れて対応が 

    遅れ、いじめが継続し、転校に至った事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 践 １ 
 

埼玉県のマスコット 

コバトン 
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概要 

 

 

 

予想される背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例 ○ 

 □□□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事例 

 □学校□年生男子Ａは、□□□□□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 
事 例 

○ 

事例○－② 

Ａが、・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・していた。 

事例○－① 

Ａの・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・していた。 

 適切な初期対応の流れ（改善後） 

 課題のある初期対応の流れ（改善前） 

時点 

 ① 

時点 

 ② 

相談事例の主な内容を説明する。 

 

事 例 

○ 

事例○－① 

Ａは・・・・・・・・・・・ 

・・だった。 

事例○－② 

Ａに対する・・・・・・・・ 

・・した。 

想定 

 ② 

５ 改 善 モ デ ル 集 

 

事 例 の 見 方 

適切な初期対応の

流れ（改善後） 

適切な初期対応の

流れ（改善後） 

課題のある初期対応の流れ（改善前） 

相談事例の背景の捉え方を二つに分類する。 

１ 介入のタイミング（時点）の違い 

２ 問題点の見方（想定）の違い 

想定 

 ① 

２ 問題点の見方 

  （想定）の違い 

想定が異なると、望
ましい対応（=改善
例）が変化すること
を示す。 

介入のタイミングに
よって、その後の対
応（＝改善例）が変
化することを示す。 

１ 介入のタイミング 

  （時点）の違い 
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１ 状況  

 

 

 

 

２ 対応の評価  

 

 

 

 

３ 改善のポイント  

 

 

 

 

４ 改善例  

 
改善前       改善後  

◎支援・配慮  ☆組織的対応  ＊関係者との連携 

 Ａは・・・していた。Ａの様子から

担任は心配ないと判断した。  

 

 

 

 

 Ａは・・・していた。◎担任はＡの

アンケートをもとに聞き取りをした。  

 

 ☆学年主任が生徒指導委員会でＡの

状況について情報提供し、支援方法を

確認した。  

 

 

 

 

 

 

 

 ☆＊管理職はＰＴＡ会長と話し合い

ＳＮＳに関する講演会に保護者も参加

可とし、事後に家庭へ学校だよりを発

行することにした。  

・Ａは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

・担任は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

・教頭は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。  

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。  

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。  

（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。  

（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。  

（３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

相談事例を改善

した対応を時間

の経 過 に沿 って

記述する。 

改 善 例 の 見 方  

 □□□□□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・しまった。 

事例○－①  

相談事例から予想される背景の 

具体的な内容を説明する。 

 

「○」は対応のよかった点を表す。 

「▲」は対応の問題点を表す。 

相談事例の内容と

予想した内容をも

とに、時間の経過

に沿って記述する。 

上記の「▲」の対応を改善

するためのポイントを示す。 

表の左右で時間の経過
を合わせ、同じ時点にお
ける対応を比較する。 

改善のポイントを 

 ３観点に分類する。 

◎→支援・配慮  

☆→組織的対応  

＊→関係者との連携  

 

◎支Ｂ -ウエ  

「改善後」の対応と関連する「未然防止の

取組事例」を記号で示す。（実践２を参照） 

＊連＝関係者との連携  

 Ｈ ＝専門家や関係機関との連携  

 ウ ＝ネットトラブルに関する生徒対象の講演会  

◎印→支援・配慮  

☆印→組織的対応  

＊印→家庭との連携  

 

☆組Ｅ -ア  

＊連Ｈ -ウ  

ポイントとなる対応

にマーカーを付ける。 
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Ａｎｏ 

 

 

 

 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例 １ 
 担任がいじめ問題に一人で対応し、指導後の見守りが行き届かず、 

 かえっていじめが悪化した事例 

 連携が不足して事例 

 ていたため、保護者の事例 

 小学校５年生男子のＡは、４年生の途中から現在の学校に転入してきた。５年生になる

と、Ａは、同級生の男子Ｂからパンチされたり蹴られたりするようになった。担任は、Ａ

がＢから暴力を受けていることを知り、Ｂとその保護者に指導した。Ｂは、あくまでもふ

ざけてやったという認識だった。しかし、その後も暴力は違う形で継続した。Ｂは担任か

ら注意されたことはやめたが、通りすがりに足をひっかける、肩を強く揉む、背中を拳で

グイグイと押すなど、注意されていないことをやった。 

 Ａは、転校前の小学校で仲のよかった友人である小５男子Ｃとの交流を続けていて、Ｃ

にＢから暴力を受けていることを相談した。Ｃは自分の母親にＡから聞いた内容を話し、

Ｃの母親はＡの母親にそのことを伝えた。Ａの母親はＡにいじめられている事実を確認し

た。 

 Ａの母親が担任に相談すると、担任は、「ＡがＢから暴力を受けていたことは知ってい

たが、Ｂへの指導後も継続しエスカレートしていたことは知らなかった」とのことだった。

担任は、ＡがＢから暴力を受けていたことを把握した時点で、Ａの保護者に連絡をしてい

なかった。 

 

 事 例 

１ 

事例１－② 

Ａが発していたサインに担任が気づかず、

クラスの子供から知らされて対応したも

のの、家庭との連絡も不十分で、保護者に

不信感を与えてしまった。 

事例１－① 

Ａの訴えを受けて担任が対応したものの、

その後の見届けがなく、家庭との連絡も不

十分で、保護者に不信感を与えてしまっ

た。 

適切な初期対応の流れ（改善後） 

課題のある初期対応の流れ（改善前） 

時点 

 ① 

時点 

 ② 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａは、担任に暴力について相談したが、「親には話さないでほしい」と頼んだ。担任は、 

 その意思を尊重し、当事者同士とクラス内で解決しようと考えた。 

・担任は、ＡがＢに暴力を受けていることをクラスの子供数名に確認した。 

・担任は、Ｂに事実確認をし、ＢがＡに直接謝罪する場を設けた。 

・担任は、Ａの状況やＢへの指導について学年主任や生徒指導主任、管理職に報告せず、 

 一人で対応していた。 

・担任は、ＢがＡに対して暴力をふるっていた事実をＢの保護者に報告し、家庭での指 

 導を依頼した。Ｂの保護者からＡとＡの保護者に直接の謝罪はなかった。担任も、謝 

 罪を促す助言をしなかった。 

・Ａは、指導後にＢの暴力がエスカレートしたため、再度、担任に相談する勇気がなか 

 った。 

・Ａの保護者は、指導後にＢの暴力がエスカレートしていたことから、ＢとＢの保護者 

 との話合いの場を設定したいと申し出た。そこで、担任が日時と場所を調整して、話 

 合いを実施した。 

○担任は、Ａから相談を受け、Ｂに事実確認し、Ｂとその保護者に指導した。 

○担任は、Ｂが直接謝罪する場を設け、Ａの安心を確保しようとした。 

▲担任は、Ａからの「親には話さないでほしい」という意思を尊重することを優先し、 

 保護者に報告すべきところの判断を誤った。このような発言に至ったＡの家庭の状況 

 や親子関係について把握しなかった。 

▲Ａに対する暴力があった事実とＢへの指導及びＡの見守り等についてＡの保護者に連

絡しなかった。 

▲担任がＢに指導をした後、Ａに対する暴力が解消したかどうかの見届けが不十分だっ 

 た。 

▲担任は、Ａに対する暴力を把握した時点からその後の対応に至るまで、学年主任、生 

 徒指導主任、管理職に報告せず、一人で対応した。 

（１）児童生徒の様々な家庭の状況や親子関係などの把握に日頃から努める。  

（２）児童生徒に関する問題を把握した場合、本人の心情に配慮しながら保護者に連絡 

   し、家庭の様子を聞いたり、学校の様子を報告したりする。 

（３）いじめ等の問題を把握した場合、担任は学級だけの問題として処理せず、学校で 

   発生した問題として学年主任、生徒指導主任、教頭、校長に報告し、共通理解を 

   した上で組織的に対応する。 

（４）指導後に問題が改善されたかどうかを見届ける。 

 Ａの訴えを受けて担任が対応したものの、その後の見届けがなく、

家庭との連絡も不十分で、保護者に不信感を与えてしまった。 

事例１－① 
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４ 改善例 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

 小５男子Ａは４年生の途中から現在の学

校に転入してきた。当時の担任はＡが学校や

友だちに馴染むことができるよう、声をかけ

家庭と連絡を取り合っていた。 

 

 Ａは５年生に進級した。クラス替えがあ

り、担任も替わった。 

 

 

 

 

 

 

 Ａは同級生の男子Ｂから暴力を受けるよ

うになった。Ａは担任や親に話せず、一人で

悩んでいた。 

 ５月の連休明けに校内一斉に「学校生活ア

ンケート」を実施した。目的は１か月が経過

して児童の様子を把握することであった。Ａ

は嫌なことをされていると回答した。 

 

 担任はこの回答を受けて、まず、Ａから個

別に話を聞き、いじめられている事実を確認

した。Ａが「親には話さないでほしい。」と

言ったので理由を訊ねると、「母親の体調が

よくないので心配をかけたくない。」とのこ

とだった。次に、クラスの数名にＡに対する

暴力について知っていることを聞いた。さら

に、Ｂから個別に話を聞いたところ、暴力を

ふるった事実を認めた。 

 

 

 

 

 担任は、Ａの意思を尊重し、母親には知ら

 小５男子Ａは、４年生の途中から現在の学

校に転入してきた。当時の担任はＡが学校や

友だちに馴染むことができるよう、声をかけ

家庭と連絡を取り合っていた。 

 

 Ａは５年生に進級した。クラス替えがあり、

担任も替わった。学年の変わり目は環境が変

わるため、◎担任は児童の様子の変化に注意

していた。Ａは転入して初めて同じクラスに

なる児童がいた。担任は、家庭との連絡を密

にして、新たな友人関係に不安がないか、Ａ

をサポートするよう心がけた。 

 

 Ａは同級生の男子Ｂから暴力を受けるよう

になった。Ａは担任や親に話せず、一人で悩

んでいた。 

 ５月の連休明けに校内一斉に「学校生活ア

ンケート」を実施した。目的は１か月が経過

して児童の様子を把握することであった。Ａ

は嫌なことをされていると回答した。 

 

 担任はこの回答を受けて、まず、Ａから個

別に話を聞き、いじめられている事実を確認

した。Ａが「親には話さないでほしい。」と言

ったので理由を訊ねると、「母親の体調がよく

ないので心配をかけたくない。」とのことだっ

た。次に、クラスの数名にＡに対する暴力に

ついて知っていることを聞いた。さらに、Ｂ

から個別に話を聞いたところ、暴力をふるっ

た事実を認めた。 

 ☆担任は学年主任に報告し、学年主任は生

徒指導主任と管理職に報告した。臨時校内い

じめ防止対策委員会を開き今後の役割分担と

対応手順について共通理解した。 

 ＊担任は、Ａの気持ちに配慮しながら、母

◎支Ｂ-アイ 

◎支Ａ-イ Ｃ-ア ＊連Ｇ-ア 

☆組Ｅ-オ 

＊連Ｇ-イ 

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 
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せずに、ＡとＢ同士とクラス全体で問題を解

決しようと判断した。 

 担任は、Ｂとその保護者に指導した。 

 しかし、指導後もＢの暴力は続き、さらに

エスカレートしていた。Ａは、怖くて再び担

任に相談することができずにいた。 

 Ａは転校前の小学校で仲のよかった友人

Ｃとの交流を続けていて、ある日、ＡはＣに

同級生から暴力を受けていることを相談し

た。ＣはＡを心配して、自分の母親に相談さ

れた内容を話した。Ｃの母親はＡの母親にそ

のことを伝えた。Ａの母親はＡに事実を確認

した。 

 Ａの母親が担任にすぐ相談したところ、担

任は暴力の事実を既に知っていた。そして、

担任からＢとその保護者に指導したことを

聞いた。担任はＡの保護者に暴力について報

告していなかった。 

 Ａの保護者から、ＢとＢの保護者との話し

合いの場を設定したいとの申し出があった。

そのため、担任は学年主任、生徒指導主任、

教頭に相談し、日時と場所を調整した。 

 一連の経過を校長は把握していなかった。

Ａの保護者が担任に報告しなかった理由を

問いただしても沈黙するだけだった。 

親に知らせることを確認した。Ａの保護者に

暴力について一報を入れると共に、Ａが親に

心配をかけたくない気持ちでいることを伝え

た。また、Ｂに確認した上で、Ｂの保護者に

暴力について一報を入れた。担任は、Ｂの保

護者にＡへの謝罪について助言した。 

 ◎担任はＢがなぜＡに暴力をふるったの

か、詳しく話を聞くことにした。すると、Ｂ

は家庭内で高校生の兄からの威圧的な言動が

ストレスになっていた。担任はＢの気持ちを

受け止めた上で、ストレスへの対処について

学年主任や養護教諭も援助することを伝え

た。 

 ＊担任は、Ｂから聞き取ったことをＢの保

護者に伝え、兄弟の様子に配慮していくよう

共通理解した。 

 

 

 Ａの保護者から、ＢとＢの保護者との話し

合いの場を設定したいとの申し出があった。

☆担任は、学年主任、生徒指導主任、管理職

に相談し、日時と場所を調整した。 

 ☆関係者が学校に集まり、担任、学年主任、

管理職が同席して話合いを行った。管理職か

ら学校としての今後の対策案を説明した。１

つ目は、クラスでの話合いや学年でいじめ防

止に向けた授業や活動を行うこと、２つ目は、

ＡとＢの様子を担任だけでなく学年や養護教

諭も見守り、いつでも誰でも相談にのること

を伝え、安心させた。 

 

 ☆翌日の職員打合せにおいて、職員に事後

報告し共通理解を図った。 

 

 ◎＊担任は、ＡとＢの様子の見守りを継続

すると共に、Ａの母親の体調に配慮し、Ｂと

のトラブル以外にも宿題や持ち物の様子など

を気にかけ、お手伝いを称賛したり家の様子

◎支Ｃ-アイウエカ Ｄ-イ 

※連Ｇ-ウ ◎組Ｅ-イ ◎支Ｃ-オ 
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を聞いたりするよう心がけた。 

 ☆学年主任は、ＡとＢについて学年内で情

報を共有し、複数の教員で見守った。月１回

の生徒指導委員会でもＡとＢの状況を定期的

に報告している。また、話し合いで提案した

授業や活動を計画・実践し、各クラスで道徳

や特別活動、保健等の授業を通して児童の心

身の発達に即した指導を行った。 

 

 

☆組Ｅ-ア 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａが発していたサインに担任が気づかず、クラスの子供から知らさ

れて対応したものの、家庭との連絡も不十分で、保護者に不信感を与

えてしまった。 

・Ａは、担任や親には暴力について話さなかった。 

・Ａは、登校渋りや体調不良を訴えていた。 

・担任は、ＡがＢに暴力を受けていることをクラスの子供たちに知らされた。 

・担任は、ＢがＡに直接謝罪する場を設けた。 

・担任は、Ａの状況やＢへの指導について学年主任や生徒指導主任、管理職に報告せず、 

 一人で対応していた。 

・担任は、Ｂが暴力をふるってしまったことをＢの保護者に報告し、家庭での指導を依 

 頼した。Ｂの保護者からＡとＡの保護者に直接の謝罪はなった。担任も、謝罪を促す 

 助言をしなかった。 

・Ａは、指導後にＢの暴力がエスカレートしたため、怖くて担任に話すことができなか 

 った。クラスの子にも、ふざけっこだと言っていた。 

・Ａの保護者は、指導後もＢの暴力がエスカレートしていたことを知り、ＢとＢの保護 

 者との話合いの場を設定したいと申し出た。そこで、担任が日時と場所を調整して、 

 話合いを実施した。 

○担任は、Ａに対する暴力を知らされ、Ｂに事実確認し、Ｂとその保護者に指導した。 

○担任は、Ｂが直接謝罪する場を設け、Ａの安心を確保しようとした。 

▲担任はＡが発した登校しぶりや体調不良のサインを見逃していた。 

▲担任がＢに指導をした後、Ａに対する暴力が解消したかどうかの見届けが不十分だっ 

 た。 

▲担任は、Ａに対する暴力があった事実とＢへの指導及びＡの見守り等についてＡの保 

 護者に連絡しなかった。 

▲担任は、Ａに対する暴力を把握した時点からその後の対応に至るまで、学年主任、生 

 徒指導主任、管理職に報告せず、一人で対応した。 

（１）児童生徒の気になる発言や行動などを日頃から気にかけ、声をかけたり、話を聞 

   いたりする姿勢をもつ。  

（２）児童生徒に関する問題を把握した場合、保護者に連絡し、家庭の様子を聞いたり、 

   学校の様子を報告したりする。 

（３）いじめ等の問題を把握した場合、担任は学級だけの問題として処理せず、学校で 

   発生した問題として学年主任、生徒指導主任、管理職に報告し、共通理解をした 

   上で組織的に対応する。 

（４）指導後に問題が改善されたかどうかを見届ける。 

事例１－② 
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４ 改善例 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

 小５男子Ａは４年生の途中から現在の学

校に転入してきた。 

 

 

 

 Ａは５年生に進級した。クラス替えがあ

り、担任も替わった。 

 

 

 

 

 

 

 Ａは同級生の男子Ｂから暴力を受けるよ

うになった。Ａは担任や親に話せず、一人で

悩んでいた。 

 担任は、ＡがＢに暴力を受けていることを

クラスの子供から知らされた。 

 担任は、Ｂとその保護者に指導した。 

 しかし、指導後もＢの暴力は続き、さらに

エスカレートしていた。Ａは、Ｂが怖くて、

担任に話すことができなかった。クラスの子

にもふざけっこだと言っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小５男子Ａは、４年生の途中から現在の学

校に転入してきた。◎当時の担任はＡが学校

や友だちに馴染むことができるよう、声をか

け家庭と連絡を取り合っていた。 

 

 ◎＊Ａは５年生に進級した。クラス替えが

あり、担任も替わった。学年の変わり目は環

境が変わるため、担任は児童の様子の変化に

注意していた。Ａは転入して初めて同じクラ

スになる児童がいた。担任は、家庭との連絡

を密にして、新たな友人関係に不安がないか、

Ａをサポートするよう心がけた。 

 

 Ａは同級生の男子Ｂから暴力を受けるよう

になった。Ａは担任や親に話せず、一人で悩

んでいた。 

 担任は、ＡがＢに暴力を受けていることを

クラスの子供から知らされた。 

 担任はこの知らせを受けて、Ａから個別に

事情を聞き、暴力を受けている事実を確認し

た。次に、クラスの数名の子供にＡに対する

暴力について知っていることを聞いた。さら

に、Ｂから個別に事情を聞いたところ暴力を

ふるった事実を認めた。しかし、ＢはＡに暴

力をふるったのではなく、ふざけていただけ

という認識だった。 

 ☆担任は学年主任に報告し、学年主任は生

徒指導主任と管理職に報告した。臨時校内い

じめ防止対策委員会を開き今後の役割分担と

対応手順について共通理解した。 

 ＊担任は、Ａに確認した上で保護者に暴力

について一報を入れた。また、Ｂに確認した

上で保護者に暴力について一報を入れた。担

任は、Ｂの保護者にＡへの謝罪について助言

した。 

＊連Ｇ-ア 

☆組Ｅ-オ 

◎支Ａ-イ Ｃ-ア 

◎組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 
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 Ａは転校前の小学校で仲のよかった友人

の小５男子Ｃとの交流を続けていて、ある

日、ＡはＣに同級生から暴力を受けているこ

とを相談した。ＣはＡを心配して、自分の母

親に相談された内容を話した。Ｃの母親はＡ

の母親にそのことを伝えた。Ａの母親はＡに

事実を確認した。 

 Ａの母親が担任にすぐ相談したところ、担

任は暴力の事実を既に知っていた。そして、

担任からＢとその保護者に指導したことを

聞いた。担任はＡの保護者に暴力について報

告していなかった。 

 Ａの保護者から、ＢとＢの保護者との話合

いの場を設定したいとの申し出があった。そ

のため、担任は学年主任、生徒指導主任、教

頭に相談し、日時と場所を調整した。 

 一連の経過を校長は把握していなかった。

Ａの保護者が担任に報告しなかった理由を

問いただしても沈黙するだけだった。 

  

 ◎担任は、ＡがＢにされたこと、ＢがＡに

したことをそれぞれ列挙し、Ｂに自分の行為

を振り返らせ、両者の「ふざけっこ」に対す

る認識の違いについて理解を促した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａの保護者から、ＢとＢの保護者との話合

いの場を設定したいとの申し出があった。☆

担任は、学年主任、生徒指導主任、管理職に

相談し、日時と場所を調整した。 

 ☆関係者が学校に集まり、担任、学年主任、

管理職が同席して話合いを行った。管理職か

ら学校としての今後の対策案を説明した。１

つ目は、クラスでの話合いや学年でいじめ防

止に向けた授業や活動を行うこと。２つ目は、

ＡとＢの様子を担任だけでなく、学年や養護

教諭も見守っていくこと、いつでも誰でも相

談にのることを伝え、安心させた。 

 

 

 ☆翌日の職員打合せにおいて、職員に事後

報告し共通理解を図った。 

 

 ◎担任は、ＡとＢの様子を見守り、ふざけ

っこと称して暴力的な行為が行われていない

か観察を継続した。☆学年主任等と情報を共

有し、複数の教員で見守った。 

 ☆学年主任は、ＡとＢについて学年内で情

報を共有し、複数の教員で見守った。月１回

の生徒指導委員会でもＡとＢの状況を定期的

に報告している。また、話し合いで提案した

授業や活動を計画・実践し、各クラスで道徳

◎支Ｃ-アイウエカ Ｄ-イ 
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や特別活動、保健等の授業を通して児童の心

身の発達に即した指導を行った。 

 

 

☆組Ｅ-ア 
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・・Ａｎｏ 

 

 

 

 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例 ２ 

 担任がいじめの訴えに一人で対応し、事実確認が不十分なまま不 

 用意に学級指導を行った事例 

 小学校５年生の男子Ａは、学校で実施した「いじめアンケート」において、「いじめら

れている」に○印を付け、「いじめの内容」には「にらまれる、かげ口を言われる」と書

いて提出した。担任は、アンケートの記述を見て、Ａから個別に話を聞いた。担任は、聞

き取った内容や普段のＡの言動から「いじめには該当しない」と判断した。 

 担任は、Ａが「いじめではない」と納得できるようにクラスで話し合いを行った。担任

は、クラス全員の前でＡがアンケートに記入したいじめの内容を読み、一人一人の児童か

ら意見を聞いた。担任は、皆の意見をＡに聞かせ、周囲の視線や会話を気にし過ぎではな

いかとＡに問い返し、最終的にいじめではないとクラス全員の前で結論付けた。話し合い

の後、Ａは担任から呼ばれ、「Ａの勘違いじゃないか。」と言われた。担任は、Ａの保護者

にアンケートに記入した内容や学級で話し合ったことについて連絡しなかった。同じクラ

スの女子Ｂが、この話し合いについて自分の母親に話した。Ａの母親はＢの母親から話を

聞いてこのことを知った。この後、Ａはクラスに居づらくなり、学校に行きたがらなくな

った。 

 

 

事 例 

２ 

事例２－② 

担任は、Ａがにらまれたり、かげ口を言われた

りしているという事実が確認できなかったた

め、Ａに対するいじめがあるのか確信がもて

ず、支援や指導することに消極的になってい

る。 

事例２－① 

担任は、Ａがにらまれたり、かげ口を言われた

りしているのではなく、本人の孤立感の強さか

らいじめられていると思っている。 

事例２－③ 

Ａはにらまれたり、かげ口を言われたりしてい

るが、相手にはいじめているという認識がな

い。Ａにも自分勝手な面があって友達とトラブ

ルになりやすい。 

想定 

 ② 

想定 

 ③ 

課題のある初期対応の流れ（改善前） 

適切な初期

対応の流れ

（改善後） 

適切な初期

対応の流れ

（改善後） 

適切な初期

対応の流れ

（改善後） 

想定 

 ① 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

担任は、Ａがにらまれたり、かげ口を言われたりしているのではな

く、本人の孤立感の強さからいじめられていると思っている。 

・Ａは、おとなしい性格で、発表などが苦手である。 

・Ａは、４年生までは仲の良い友だちもいて、教室でも笑顔が見られた。 

・Ａは、５年生でクラス替えがあり、なかなか友だちが作れなかった。 

・Ａは、時々自分だけ配布物が忘れられることやあまり声をかけられないことなどで、 

 孤立感を味わっていた。 

・担任は、Ａを個人的に呼んで話を聞いたが、Ａは何も言えなかった。 

・担任は、Ａの気持ちを受け止められず、いじめとして対応することに消極的だった。 

・担任は、Ａの了承を得ずに、クラス全体での話合いを行った。 

・Ａは、クラス全体での話合いの翌日から欠席した。 

・Ａの母親はＢの母親の話を受けて、Ａに担任から言われたことを確認した。 

・担任は、Ａのアンケートの内容やクラスでの話合いについて、学年主任や管理職に報 

 告していなかった。 

・Ａの母親は、担任の対応に疑問を感じ、信頼関係のあった４年生の時の担任に相談し 

 た。 

・担任は、管理職をはじめ、誰にもこのことを相談せず、事実確認を一人で行っていた。 

（１）担任はアンケート結果を活用し、当該児童生徒との個人面談を重ね、本人の承諾 

を得て他の児童生徒に事情を聞くなどする。また、保護者との面談に用いる。 

（２）担任は、児童生徒の学校生活の様子や本人が有する特性に日頃から配慮する。 

（３）組織で対応し、他の教職員との情報共有や管理職への報告を積極的に行う。 

○いじめのアンケートを匿名でとり、児童に自由に書かせている。 

○アンケートの集め方を工夫して誰が書いたか分かるようにし、事後に個人面談をして 

 いる。 

○Ａの母親の相談に管理職が対応し、学校全体の問題として捉えている。 

▲担任には、クラスにいじめがあると認めたくない気持ちがある。 

▲担任が個々の問題に振り回され、学級集団としての基礎ができていない。 

▲担任は、アンケートの結果をクラス全体で話し合うことをＡに確認しなかった。 

▲担任は、事実確認のためにクラス全員の前で話を聞いたが、Ａの孤立した気持ちを受

け止めず、「勘違いじゃないか。」と言ってしまい、かえってＡを追い詰めることにな

ってしまった。 

事例２－① 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

 小学校５年生の男子Ａは小さい頃からお

となしく、なかなか友だちが出来なかった。

それでも同じクラスに近所の気の合う友だ

ちもいて、教室でも笑顔が見られた。また、

４年生の時の担任も、本人の性格を理解し、

まめに声がけをしていた。 

 

 ５年生になってクラス替えがあり、担任も

採用２年目の教員に替わった。クラスが落ち

着かず、担任はつい元気のよい児童ばかりに

指導がいき、おとなしいＡに声をかけること

がほとんどなかった。 

Ａはなかなか新しい友だちが作れず、気持

ちが落ち込んでいた。また、時々自分だけ配

布物が忘れられることやみんなとうまく話

せないことなどで、孤立感を味わっていた。 

 

 

 

 

 Ａは林間学校の班分けの時に、自分が最後

の一人だけになったことで、孤立感を強め、

一学期末のいじめアンケートでは「いじめら

れている」に○をつけた。 

 

 

 

 担任はＡから話を聞いたが、Ａはうまく自

分の気持ちが言えずにだまりこんでしまっ

た。 担任は、自分の支援がうまくいかず、

Ａに拒まれていると思い、焦った。 

 

 

 

 担任がクラス全員の前でもう一度聞いた

小学校５年生の男子Ａは小さい頃からおと

なしく、なかなか友だちが出来なかった。そ

れでも同じクラスに近所の気の合う友だちも

いて、教室でも笑顔が見られた。また、４年

生の時の担任も、本人の性格を理解し、まめ

に声がけをしていた。 

 

 ５年生になってクラス替えがあり、担任も

採用２年目の教員に替わった。クラスが落ち

着かず、担任はつい元気のよい児童ばかりに

指導がいくことが多かった。 

 ☆担任は、学年主任に相談してアドバイス

をもらい、まず「時間を守ること」に重点を

絞った。また、前担任から話を聞き、児童一

人一人の特性の把握に努めた。 

 ◎改めてクラスを見ると、あまり声をかけ

なかった児童の中にも配慮が必要な児童がい

ることに気がついた。特に、Ａはなかなか新

しい友だちが作れず、孤立しているようだっ

た。 

Ａは林間学校の班分けの時に、最後の一 

人だけになってしまい、とても寂しそうな表

情をしていた。◎担任は班分けの時の慎重さ

に欠けたことを感じ、Ａの班に配慮をして、

見守るようにした。しかし、一学期末のいじ

めアンケートで、Ａは「いじめられている」

に○をつけた。 

 担任はＡから話を聞いたが、Ａはうまく自

分の気持ちが言えずにだまりこんでしまっ

た。担任は、自分の支援がうまくいかないこ

とで焦ったが、◎いじめアンケートに○をつ

けていることを重く受け止め、いつでもＡの

相談にのることやＡを見守っていることを伝

え、安心させた。 

☆担任は、Ａが保健室にもよく来室してい

☆組Ｅ-ア 

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 

☆組Ｆ-ア 

◎支Ｂ-アイエ ＊Ｇ-イ 
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ところ、「思いあたらない」という反応だっ

た。担任は、話合いの後にＡを呼んで、つい

「Ａの勘違いではないか。」と言ってしまっ

た。 

 翌日、本人は体調不良で欠席した。担任も

気になったが、前日のこともあり、家庭連絡

をしなかった。また、学年主任や管理職にも

その事実を報告していなかった。 

 

 

 

連続して３日休んだ頃、同じクラスの 

女子児童Ｂは家族ぐるみでＡの家とつきあ

いがあったため、心配してそのことを母親に

話した。Ｂの母親は、Ａの母親に伝えた。 

 Ａの母親は、Ａに担任から言われたことを

確認した。 

心配したＡの母親は４年生までの担任 

に相談した。そこから学年主任・担任に話が

いき管理職にも初めて報告された。 

管理職が同席して、Ａの両親と話合いがも

たれた。 

たことから、養護教諭に相談したり、クラス

の授業を担当している他の教職員に様子を聞

いたりして情報を収集した。 

 ☆担任は学年主任に、学年主任は生徒指導

主任に報告した。生徒指導主任は、臨時校内

いじめ防止対策委員会を開き、今後の対応の

仕方や手順について確認した。 

 ＊担任はＡの家庭に連絡し、アンケートや

Ａの様子とともに、今後の支援方針を伝え、

協力を求めた。 

 

 その後、担任の観察や何気ない会話、クラ

スの児童からの聞き取り、他の教職員からの

情報などをもとに、Ａが誰かにいじめられて

いるというより、Ａの孤立感が強いのであろ

うと予測された。 

 

 ◎担任は、クラス全員で遊ぶ日を作ったり、

係活動や５年生から始まった委員会の仕事を

話題にしたりして、Ａがクラスの中で存在感

を出すことができるよう努めた。☆養護教諭

や他の教職員からも声をかけてもらうように

した。管理職も定期的に教室訪問を行い、学

級経営を見守った。 

 

＊担任は、夏休み前まで週に一度は家庭と

連絡を取り、学校と家庭でのＡの様子につい

て継続して情報交換を行った。 

 

◎夏休み直前に改めて個人面談をすると、

自分の気持ちを少し言えるようになり、Ａか

ら「いじめはない」という言葉を聞くことが

できた。 

 

☆組Ｅ-イ 

◎支Ｃ-アキ Ｄ-ア 

☆組Ｅ-オ 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

担任は、Ａがにらまれたり、かげ口を言われたりしているという事

実が確認できなかったため、Ａに対するいじめがあるのか確信がもて

ず、支援や指導することに消極的になっている。 

・Ａは、おとなしい性格で、いじめられやすい。 

・Ａは、４年生以前も嫌なことをされるとアンケートに回答していた。 

・Ａは、５年生になっても、なかなか友だちが作れなかった。 

・Ａは、日頃から周囲の仲間から筆箱を隠されたり、壊されたりしていた。 

・Ａは、いじめを受けていることを正直にアンケートに記入した。 

・担任は、Ａの了承を得ずに、クラス全体での話し合いを行った。しかし、いじめの事 

 実が確認できるような反応は出てこなかった。 

・Ａに対するいじめの事実が出てこなかったので、担任はひとまずＡの様子を見守るこ 

 とにした。 

・同じクラスの女子Ｂが母親にクラスの話合いについて話し、Ｂの母親がＡの母親に 

 連絡したことで、Ａがいじめられていることを知った。 

・担任は、Ａの保護者にアンケートの結果について連絡していなかった。 

・担任は、管理職をはじめ、誰にもこのことを相談せず、事実確認を一人で行っていた。 

（１）いじめアンケートの結果や児童生徒の気になる様子に気が付いたら、速やかに個 

   別に話を聞くようにする。また、些細なことでも保護者に連絡を入れ、学校の様 

   子を伝えるとともに家庭での様子を聞く。 

（２）学級のいじめ問題を把握した場合は、学校で発生した問題として捉え、学年主任、 

   生徒指導主任、管理職に報告し、組織で対応にあたる。 

（３）短期的な調査でいじめの事実を結論づけて解決を急ぐのではなく、長期的に様々 

   な角度から調査し、事実を正確に把握して完全に解決できるようにする。 

○いじめアンケートを実施し、児童の実態把握に努めた。 

○担任は、クラス全体にいじめに関する情報提供を求め、事実を確認しようとした。 

▲担任は、アンケートの結果をクラス全体で話し合うことをＡに確認しなかった。 

▲担任は、Ａがこれまでもいじめられることがあったことに配慮せず、学級内の人間関 

 係を注視していなかった。 

▲担任は、Ａの保護者にアンケート結果を連絡せず、気になる様子などについての情報 

 収集をしなかった。 

▲担任は、管理職をはじめ、誰にもこのことを相談せず、事実確認を一人で行っていた。 

事例２－② 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

小学校５年生男子のＡは、日頃から周囲の仲

間から筆箱を隠されたり、壊されたりしてい

た。 

 そして、月に１回実施されるいじめアンケ

ートにおいて「いじめられている」に○をつ

けた。担任は速やかに学級全体に対して事実

確認を行ったが、該当する事例が挙がってこ

なかった。 

 クラス全体からＡに対するいじめの情報

が出てこなかったので、このいじめがあるの

かないのかが、うやむやになってしまった。

そこで、担任はＡの考え過ぎだと思い、話合

いの後にＡを呼んで、「Ａの勘違いではない

か。」と言った。 

 

 担任は事実がはっきりしないため、Ａの保

護者に連絡することをためらっていた。Ａの

訴えに対して過剰に反応することは控えよ

うと考え、Ａを呼んで話を聞くことはしなか

った。Ａから訴えがあったいじめについて事

実が把握できなかったので、ひとまず日頃か

らＡの様子を見ていくことにした。 

 Ａは、クラスでの担任の対応がきっかけ

で、翌日、登校できなかった。 

 

 同じクラスの女子Ｂがクラスでの話し合

いについて母親に話し、Ｂの母親がＡの母親

に伝えた。 

 

 Ａの母親は、Ａにクラスでの話し合いと担

任から言われたことについて確認した。 

 Ａの母親は学校に連絡し、担任にこれまで

のことを確認した。Ａの母親からの連絡を受

けて、学年主任や管理職も初めてこの件につ

いて把握した。 

小学校５年生男子のＡは、日頃から周囲の

仲間から筆箱を隠されたり、壊されたりして

いた。 

そして、月に１回実施されるいじめアンケ

ートにおいて「いじめられている」に○をつ

けた。 

◎担任はＡからアンケートの回答について

話を聞いた。Ａは、実名を挙げながら正直に

話してくれた。担任は、Ａが学級の男子児童

数名から筆箱を隠されたり、壊されたりして

いたことがわかった。 

☆担任は学年主任に、学年主任は生徒指導

主任に報告した。生徒指導主任は、臨時校内

いじめ防止対策委員会を開き、今後の対応の

仕方や手順について確認した。 

＊担任は、Ａの保護者にアンケートの回答

と聞き取った内容について連絡し、情報提供

すると共に、Ａの家庭での様子を聞いた。ま

た、今後の学校の対応について共通理解を図

った。 

☆担任と学年主任は加害側の児童数名から

個別に話を聞き、事実を確認した。また、加

害児童数名の保護者にそれぞれ連絡し、個別

に面談を実施した。 

☆＊担任は、Ａの保護者に連絡し、加害児

童数名から聞き取ったことやその保護者に連

絡済みであることを報告した。また、謝罪の

場の設定の有無について意向を確認した。さ

らに、担任だけでなく、職員全体で今後、様々

な角度からＡの様子を見守っていくという学

校の対応について説明した。 

◎学年主任と生徒指導主任は、加害児童た

ちから詳しく話を聞いた上で、間違った行為

と知りながら、互いにブレーキをかけられな

かったことを十分に反省させた。 

◎支Ｂ-アイエ 

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 

☆組Ｅ-オ 

＊連Ｇ-イ 
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 管理職が同席してＡの両親との話合いが

もたれた。 

  

◎学年主任は、加害児童たちに指導したこ

とをＡに伝えて安心させた。 

☆生徒指導主任は、臨時校内いじめ防止対

策委員会で、一連の指導や対応について報告

し、共通理解を図った。 

 ☆学年主任は、学年集会を開き、学年の児

童全体にいじめ防止をテーマに「どうしてい

じめが起きるのか」、「いじめを防止するため

には」、「いじめを見たら」など、児童の気持

ちに迫る柱立てで構成した講話により、児童

の心情に訴えた。 

 

☆学校は、職員全体でＡに声をかけたり、

休み時間の様子を気にかけたり、管理職が教

室訪問を行ったりして見守った。 

 

 ☆学年主任は、生徒指導委員会で定期的に

Ａと加害児童の様子について報告している。 

 

Ａは徐々に気持ちが安定し、クラスの中で

安心して過ごせるようになってきた。 

 

☆組Ｅ-ア 

◎支Ｃ-アイケ 
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１ 事例の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａはにらまれたり、かげ口を言われたりしているが、相手にはいじ

めているという認識がない。Ａにも自分勝手な面があって友達とトラ

ブルになりやすい。 

・アンケートは匿名であったが、担任は回収した順番からＡが回答したと判断すること 

 ができた。 

・Ａは、以前にも「いじめアンケート」で「ある」に○を付け、いじめの内容に「嫌な 

 ことを言われたりやられたりする」と記述して提出した。 

・Ａは、一方的に自分の考えを押し通す面があり、友達とトラブルになることもあった。 

・Ａは、日頃から事ある毎に「～さんに～をされた」「～さんに～を言われた」と担任に 

 訴えていた。 

・担任は、Ａの了承を得て、クラス全体の前でアンケートの結果を公表した。しかし、 

 いじめの事実が確認できるような反応は出てこなかった。 

・Ａは、自分の訴えは間違っていないと思っていたので、担任がクラス全体の前でアン 

 ケートの結果を公表することを了承していた。 

・同じクラスの女子Ｂが母親にクラスの話合いについて話し、Ｂの母親がＡの母親に連 

 絡したことで知った。 

・担任は、Ａの保護者にアンケートの結果について連絡していなかった。 

・担任は、管理職をはじめ、誰にもこのことを相談せず、事実確認を一人で行っていた。 

○いじめアンケートを実施し、児童の実態把握に努めた。 

○担任は、Ａから直接話しを聞き、アンケートの記入内容の具体的な把握に努めた。 

○担任は、アンケートの結果をクラス全体で話し合うことをＡに確認した。 

▲担任は、Ａが日頃から「悪口」や「いじわる」を訴えてきたことから、Ａがアンケー 

 トに記入したことも同様に捉え、クラス全体への一斉指導でＡの気持ちを納得させよ 

 うとした。 

▲担任は、アンケートの結果をクラス全体の前で公表することで、Ａの立場や気持ちが 

 どのようになるかという配慮が足りなかった。 

▲担任は、保護者と連絡を取らず、アンケートの記入内容や家庭での様子について確認 

 しなかった。 

（１）児童が日頃から「悪口」や「いじわる」を訴えてくることに対して、事実を確認 

   しながら、クラスの子供の人間関係を捉え、クラスの実態を把握する。 

（２）アンケートの記入内容は本人が特定できる状態で全体に公表しない。アンケート 

   から得たことをもとに関係者から個別に事実確認をしていく。 

（３）保護者と連絡を取り、家庭での児童の様子や児童から聞いている話などの情報を 

   つかむ。 

（４）「いじめには該当しない」と結論づけるためではなく、今後のクラスをよりよくし 

   ていくための機会と捉えて、話合いの場を活用する。 

事例２－③ 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

 小５男子Ａの学校では年３回、匿名で「い

じめアンケート」を行っている。Ａは１回目

のいじめアンケートで「いじめられている」

に○を付けて提出した。アンケートは匿名だ

が、担任は回収した順番から、誰が記入した

ものか分かるようにしていた。 

 

 担任はＡから直接話を聞いた。Ａは、日頃

から事ある毎に、同じクラスの男子Ｃから何

かをされたり言われたりすると担任に訴え

ていた。話の内容は、やはり「Ｃから嫌なこ

とを言われたり、やられたりする」といった

日頃の訴えと同様だったことから、担任は

「いじめには該当しない」と判断した。 

 担任はＡとＣの２人一緒に自分の発言や

行動に気をつけるよう互いに反省を促し、継

続して様子を見ることにした。 

 

 

 

 

 

 

 

それでも、Ａは日頃から事ある毎に「クラ

スの子に～された」「～君に～言われた」と

担任に訴えていた。Ａは一方的に自分の考え

を押し通すところがあり、友達とトラブルに

なることがあった。 

 

 

 

 

 

 

小５男子Ａの学校では年３回、匿名で「い

じめアンケート」を行っている。Ａは１回目

のいじめアンケートで「いじめられている」

に○を付けて提出した。◎アンケートは匿名

だが、担任は回収した順番から、誰が記入し

たものか分かるようにしていた。 

 

担任がＡから個別に話を聞くと、同じクラ

スの男子Ｃからしつこく悪口を言われるとの

ことだった。そこで、Ｃからも個別に話を聞

くと、ＣはＡのわがままな言動に腹を立てて

いた。ＡとＣの言い分をふまえ、クラスの数

名に２人の日頃の様子を確認した。 

◎その後、担任は２人と一緒に話し、自分

の言動を振り返らせ、今後のルールを自分た

ちで決めさせた。 

＊Ａの保護者にはアンケートの回答につい

て連絡し、学校でのＡの様子や個別指導をし

たことを伝えた。Ｃの保護者にも個別指導を

したことを同様に伝えた。 

☆担任は、Ａについて学年主任にいつも報

告し、複数の教員で情報共有しながら見守っ

ていた。トラブルが発生した場合は、生徒指

導委員会でも報告していた。 

 それでも、Ａは事ある毎に「クラスの子に

～された」「～君に～言われた」と担任に訴え

ていた。Ａは一方的に自分の考えを押し通す

ところがあり、友達とトラブルになることが

あった。 

 ◎担任は、Ａが日頃からを訴えてくること

に対して事実を確認しながら言い分を聞き、

Ａも自分の言動を振り返るよう指導を重ねて

いた。また、クラスの人間関係を捉え、実態

に応じて学級活動や休み時間のレクリエーシ

ョンを行い、良好な人間関係をつくることが

◎支Ｂ-アイエ ☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 

☆組Ｅ-ア 
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 Ａは２回目のいじめアンケートでも「いじ

めがある・ない」の質問に対し、「ある」に

○を付けて提出した。担任は再びＡから直接

話を聞いたが、「嫌なことを言われたり、や

られたりする」といった前回の訴えの内容と

同様だったことから、今回も「いじめには該

当しない」と判断した。 

 担任は、Ａの気持ちが納得できるように、

本人の了承を得た上で、クラス全体で話し合

いを行った。担任は、クラス全員の前でアン

ケートに記入したいじめの内容を読み上げ、

一人一人の児童から意見を聞いた。クラスの

児童からＡがいじめられているという事実

が挙げられなかったので、最終的にいじめで

はないとクラス全体の前で結論付けた。担任

はＡにも問題点があると思っていたので、話

合いの後にＡを呼んで、「Ａの勘違いではな

いか。」と言った。 

 

 担任は、いつものトラブルの延長であると

捉え、Ａの保護者にアンケートに記入した内

容やクラスで話し合ったことについて連絡

しなかった。 

 

 翌日、本人は体調不良で欠席した。家庭に

連絡をしたが、クラスの話合いについては言

及しなかった。学年主任や管理職にも報告し

ていなかった。 

 同じ学級の女子児童Ｂがクラスの話合い

について自分の母親に話した。Ａの母親はＢ

の母親から話を聞いてこのことを知った。 

 Ａの母親は、Ａに担任から言われたことを

確認した。 

 Ａの母親は学校に連絡し、担任にこれまで

のことを確認した。Ａの母親からの連絡を受

けて、学年主任や管理職も初めてこの件につ

いて把握した。 

できるよう工夫していた。 

Ａは２回目のいじめアンケートでも「いじ

めがある・ない」の質問に対し、「ある」に○

を付けて提出した。担任は再びＡから直接話

を聞いたが、「嫌なことを言われたり、やられ

たりする」といった前回の訴えの内容と同様

だった。 

 

アンケートの結果は公表しない前提で実施

しているが、担任は学級経営の上でアンケー

トの結果を生かせる方法を考えていた。◎☆

担任は学年主任、生徒指導主任、管理職に相

談し、「ある事例」として道徳の授業で資料と

して取り上げ、考えさせることにした。ただ

し、Ａがアンケートに記入したことでクラス

内での立場が悪くならないよう十分に配慮し

た。 

 Ａに嫌がらせをしていたＣは、自分の行動

が｢いじめ｣に該当する内容とは全く考えてい

なかった。Ａが悪口を気にして傷ついている

ことにも気がついている様子は見られなかっ

た。 

 道徳の事前アンケートとして自分の身近に

似たようなケースがないかを考えさせた。そ

の後、事前アンケートをもとに休み時間など

を使ってクラスの児童全員と簡単な面談を実

施した。その際、ＡとＣにも、もう一度、自

分の言動を振り返らせた。 

 道徳の授業を実施しワークシートを見る

と、Ｃの行動がＡを傷つけていることに気が

ついたような記述があった。授業後、改めて

Ｃの考えをよく聞いたところ、Ｃは自分から

Ａに謝ることができた。 

 ＊担任はＡとＣの保護者に連絡し、道徳の

授業を実施した経緯と、Ｃが反省に至るまで

について説明した。 

 ＊直後の教育相談日にＡの保護者に来校し

もらい、時間を長めに確保してＡの様子につ

◎支Ｃ-ア 
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 管理職が同席してＡの両親と話し合いが

もたれた。 

いて話を聞いた。また、今後のＡに対するサ

ポートについて家庭と連携しながら進めるこ

とを確認した。 

 ◎担任は、学級通信で道徳授業の内容を家

庭に向けて発信した。 

☆学年主任は、生徒指導主任や道徳主任と

相談し、学校公開日に全クラスでいじめをテ

ーマに道徳の授業公開を実施することにし

た。 

 

Ａは、担任にいじめを訴えることが時々あ

るが、Ａの話を受け止めつつ、発達段階をふ

まえて自身の言動を省みる習慣づけを継続し

ている。 

 

 

◎支Ｃ-イ 

＊連Ｇ-ア 
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「Ａｎｏ 

 

 

 

 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例 ３ 

 学校がいじめに対する具体的な解決策を提示せず、生徒の安心・ 

安全を確保するための対応が不十分である事例 

 中３女子Ａは、４ヶ月間、繰り返しにらまれたり悪口を言われたりするいじめを受けて

不登校になった。担任、学年主任、生徒指導主任、教頭と保護者とで話合いをしてきたが、

いつも平行線である。学校側は決まり文句のような形式的な学校の対応を述べるに留ま

り、解決の糸口が見出せない。学校から具体的な解決案が何も提示されない。 

 学校側は、「いじめを無くすために尽力している。」と言っている。また、「Ａにとって

も、相手の生徒にとっても、心のケアが重要なので、調査や確認を慎重に行っている。」

と言う。そして、「相手の生徒には担任からきちんと注意してあるから、もう大丈夫だ。」

と言われた。 

 学校側の対応の詳細について訊ねると、「学校は、放置しているわけではない。善処し

ているが、これ以上、どのように対応すれば納得していただけるのか分からない。」と言

われ、具体的な行動は全く報告されない。学校の指導は、加害生徒に軽く注意しただけで、

実際は、Ａに対するいじめがクラス全体に広がっている。学校側は、「いじめ」とは言わ

ず、「些細なトラブル」として単発的に捉えている。Ａは担任に連絡ノートでＳＯＳを発

していたが、担任は部活動などの出張で忙しく、対応を放置していた。担任は「どのよう

に対応してほしいのか。」と開き直ったような態度に見える。保護者が教頭に「教育委員

会にも報告する。」と申し立てたところ、「報告しても構わない。」と言われた。 

 

学校は、具体的な解決案を何も提示しない。暴力を受けていることを相談した。Ｃ

は自分の母親にＡから聞いた内容を話し、Ｃの母親はＡの母親にそのことを伝え

た。Ａの母親はＡにいじめられている事実を確認した。Ａの母親が担任に相談する

と、担任は暴力の事実を既に知っていた。担任はＡの保護者に暴力のことを連絡し

ていなかった。 

 

事 例 

３ 

事例３－② 
ＡのＳＯＳに担任が適切に対応せず、いじ
めが継続し、Ａは不登校になった。担任は
保護者の訴えを受けて指導したが、Ａの神
経質な性格が理由だとも考えている。担任
は、Ａが安心して居られる学級経営ができ
ていなかった。 

事例３－① 
ＡのＳＯＳに担任は対応しているが、些細
なトラブルとして形式的な指導で解決した
と思っている。そのため、単発的ないじめ
が継続し、それが積み重なりＡは不登校に
なった。担任は、Ａが安心して居られるた
めの配慮が不十分だった。 

適切な初期対応の流れ（改善後） 

課題のある初期対応の流れ（改善前） 

時点 

 ① 

時点 

 ② 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡのＳＯＳに担任は対応しているが、些細なトラブルとして形式的な指

導で解決したと思っている。そのため、単発的ないじめが継続し、それが

積み重なりＡは不登校になった。担任は、Ａが安心して居られるための配

慮が不十分だった。 

・Ａは、担任にからかいや嫌がらせについて連絡ノートに書いて相談したが、親には話

していなかった。 

・担任は、関係生徒に事実確認をしたが、当事者同士で話し合い、謝罪する場を設けな

かった。 

・担任は、クラス内の単発的なトラブルと捉え、Ａの状況や関係生徒への指導について

学年主任や生徒指導主任、管理職に報告していなかった。 

・担任は関係生徒への個別指導及びクラス全体への指導をきちんと行ったにもかかわら

ず、更に保護者から解決策の提示を求められたため、「やるべきことはやっている」と

いう気持ちでいた。 

・Ａの保護者は、加害側への指導や配慮ではなく、Ａの安心・安全の確保に対する配慮

が不十分だと感じて、学校に解決策の提示を求めた。 

○担任は、連絡ノートを通じて関係生徒に注意するとＡに返事をしている。 

○担任は、関係生徒にきちんと注意し、後からクラス全体の話合いも行っている。 

○平行線ではあるが、学校と保護者は話合いを行っている。 

▲担任は、Ａに対するいじめを「些細なトラブル」として単発的に捉えている。 

▲担任は、最初の段階でクラスの生徒から情報収集をしていない。 

▲担任は、行った調査や指導についてＡと保護者への報告が不十分である。 

▲担任は、Ａと保護者に対して安心して復帰するための解決案を提示できていない。 

▲学校は、保護者との信頼関係や協力体制を築いていくための確認が不十分である。 

▲教頭は、保護者の攻撃的な態度に呼応して、冷静な対応ができていない。 

（１）担任は、いじめを「些細なトラブル」とせず、丁寧に事実確認をする。 

（２）学校は、初期対応の段階から複数の教職員で対応する。 

（３）当該生徒同士だけではなく、学級・学年全体の問題として捉えて対応し、生徒に

考えさせ話し合う機会を設定する。 

（４）学校は、Ａと保護者に具体的な解決案を示して実行する。また、保護者に実行し

たことを報告し、Ａの支援者として相互に確認しながら協力体制を築く。 

 

事例３－① 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

中３女子Ａは、３年生になって間もなく、

周りの生徒達にからかいや嫌がらせを受け

るようになった。 

Ａは、何か心配なことが起こるたびに連絡

ノートで担任にＳＯＳを発していた。 

担任は、その度に「注意しておくから大丈

夫」と書いて返した。 

担任は、Ａから事情を聞き、事実確認のた

め関係生徒から個別に話を聞いた。関係生徒

はいじめという認識がなく、からかっただけ

だと話した。担任は、「Ａが嫌がっていれば、

それはいじめだ」と注意した。 

担任は関係生徒からの聞き取りで「からか

い程度」と考え、Ａに対する「いじめ」を深

刻ないじめだとは思っていなかった。単発的

な「些細なトラブル」として捉え、その都度、

対応していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中３女子Ａは、３年生になって間もなく、

周りの生徒達にからかいや嫌がらせを受ける

ようになった。 

Ａは、何か心配なことが起こるたびに連絡

ノートで担任にＳＯＳを発した。 

◎担任は、ＳＯＳが書かれた時には必ずＡ

を呼び、何があったか、何を不安に思ってい

るのかを聞き、その都度、事実を確認して対

応していくようにした。些細なトラブルに対

しても、一つ一つについて事実確認をして対

応していった。 

 ＊担任は、書かれたＳＯＳの内容によって

は、保護者にＡの学校での様子を伝えると共

に、家庭での様子を聞き、学校と家庭の両方

で支援していけるよう依頼した。 

 ☆担任は、気になるＳＯＳの内容がある

と、学年主任や生徒指導主任に報告した。生

徒指導主任は臨時校内いじめ防止対策委員

会で、対応や指導について検討した。 

 

 学年主任と担任が関係生徒たちから個別に

話を聞くと、Ａとは認識が異なり、いじめと

思わずにやっていた「からかいまがい」のこ

ともあったが、それについても「Ａが嫌がっ

ているのだから、それはいじめなのだ。」と指

導した。中にはＡが嫌がっていると気付いて

いながら面白がっていた生徒がいたので、厳

しく指導した。 

◎学年主任は、できるだけＡの居る所に教

員の目が届くようにし、いつでも相談できる

こと、他の教員や養護教諭等も承知している

ことをＡに伝え、安心させた。 

 ＊関係生徒たちの保護者にも連絡し、経緯

や聞き取ったことを説明して家庭での指導を

依頼した。 

＊学年主任と担任は、Ａと保護者に関係生

徒たちへの指導について報告した。また、養

◎支Ａ-イ 

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 

☆組Ｅ-オ 

☆組Ｅ-イ 
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担任は部活動の顧問として出張で学校を

空けることが多かったことから、Ａの問題を

放置していたわけではないが、Ａと保護者に

対する見届けや配慮が不足していた。 

 

担任が具体的な対処をしなかったため、か

らかいや嫌がらせは繰り返され、４か月が経

過しようとしていた。Ａは学校に行けなくな

った。 

Ａから事情を聞いた保護者は、担任に相談

した。担任は、「調査して事実を確認し、関

係生徒を指導する」と回答した。  

担任は、事実確認のため関係生徒に加え、

今度はクラスの生徒全員から話を聞いた。ク

ラス全体がいじめという認識がなく、周りと

同調してからかったり無視したりして、いじ

めが広がっていることが分かった。 

 担任はクラス全体で話し合い、クラスのＡ

に対する態度やＡとの関わり方について指

導した。 

担任はＡと保護者に関係生徒とクラス全

体を指導したこと報告した。 

しかし、Ａが安心して学校に復帰するため

の解決策などは何も提示されなかった。保護

者がそれを求めると、担任は、「学校もいじ

めを無くすために尽力している」と言った。

その後の話合いは平行線になってしまい、保

護者の申し出に対し、担任は、「どう対処し

ていいかわからない」と言った。 

保護者は教頭に「何も進展しない状況な

ら、教育委員会に報告する。」と申し立てた。

それに対し教頭は「報告しても構わない。」

と言った。 

 

護教諭やスクールカウンセラーも同席し、Ａ

の不安や心配を解消するための話合いを行

った。話合いでは、学校、担任、クラスの生

徒たち、Ａ、保護者など、関係者がそれぞれ

の立場で「できること」を整理し、取り組む

ことにした。 

 

学校は、Ａの不安が徐々に解消されていく

よう、日頃から早めの対応をしていくように

していた。 

 担任は部活動の顧問として出張で学校を空

けることも多かった。☆学年会で情報の共有

をはかり、担任が不在でも、代わりの教職員

が対応できるようにした。 

 

学校は、ＡがＳＯＳを出しやすい体制を整

えていった。 

☆学年主任は、生徒指導委員会で経過を報

告し、今後の支援方針を立て、継続して授業

や休み時間、部活動や放課後の様子に目を配

ってもらうよう共通理解した。 

 

 

Ａは少しずつクラスの中での安心を取り戻

していった。 

 

☆組Ｅ-ア 

＊連Ｈ-アエ ☆組Ｆ-オ 

◎支Ｃ-アイケ Ｄ-ウエ 

◎支Ｂ-アウ 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

ＡのＳＯＳに担任が適切に対応せず、いじめが継続し、Ａは不登校にな

った。担任は保護者の訴えを受けて指導したが、Ａの神経質な性格が理由

だとも考えている。担任は、Ａが安心して居られる学級経営ができていな

かった。 

・Ａは、担任にからかいや嫌がらせについて連絡ノートに書いて相談したが、親には話

していなかった。 

・Ａは、これまでも何か不安や心配なことがあると、いつも連絡ノートに書いていた。 

・Ａの訴えが慢性化していたため、担任は関係生徒に事実確認をして、形式的な注意を

するのみだった。 

・担任は、当該者同士で話し合い、謝罪する場を設けなかった。 

・担任は、Ａの様子について学年主任や生徒指導主任、管理職に報告していなかった。 

・担任は、関係生徒への聞き取りから、「からかい程度」と思っていた。 

・担任は、クラス全体に指導するとＡに対する態度がかえって悪化してしまうのではな

いかと考えた。 

・担任は、関係生徒への個別指導をきちんと行ったにもかかわらず、更に保護者から解

決策の提示を求められたため、「やるべきことはやっている」という気持ちでいた。 

・Ａの保護者は、加害側への指導や配慮ではなく、Ａの安心・安全の確保に対する配慮

が不十分だと感じて、学校に解決策の提示を求めた。 

○担任は、連絡ノートを活用して生徒の様子を把握している。 

○平行線ではあるが、学校と保護者は話合いを行っている。 

▲Ａが連絡ノートでＳＯＳを発したが、担任は慢性的な訴えと捉え、「関係生徒に注意す 

る」と返事をして、深刻に受け止めていない。 

▲担任は、Ａに対するいじめを「些細なトラブル」として単発的に捉えている。 

▲担任は、保護者から相談を受けてから関係生徒を指導している。 

▲担任は、クラス全体にいじめが広がっていることについて事実確認が不十分であり、 

 適切な学級経営ができていない。 

▲担任は、Ａと保護者に対して安心して復帰するための解決案を提示できていない。 

▲学校は、保護者との信頼関係や協力体制を築いていくための確認が不十分である。 

▲教頭は、保護者の攻撃的な態度に呼応してしまい、冷静な対応ができていない。 

（１）担任は、いじめの慢性的な訴えであっても、慎重に事実確認をする。 

（２）学校は、初期対応の段階から複数の教職員で対応する。 

（３）いじめは当該生徒同士だけではなく、学級・学年全体の問題として捉えて対応し、

今後の経営に生かす。 

（４）担任は、Ａと保護者に具体的な解決案を示して実行する。また、実行した状況を

報告する。 

事例３－② 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

中３女子Ａは、周りの生徒たちにからかい

や嫌がらせを受けていると、連絡ノートで担

任に訴えていた。しかし、担任からの返事は、

「きちんと注意する」と書いてあるだけで、

Ａに具体的なことを聞いてくることも、対応

策を提示してくることもなかった。 

 

 

 

 

 

 

Ａに対するからかいや嫌がらせは４ヶ月

間、繰り返され、Ａは学校を休み始めた。 

 

 

 Ａから事情を聞いた保護者が担任に相談

した。担任は、「調査して事実を確認し、関

係生徒を指導する」と回答した。 

 

 

 

 

 担任は、事実確認のため加害生徒たちと話

し合った。生徒たちとＡとの認識に違いがあ

り、いじめと思わずにからかっただけだと話

した。担任は、「Ａが嫌がっていれば、それ

はいじめなのだ」と指導した。また、事実確

認を進めていくと、クラス全体にいじめが広

がっていることが分かった。 

 しかし、担任はＡがからかい程度の被害し

か受けていなかったことや学級全体に指導

するとクラスのＡに対する態度が返って悪

化してしまうのではないかと考え、関係生徒

への指導のみ行った。 

中３女子Ａは、周りの生徒たちにからかい

や嫌がらせを受けていると、連絡ノートで担

任に訴えていた。 

◎担任は、Ａから個別に話を聞き、不安に

思っていることを確認した。そして、事実確

認のため加害生徒たちと話し合った。生徒た

ちは、Ａとは認識が異なり、いじめと思わず

にからかっただけだと話した。担任は、「Ａが

嫌がっていれば、それはいじめなのだ。」と注

意した。担任は、Ａに加害生徒たちに指導し

たことを伝え、安心できるようにした。 

 

 しかし、Ａに対するからかいや嫌がらせは、

その後も続き、Ａは学校を休み始めた。◎担

任は、Ａと保護者から電話で話を聞いたり、

家庭訪問をしたりして、事情を聞いた。 

 ☆担任は、Ａと保護者から聞き取った内容

について学年主任に報告した。学年主任は生

徒指導主任、管理職に報告した。学校は、臨

時校内いじめ防止対策委員会を設け、関係生

徒への事実確認やＡに対する支援方針等、具

体的な対応の手順や役割分担等について共通

理解した。 

☆学年主任と担任は、事実確認のために再

び関係生徒たちと話し合った。生徒たちは、

前回と同じように「Ａも一緒にふざけていて、

嫌だと言わなかった」と話した。また、事実

確認を進めていくと、クラスの他の生徒たち

もＡに対して自分たちと同じように接し、ク

ラス全体にいじめが広がっていることが分か

った。◎関係生徒たちがふざけてやったこと

をＡの訴えと一つ一つ照らし合わせながら丁

寧に聞き取った上で、毅然とした態度で厳し

く注意した。生徒たちの保護者にも連絡し、

経過を説明して家庭での指導を依頼した。 

◎支Ａ-イ 

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 

☆組Ｅ-オ 
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担任は関係生徒に指導したことをＡとＡ

の保護者に報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、Ａの不安は解消されなかった。Ａ

が安心して学校に復帰するための解決策な

どは何も提示されず、保護者がそれを求める

と、担任は、「学校もいじめを無くすために

尽力している」と言った。話合いは平行線の

ままだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任は部活動の顧問として関係する業務

が忙しく、出張で学校を空けることも多かっ

たことから、Ａの問題を放置しているわけで

はないが、Ａの様子を確認したり、保護者に

連絡したりする配慮が不足していた。また、

些細なトラブルだと判断し、関係生徒への指

導で解決する単発的な問題だと捉えていた。 

 ◎担任は、クラス全体のＡに対する態度や

今後のＡとの関わり方について話し合うこと

にした。 

＊学年主任と担任は、Ａと保護者に加害生

徒たちに指導したことを報告した。また、養

護教諭やスクールカウンセラーも同席し、Ａ

の不安や心配を解消するための話合いを行っ

た。話合いでは、学校、担任、クラスの生徒

達、Ａ、保護者など、関係者がそれぞれの立

場で「できること」を整理し、取り組むこと

にした。その一つとして、クラス全体で話し

合うことについてＡと保護者の了承を得た。 

 

 

クラス全体での話し合いでは、他の生徒達

が深刻な状況だと見ていなかったことが分か

ったが、Ａの気持ちを理解させ、今後どのよ

うにしたらよいか意見を出し合った。 

◎学年主任は、学年集会を行い、Ａの問題

には直接触れず、学級や学年の在り方につい

て言及し、全体指導を行った。些細なからか

いやふざけが相手の受け止め方によって「い

じめ」になることを再確認し、思い当たる行

為はないか省みさせ、それらに気付いたら教

員や家族に速やかに相談するよう指導した。 

☆＊担任と学年主任は家庭訪問を行い、学

級・学年で話し合ったことをＡと保護者に報

告した。そして、いつでも相談できること、

学年の教員や養護教諭等も承知していること

をＡに伝え、安心させた。 

 

担任は部活動の顧問として関係する業務が

忙しく、出張で学校を空けることも多かった。

☆学年会等で情報を共有し、担任が不在でも

学年内の教員で対応できるようにした。 

 

☆学年主任はいじめが繰り返す可能性を考

え、一定の解消はしたものの継続支援中の事

＊連Ｈ-アエ ☆組Ｆ-オ 

☆組Ｅ-イ 

◎支Ｃ-アイケ Ｄ-ウエ 
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 保護者が対応策を示してほしいと申し出

ると、担任は「これ以上、どう対処していい

かわからない」と言った。 

 保護者は教頭に「何も進展しない状況な

ら、教育委員会に報告する」と申し立てた。

それに対し教頭は「報告しても構わない。」

と言った。 

案とした。定例の校内いじめ防止対策委員会

において経過を報告し、授業中や休み時間、

部活動や放課後の様子に目を配ってもらうよ

う共通理解した。 

 

Ａは、少しずつクラスの中での安心を取り

戻し始めている。  

 

◎支Ｂ-アウ ☆組Ｅ-オ 
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「Ａｎｏ 

 

 

 

 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例 ４ 

 顧問、副顧問が部活動のトラブルの初期対応を行わず、生徒と保 

護者の不信感を招いた事例 

中学校１年女子Ａは、女子バレーボール部内でいやがらせを受けている。そのことを顧

問、副顧問の先生に伝えても、真摯に向き合ってくれない。Ａは部活に行きたくないと家

で泣いたこともあった。Ａが部活に行きたくないことを副顧問に連絡すると、「そのくら

いのことで連絡をしてくるな」と言われた。Ａは、その後も体調不良を訴えて、朝練習も

欠席するようになった。Ａの様子がおかしいので、心配した母親が副顧問に連絡すると、

「やめるのも一つの方法かもしれません。新しい環境で頑張るのもいいのではないでしょ

うか。」と言われた。副顧問は、担任とＡと保護者の４人で話合いをしたが、「Ａが考え方

を変えて、もっと大人になったらどうか。」と言った。Ａの母親は、担任に校長との面談

を申し出た。すると、校長は「Ａと直接話をしてから、母親と話をする。」と回答してく

れた。しかし、母親は、これまでの経緯やＡの様子について校長に伝わっているのか疑問

に感じ、また一から話をするのかと思い、学校への不信感をもった。一方で、顧問や副顧

問は、いやがらせをしている生徒について、部活を頑張っている子だと褒めている。 

 

事 例 

４ 

事例４－① 

Ａには練習態度や部員への態度に問題が

ある。そのため、１年生部員はＡによそよ

そしい態度で接したり、Ａの指示を無視し

たりする。副顧問はＡにトラブルの原因が

あるとして誠実に対応しなかった。 

事例４－② 

Ａは行動が遅く、Ａのせいで１年生全体が

注意されることもある。そのため、Ａに対

して不満を感じる１年生部員もいる。顧問

と副顧問はＡに対する皆の態度に気づい

ていたが、反論できないＡにも原因がある

と考え、誠実に対応しなかった。 

想定 

 ① 

想定 

 ② 

課題のある初期対応の流れ（改善前） 

適切な初期

対応の流れ

（改善後） 

適切な初期

対応の流れ

（改善後） 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａには練習態度や部員への態度に問題がある。そのため、１年生部

員はＡによそよそしい態度で接したり、Ａの指示を無視したりする。

副顧問はＡにトラブルの原因があるとして誠実に対応しなかった。 

・Ａは、小学校からバレーボールをやっていて技能が高く、体格も大柄だったので、１

年生の中では入学当時からリーダー格であった。 

・Ａは、先輩達の前では明るくて愛想よくしていたが、先輩達の居ない所では悪口を言

ったり、練習の手を抜いたりしていた。しかし、他の１年生はＡに何も言えなかった。 

・Ａは、夏休み中も「体調が悪い」という理由で部活を休んで遊びに出かけたり、つら

い基礎トレーニングは体調不良で休んだりしていた。一方で、ゲーム形式の練習や練

習試合になると元気になって参加し、Ａの言動が徐々に目に余るようになってきた。 

・Ａが、中学校からバレーボールを始めた他の１年生に「まだそんなこともできないの」

とばかにするような態度をとったことから、これまでの不満が爆発してしまった。他

の１年生は先輩達に相談し、部員全体が徐々にＡから離れる態度になっていった。 

・Ａは、自分の言動がトラブルのもとになっていると思っていないため、部員が冷たい

態度になった原因がわからず、イライラして母親に自分の気持ちをぶつけていた。 

・副顧問は、Ａの訴えに対して部活動でよく起こりがちな生徒同士の些細なトラブルだ 

 と捉え、そのうちに解決するものと考えている。 

○母親からの連絡を受けて、副顧問は担任を交えてＡと母親との話合いを設けている。 

○Ａの母親が校長との面談を申し出たところ、校長はそれに対応するよう努めている。 

▲副顧問は、いやがらせを受けているというＡと母親の訴えに対して、真摯に向き合っ

ていない。 

▲部活動としての目標や規律が明確ではなく、部内にトラブルが起こりやすい環境であ 

る。 

▲副顧問は、部内のトラブルに気づいていたが、Ａに問題点があると一方向に決めつけ

た見方をしている。 

▲副顧問は顧問と、担任は学年主任と、Ａと母親への対応について情報共有していない。 

（１）副顧問は、トラブルの原因がＡにあるとしても、まずは訴えに対して個別に事情 

を聞く。また、他の部員（１年生や部長）からも個別に話を聞く。 

（２）顧問と副顧問は、部全体の目標や規律を明確に示し、トラブルを防ぐ環境を整え 

る。（年度当初から） 

（３）顧問と副顧問は、日頃から部全体の状況について情報交換を行う。また、部長・ 

副部長と定期的に話し合い、部全体の様子を把握する。 

（４）生徒や保護者からいじめの訴えがあれば、組織で共通理解しながら対応にあたる。 

事例４－① 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 中１バレー部女子生徒Ａは、小学校からバ

レーボールをやっていて、体格もよかったの

で、１年生の中ではリーダー格であった。し

かし、先輩の前ではいい子ぶっても、見えな

いところでは手を抜き、仲間からの信頼をな

くしつつあった。他の部員をばかにしたよう

な発言から、１年生から距離を置かれ、先輩

からも嫌みを言われるようになった。 

Ａは、部活内でいやがらせを受けている

が、部活の副顧問はそれに対して真摯に向き

合ってくれないと感じ、不満に思っていた。

Ａは、母親に部員のいやがらせや副顧問の態

度については何も言わなかったが、イライラ

して不満をぶつけていた。 

 ☆毎年、部活動編成後にどの部も会議を持

ち、部の目標、規律等について話合いを持っ

ている。部長・副部長を中心に問題が起こっ

てもすぐに顧問に報告し、異学年が協力して

部活動を行えるようにリーダーの育成、体制

づくりをしている。 

＊また、保護者には、部活動保護者会にお

いてチームの方針や体制について説明し、連

携・協力を求めている。 

 中１バレー部女子生徒Ａは、小学校からバ

レーボールをやっていて、体格もよかったの

で、１年生の中ではリーダー格であった。し

かし、先輩の前ではいい子ぶっても、見えな

いところでは手を抜き、仲間からの信頼をな

くしつつあった。他の部員をばかにしたよう

な発言から、１年生が不快に思い、距離を置

くようになった。 

 １年生の態度から部長・副部長がおかしい

と思い、話を聞くとＡへの不満が出てきた。

部長から報告を受けた副顧問が、Ａを呼んで

じっくり話を聞くと、部活内でいやがらせを

受けているが、原因は思い当たらないとのこ

とだった。 

改善前 改善後 

 Ａは部活に行きたくない

と家で泣いたこともあった。

Ａが自分で副顧問に部活に

行きたくないと連絡したと

ころ、「そのくらいのことで

電話をしてくるな」と言われ

た。 

 Ａは、その後も体調不良を

訴えて朝練を欠席していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆副顧問はＡと担任から

聞き取った内容を顧問に報

告した。そして、今後、どの

ような手順と役割分担で１

年生部員と部全体に指導す

るかを協議した。 

 

 ☆副顧問が担任に最近の

Ａの様子を聞くと、気分のむ

らがあり、そうじをさぼった

り、友だちの悪口を言ったり

して、周りの生徒達から少し

距離を置かれていることや、

同じクラスのバレー部員か

らも文句が出ている現状が

分かった。 

☆副顧問はＡから聞き取

った内容を顧問に報告した。

そして、今後、どのような手

順と役割分担で１年生部員

と部全体に指導するかを協

議した。 

＊顧問は、保護者に連絡を

とり、部活動のトラブルの経 

◎支Ｄ-エ 

＊連Ｇ-カ 

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 
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Ａの母親は、Ａの様子がお

かしいので、顧問に話を聞こ

うと電話で連絡した。する

と、顧問は「やめるのもよい

かもしれない」と言った。 

 

 

 

 

 

 

＊Ａの母親は、Ａの様子が

おかしいので、顧問に話を聞

こうと電話で連絡した。顧問

は「今、部活動の生徒とのト

ラブルで壁にぶつかってい

るが、乗り越えようと頑張っ

ている。学校でも支援する

が、家庭でも見守ってほし

い」とお願いした。顧問は部

活動のトラブルの経緯や今

後の対応の方針について説

明し、母親の理解を求めた。 

緯や現在のＡの様子、問題の

解決に向けた今度の対応の

方針について説明し、理解と

協力を求めた。 

 そこで、母親が申し出て、Ａと母親、担任、

副顧問の４人で話合いをした。Ａが他の部員

からいやがらせを受けていると話したとこ

ろ、副顧問は「Ａがもっと大人になったらど

うか。」と返答した。 

 母親は、担任に校長との面談を申し出た。

校長からは、「Ａ本人とよく話をしてから母

親と面談する」と回答があった。 

 しかし、母親は、これまでの経緯が校長に

伝わっているのか疑問に感じ、また一から話

をするのかと思い、学校への不信感がぬぐえ

ない。また、いやがらせをする生徒に何も指

導せず、返って「その生徒は部活を頑張って

いる」と顧問が褒めているため、Ａが相手に

されていないような気持ちになっている。 

 ☆また、顧問と担任から情報提供を受けた

学年主任が生徒指導委員会で報告し、Ａとの

面談、部活動の体制づくりなど、役割分担を

して学校全体で見守っていくこととした。 

 

 ◎☆副顧問は、担任も交えて再度、Ａと話

し合った。バレーボール初心者の１年生が

「そんなこともできないの。」と言われて、

どんな気持ちになったか、部活を休んで遊び

に行ったことをみんなが知ってどう思った

かなど、具体的に部活や学級生活を振り返り

ながら、Ａに考えさせる場面を多くもった。

最初は「でも…、だって…。」と納得できな

いという言葉が多かったが、徐々に他の生徒

の気持ちを推し量ることができるようなっ

た。◎また、暴言を言ってしまった相手に対

し、副顧問が立ち合って謝罪することができ

た。 

 翌日、部全体で大会に向けて個人の目標と

部の目標を話し合った。チームとしてお互い

がふさわしい言動ができているかを全員で

考えた。チーム一丸となるために、自分たち

の態度を見直し始めている様子が見られた。 

 

 ☆その後の練習は、顧問か副顧問のどちら

かは必ず練習に出て、継続してＡと部員の様

子を見守っている。 

 最初はＡの表情が硬かったが、一生懸命声

を出したり、ボール拾いをしたりしている姿

を部員が見て、徐々に打ち解けてきている。 

 

 

◎組Ｅ-ア 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａは行動が遅く、Ａのせいで１年生全体が注意されることもある。

そのため、Ａに対して不満を感じる１年生部員もいる。顧問と副顧問

はＡに対する皆の態度に気づいていたが、反論できないＡにも原因が

あると考え、誠実に対応しなかった。 

・Ａは、おとなしい性格で、小学校でもからかわれやすかった。 

・Ａは部活動の練習でミスをすることが多くあり、周囲から注意されることが多い。顧

問と副顧問もこの様子を知っている。 

・Ａはバレーボールに対して一生懸命に取り組み、手を抜いてはいない。しかし、運動

そのものがあまり得意ではなく、なかなか技能が向上しない。 

・母親は、Ａが部活動に行きたくないと言っていることをとても心配している。 

・母親は、Ａの話からいやがらせをしている生徒を特定している。そのため、その生徒

が顧問に褒められていることが納得できない状態である。 

・副顧問は、Ａの訴えに対して部内でよく起こりがちな生徒同士の些細なトラブルだと 

捉え、そのうちに解決するものと考えている。 

・副顧問は、Ａにも原因があるのではないかという立場で接している。Ａが他の部員に

対して「いやがらせをやめてほしい」とはっきりと伝えることが必要だと考えている。 

・副顧問は、Ａが些細なトラブルで部活動を欠席することをよく思っていない。 

○副顧問は、担任も交えて、Ａと母親との話合いを行っている。 

○Ａの母親が校長との面談を申し出たところ、校長はそれに対応するよう努めている。 

▲Ａと保護者の話を副顧問は真摯に向き合って聞こうとしていない。 

▲顧問と副顧問は、Ａが練習中に注意される様子に気づいているが、Ａにも原因がある

と考え、黙認している。 

▲副顧問は、Ａや母親への対応について顧問と情報を共有していない。 

（１）顧問と副顧問は、Ａのおとなしい性格や他の生徒から注意されている様子を理解 

し、他の部員にも一生懸命に練習するＡの立場を理解させる。 

（２）副顧問は、Ａの訴えに対して個別に事情を聞く。また、他の部員（１年生や部長） 

からも個別に話を聞く。 

（３）副顧問や担任は、保護者と協力して解決する姿勢をもつ。 

（４）生徒や保護者からいじめの訴えがあれば、組織で共通理解しながら対応にあたる。 

事例４－② 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

中学校１年生の女子生徒Ａはおとなしく、

小学校のときから、からかわれやすい性格で

あった。 

Ａは、バレーボール部に所属している。部

活動の練習でミスをすることが多く、他の部

員から注意されることも多い。しかし、Ａは

バレーボールに対して一生懸命に取り組ん

でおり、真面目に練習に参加していた。 

Ａは、注意されても言い返さないことや、

技能がなかなか上達しないことから、部内で

からかいやいやがらせを受けるようになっ

た。 

顧問と副顧問は、Ａが練習でミスを多くす

るので、他の部員から注意されたり文句を言

われたりすることは、ある程度は仕方がない

と判断し、問題にせず静観していた。 

Ａは副顧問に部活に行きたくないことを

連絡したが、「そのくらいのことで電話をし

てくるな」と言われた。副顧問はＡの態度に

も問題があると考えていた。Ａのような訴え

は部活動ではよくあることで、大して問題で

はないと感じていた。 

 

しかし、Ａは徐々に体調不良を起こして、

朝練も欠席するようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａの様子を心配した母親が学校に連絡し

たところ、「やめるのも一つの方法かもしれ

ません。新しい環境で頑張るのもいいのでは

中学校１年生の女子生徒Ａはおとなしく、

小学校のときから、からかわれやすい性格で

あった。 

Ａは、バレーボール部に所属している。部

活動の練習でミスをすることが多く、他の部

員から注意されることも多い。しかし、Ａは

バレーボールに対して一生懸命に取り組んで

おり、真面目に練習に参加していた。 

Ａは、注意されても言い返さないことや、

技能がなかなか上達しないことから、部内で

からかいやいやがらせを受けるようになっ

た。 

顧問と副顧問は、Ａが練習でミスを多くす

るので、他の部員から注意されたり文句を言

われたりすることは、ある程度は仕方がない

と判断し、問題にせず静観していた。 

Ａが副顧問に部活に行きたくないことを連

絡すると、「ミスをして注意されるのはＡだけ

ではなく、他の部員も同じだから」と言われ

た。副顧問はＡのはっきりしない態度にも問

題があると考えていた。Ａのような訴えは部

活動ではよくあることで、そのうちに解決す

るだろうと考えていた。 

しかし、Ａは徐々に体調不良を起こして、

朝練も欠席するようになった。 

◎☆気になった顧問と副顧問はＡを呼んで

事情を聞いた。Ａは毎日のように部内でいや

がらせにあっていると話した。顧問と副顧問

は具体的にどのようなことをされているのか

詳しく話を聞いた。すると、以前は練習中の

ミスに対して悪口やいやがらせをされ、仕方

がないと我慢していたが、最近はミスをしな

くても、練習以外の時間でも、いやがらせを

受けているとのことだった。 

顧問と副顧問は、１年生部員や部長・副部

長から個別に話を聞き、事実を確認した。す

ると、Ａから聞き取った内容と同様のことが

◎支Ｃ-カ 

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 
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ないでしょうか。」と言った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 副顧問は、担任を交えてＡと母親と話し合

った。副顧問は「Ａが大人になったらどうか」

と言った。Ａと母親が特定の生徒の名前を挙

げると、その生徒は部活をとても頑張ってい

て、Ａや他の生徒に注意して厳しく接する分

だけ、自分にも厳しくしていると褒めてい

た。 

Ａの母親は、話合いの内容に疑問を感じ、

校長と面談したいと担任に申し出た。校長か

ら「Ａと実際に話をしてから母親と面談す

る」と回答があった。 

しかし、母親は、これまでの経緯が校長に

伝わっているのか疑問に感じ、また一から話

をするのかと思い、学校への不信感がぬぐえ

ない。 

 

確認できた。 

☆顧問、副顧問、担任は生徒指導主任と管

理職にこれまでのことを報告した。生徒指導

主任は臨時いじめ防止対策委員会を開き、今

後の対応の手順や役割分担について協議し

た。ＡとＡの母親への対応の方針や部の指導

方針などを確認し、学校全体で共通理解を図

った。 

＊顧問は、Ａの母親に連絡し、Ａが話した

内容を伝え、家庭での様子を聞いた。 

☆＊顧問と副顧問は、担任を交えてＡと母

親との５人で話し合う場を設定した。これま

でＡが部活動でしてきた努力を認めると共

に、今後の部員への指導やチームの育成方針

について説明した。 

◎翌日、顧問と副顧問は部全体で話合いを

行い、チームとして今の部員の言動がふさわ

しいかを全員で考えた。「Ａのミスに納得がい

かなかったと」と話す部員に対し、それを理

由に日頃からいやがらせをするのは間違って

いると指摘し、練習を頑張っていたＡの様子

や立場を理解させた。また、練習以外でもＡ

に対するいやがらせがあったことから、チー

ム一丸となるために、自分たちの言動を見直

すよう指導した。また、部内には一定の規律

や厳しさも必要であることも伝え、今後の部

活動の在り方についても、Ａや他の部員と共

に再確認した。 

＊顧問は、部内で話し合った内容をＡの母

親に報告した。 

 

☆１年の学年主任は、バレーボール部の問

題を受けて、相手の気持ちを考えさせる資料

を用いて道徳の授業を実施するよう学年の教

員に指示した。 

 

Ａは、やや不安な態度ではあるが、部活動

には参加している。顧問と副顧問は、継続し

てＡと部員の様子を見守っている。 

 

 

◎支Ｃ-ア 

◎支Ｃ-イケ 

☆組Ｅ-オ 
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「Ａｎｏ 

 

 

 

 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例 ５ 

 いじめ問題が長期化し、解決のための支援が十分に行き届かず、 

 生徒の不安な気持ちが解消しない事例 

中学３年生の女子Ａは、中２の４月からクラスで悪口を言われたり、無視されたりする

などのいじめを受けていた。このことが原因で、Ａは不登校になった。Ａと保護者は教育

委員会にも相談したが、いじめはなくならなかった。Ａには不安感が高まると手足が震え

たり、具合が悪くなったりする症状があったため、通院して医師の診察を受けていた。医

師からは「頑張れ」「努力」「一生懸命」などの言葉をＡに対してなるべく使わないように

指示があり、Ａは当時の担任に伝えて学校でも使わないように依頼した。 

Ａは、中３の９月から相談室登校をしている。中３の担任は、Ａが登校できる状態にな

ったこともあり、完全に解消してなかったいじめ問題には言及せず、そのままになってい

る。また、担任は相談室の連絡ノートに「勉強、頑張れ」などと書くことがある。このよ

うな様子について、担任、副担任、Ａ、母親の４人で話し合ったが、担任は消極的な態度

だった。その後、担任はＡと会っても無愛想だったり、Ａの話を聞きたくないような態度

をとったりした。担任は相談室登校のＡと直接関わろうとせず、相談室に給食を運ぶ副担

任に連絡を頼んでいる。Ａとの連絡を副担任に任せきりで、Ａは担任と話す機会が無い。

Ａは、担任に相談しても皆のＡに対する態度やクラスの状況は何も変わらないと思い、担

任への不信感が高まっている。 

 

事 例 

５ 

事例５－① 

中２の時に認知したいじめの問題の初期

対応を適切に行わなかったことが要因と

なり、Ａの不安が解消されずに教室に戻れ

ない状態が中３まで継続している。 

事例５－② 

中２の時に認知したいじめの問題の初期

対応を行ったが、Ａ自身の性格や強い不安

感が要因となり、教室に戻れない状態が中

３まで継続している。 

想定 

 ① 

想定 

 ② 

課題のある初期対応の流れ（改善前） 

適切な初期

対応の流れ

（改善後） 

適切な初期

対応の流れ

（改善後） 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 中２の時に認知したいじめの問題の初期対応を適切に行わなかったこと

が要因となり、Ａの不安が解消されずに教室に戻れない状態が中３まで継

続している。 

・Ａは、中１までは仲の良い友人もいて、教室で明るく過ごしていた。 

・Ａは気持ちの変化が大きく、少しのきっかけで落ち込んだり悩んだりしてしまう。友

人にきつくあたってしまうこともあった。 

・Ａは、友人やクラスの人に自分がどう思われているかが常に気になり、前向きな気持

で相手と接することが苦手である。 

・Ａは、２年生になって学習が徐々に難しくなり、成績が伸びずに強い不安感を味わっ

ていた。 

・中２の担任は、Ａの相談を受けて、いじめた生徒達への形式的な指導を行った。 

・中２の担任は、Ａからいじめの相談があったことといじめた生徒達への指導を行った

ことについて、Ａの母親に連絡しなかった。 

・中２の担任は、管理職をはじめ、誰にもこのことを相談せず、一人で対応していた。 

・中３の担任は、Ａの性格や強い不安感への理解と配慮が不足していた。また、Ａにも

友人との関わり方に課題があると捉えていた。 

・学校は、Ａの症状について、母親との共通理解や専門家との連携を行っていなかった。 

○中３の段階で担任、副担任、母親、Ａで話合いの機会をもっている。 

○学校は、相談室登校でＡが不登校にならないよう支援している。 

▲中２の担任は、Ａからのいじめの相談に対して、形式的な対応と指導をしている。 

▲中２と中３の各担任は、管理職や他の教師と情報を共有せず、独断で対応している。 

▲中２と中３の各担任は、Ａの性格や強い不安感に対する理解と配慮が不十分である。 

▲中３の担任は、自分の支援方針を話合いの中で批判されたため、その後のＡに対する 

 態度が一変している。 

▲学校は、Ａの症状について、専門家との連携を行っていない。 

▲中３の担任と相談室の相談員との連携がとられていない。 

（１）学校は、中２の段階でＡからのいじめの相談に対して慎重に初期対応を行う。 

（２）いじめの相談があったら不安な気持ちを受け入れ、関係者から事実確認を正確に

行う。また、保護者に連絡を入れ、家庭での様子を聞く。 

（３）学年主任、生徒指導主任、管理職等と情報を共有し、組織的に問題解決に取り組

む。 

（４）配慮が必要な生徒に関わる専門家や関係機関と連携し、共通理解のもとで支援す 

る。 

事例５－① 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

中２の女子生徒Ａは、４月から悪口や無視

などのいじめにあい、担任に相談した。担任

がＡから事情を聞いたところ、関係する生徒

数名の名前が出てきた。その生徒達から頻繁

に悪口を言われたり、持ち物にいたずらをさ

れたりするとのことだった。 

 

 

 

 

 

 

Ａは生徒達からの報復を怖がったが、担任

は、Ａに「自分も変わらないといじめはなく

ならない」と言い聞かせた。 

 

 

 

 

担任はいじめた生徒達から事情を聞いた

ところ、いじめている事実を確認した。今後

絶対いじめをしないよう形式的な指導を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中２の女子生徒Ａは、４月から悪口や無視

などのいじめにあい、担任に相談した。担任

がＡから個別に事情を聞いたところ、関係す

る生徒数名の名前が出てきた。その生徒達か

ら頻繁に悪口を言われたり、持ち物にいたず

らをされたりするとのことだった。 

 

 ☆担任は、学年主任に報告し、さらに生徒

指導主任、管理職に報告した。生徒指導主任

は、緊急時の学校いじめ防止対策推進会議を

開き、今後の対応について役割分担や対応手

順の確認を行った。 

 Ａは生徒達からの報復を怖がった。◎そこ

で、学年主任はいじめアンケートを学年全体

に範囲を広げて実施し、クラス内外から目撃

情報を集めた。対象をＡのクラスに限定せず、

アンケートに記入した生徒が特定されないよ

うに配慮した。すると、Ａに対するいじめの

情報が出てきた。 

 ◎担任は、アンケートで情報を提供した数

名の生徒から知っていることを聞いた。次に

学年主任と生徒指導主任は、いじめた生徒達

から個別に事情を聞き、Ａに対して誰が、い

つ、どのようなことをしたのか事実を丁寧に

確認した。その上で、生徒達に厳しく注意し

た。 

 ＊学年主任と担任は、Ａの了承を得た上で、

保護者にこれまでの経過と今後の対応案を説

明した。☆１つ目は、クラスでの話合いや学

年でのいじめ防止に向けた授業を行うことに

した。２つ目は、Ａの様子やいじめていた相

手生徒の様子を、複数の教員や養護教諭が見

ていくことにした。＊家庭では、Ａの様子を

注意深く見守ってもらい、学校と連絡を取り

合いながら、協力体制を築けるよう依頼した。

◎また、Ａに対しては、相談にはいつでも誰

でものることを伝え、安心させた。 

◎支Ｂ-エ 

◎支Ａ-アイ ☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 

☆組Ｅ-オ 
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その後、表面的ないじめはなくなった。し

かし、Ａの不安は解消されず、教室に入ると

手足が震えたり、具合が悪くなったりする症

状が見られるようになった。Ａは周囲の視線

や会話が自分に向けられ、いじめが続いてい

と担任に再度、相談した。 

Ａと保護者は教育委員会にも相談したが、

どちらも、「関係する生徒達への指導は行っ

ている」という説明だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａは心療内科を受診し、医師からは「頑張

れ」「努力」「一生懸命」などの言葉をＡに対

してなるべく使わないように指示があった。 

Ａは担任に伝え、学校でも使わないように

してほしいと依頼した。しかし、担任は、不

用意にそれらの言葉を使ってしまうことが

あった。 

Ａは学校に行くことができなくなり、不登

校の状態になった。 

 

 

 

 ☆学年主任と担任は、いじめを行った生徒

達の保護者に連絡し、経過を説明して家庭で

の指導を依頼した。 

 ☆生徒指導主任は、緊急時学校いじめ防止

対策推進会議において協議したことやその後

の対応について全職員に報告し、共通理解を

図った。 

 その後、表面的ないじめはなくなった。し

かし、Ａの不安は解消されず、教室に入ると

手足が震えたり、具合が悪くなったりする症

状が見られるようになった。Ａは周囲の視線

や会話が自分に向けられ、いじめが続いてい

ると担任に再度、相談した。◎担任はＡの話

を傾聴し、不安な気持ちを受け止めた。 

◎担任はクラスの生徒数名にＡに対するい

じめが続いているか確認したところ、Ａが避

けられていることが分かった。また、Ａの気

持ちの不安定さに戸惑って、距離を置いてし

まう様子も分かった。 

☆担任は、学年主任に報告し、さらに生徒

指導主任、管理職に報告をした。生徒指導主

任は、緊急時校内いじめ防止対策推進会議を

開き、これまでの状況と今後の対応について

再確認した。 

＊学年主任と担任は保護者と面談し、クラ

スの生徒に確認したことについて報告した。

すると、保護者の話から、いじめ以外にも、

学習や友人関係に対するＡの不安が高まって

いることが分かった。 

Ａは心療内科を受診し、医師からは「頑張

れ」「努力」「一生懸命」などの言葉をＡに対

してなるべく使わないように指示があった。 

Ａは担任に伝え、学校でも使わないように

してほしいと依頼した。 

☆担任はＡの保護者に医師の指示について

確認し、それを学年主任に報告した。学年主

任は緊急時校内いじめ防止対策推進会議で報

告し、養護教諭やＳＣに支援を依頼した。ま

た、職員会議でも情報提供を行い、教職員全

体に周知した。Ａの保護者の了解を得た上で、

＊連Ｇ-アイ ☆組Ｅ-イ ◎支Ｂ-イ 
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Ａは、中３の９月から相談室登校をしてい

る。中３の担任は、Ａが登校できる状態にな

ったことで、Ａが前向きな気持ちになってい

ると考えていた。完全に解消してなかったい

じめ問題には言及せず、そのままになってい

る。また、担任は相談室の連絡ノートにも「勉

強、頑張れ」などの励ましの言葉を書いてい

た。しかし、Ａは励ましの言葉が負担となり、

辛い気持ちを母親に打ち明けた。 

そこで、母親は、このような様子について

担任、副担任、Ａ、母親の４人で話し合った

が、担任は消極的な態度だった。 

その後、担任はＡと会っても無愛想だった

り、Ａの話を聞きたくないような態度をとっ

たりした。担任はＡと直接関わろうとせず、

相談室に給食を運ぶ副担任に連絡を頼んで

いる。Ａとの連絡を副担任に任せきりで、Ａ

は担任と話す機会が無くて困っている。Ａ

は、担任に相談しても皆のＡに対する態度や

クラスの状況は何も変わらないと思い、担任

への不信感が高まっている。 

養護教諭が窓口となってＡが通院する医療機

関に連絡し、症状の説明や配慮事項の助言を

受けた。 

◎担任は、クラス全体でＡとの接し方につ

いて話し合った。学年主任は、養護教諭と話

し合い、思春期特有のストレスや心の不安定

などをテーマに学年で授業を行った。Ａを含

め不登校傾向などの生徒に対しての理解を学

年の生徒全体で共有した。 

 

☆学校では、中３に向けて学級編成を行っ

ていた。学年主任は、Ａと担任との関係が良

好であったため、管理職と相談し、Ａの担任

を継続することにした。また、いじめていた

生徒達は違うクラスにし、中１で仲の良かっ

た生徒を同じクラスにした。 

 

◎Ａが中３になり、担任はＡに声をかけた

り、生活記録ノートを読んだりして、様子を

見守っている。 

☆学校では、学期１回の定期学校いじめ防

止対策推進会議において、解消事案ではある

ものの、Ａを要観察の対象者として情報共有

している。また、相談員やＳＣが参加する生

徒指導委員会の機会を捉えて、特別な配慮が

必要なＡについて定期的に支援方法を確認し

ている。 

◎学校は、Ａに対するいじめの有無だけで

なく、教科学習の理解度やクラスでの友人関

係などを継続的に把握し、経過観察を行って

いる。 

 

 

＊連Ｈ-アエ 

☆組Ｅ-ア 

◎支Ｂ-ウ Ｃ-キ 

☆組Ｆ-オ 

◎支Ｃ-オカケ ＊連Ｇ-ウ 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

中２の時に認知したいじめの問題の初期対応を行ったが、Ａ自身の性格

や強い不安感が要因となり、教室に戻れない状態が中３まで継続している。 

・Ａは、中１までは仲の良い友人もいて、教室で明るく過ごしていた。 

・Ａは気持ちの変化が大きく、少しのきっかけで落ち込んだり悩んだりしてしまう。友

だちにきつくあたってしまうこともあった。 

・Ａは、プレッシャーに弱い。 

・Ａは、友人やクラスの人に自分がどう思われているかが常に気になり、前向きな気持

で相手と接することが苦手である。 

・Ａは、２年生になって学習が徐々に難しくなり、思うように成績が伸びずに強い不安

感を味わっていた。 

・Ａは中２の担任にいじめの相談をしたが、自分の考えに固執してしまいがちで、担任

の助言をなかなか受け入れられない。 

・中２、中３の担任は、Ａの性格や強い不安感を理解していたものの、Ａの否定的な発

言や態度に変化が見られないことから、Ａに対し消極的な対応になっていった。 

・学校は、教育委員会と連携してＡに対するいじめの対応にあたったが、Ａや母親との 

連絡が不十分で、適切な情報提供が行われていなかった。 

・学校は、Ａの症状について、母親との共通理解や専門家との連携を行っていなかった。 

○学校は、Ａに対するいじめの初期対応は行っている。 

○学校は、不登校になっていたＡに対して相談室登校ができるように支援している。 

▲担任は、母親から医師の指示を伝えられ理解はしている。しかし、自分の判断でＡを 

励ます言葉かけをし、Ａの症状に対する理解と配慮が不十分である。 

▲担任は、自分のＡに対する支援方針を話合いの中で批判されたため、その後の態度が 

一変している。 

▲担任は、Ａの性格や強い不安感を十分に理解できていない。 

▲学校は、Ａの症状について、専門家との連携を行っていない。 

（１）担任は、Ａの精神的な疾患に対する支援や配慮を一人で行わず、学年主任、養護 

教諭、管理職などに相談しながら慎重に行う。 

（２）学校は、保護者の了解を得た上で、担当医師や臨床心理士などの専門家と連携し、 

Ａの支援に必要な指示や助言を受ける。 

（３）担任は、保護者に自分の至らなかった点を指摘されても感情的にならず、冷静に 

対応する。 

（４）担任は、相談員やＳＣと相談室登校の生徒について積極的に連絡・調整を行う。 

事例５－② 
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４ 改善モデル 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

中２の女子生徒Ａは、４月から悪口や無視

などのいじめにあい、担任に相談した。担任

がＡから事情を聞いたところ、生徒数名の名

前が出てきた。その生徒達から頻繁に悪口を

言われたり、持ち物にいたずらをされたりす

るとのことだった。 

 

担任は、学年主任に報告しさらに生徒指導

主任、管理職に報告をした。 

 

 

 

Ａは生徒達からの報復を怖がったが、担任

は、Ａに「Ａ自身も勇気を出して頑張らない

といじめはなくならない」と言い聞かせた。 

 

 

 

 

担任は、いじめた生徒達から事情を聞いた

ところ、いじめている事実を確認した。今後

絶対いじめをしないよう指導を行った。 

生徒指導主任は臨時学校いじめ防止対策

委員会を開き、学年主任がこれまでの経過と

今後の対応手順について確認を行った。 

 学年主任と担任は、Ａの了承を得た上で、

保護者に一報を入れた。家庭での様子も注意

深く見守ってもらうように依頼した。さら

に、Ａに対して相談にはいつでも誰でものる

ことを伝え、安心させた。 

 

 

 

 

 

 中２の女子生徒Ａは、４月から悪口や無視

などのいじめにあい、担任に相談した。担任

がＡから事情を聞いたところ、生徒数名の名

前が出てきた。その生徒達から頻繁に悪口を

言われたり、持ち物にいたずらをされたりす

るとのことだった。 

 

 ☆担任は、学年主任に報告し、さらに生徒

指導主任、管理職に報告した。生徒指導主任

は、緊急時学校いじめ防止対策推進会議を開

き、今後の対応について役割分担や対応手順

の確認を行った。 

 Ａは生徒達からの報復を怖がった。◎そこ

で、学年主任はいじめアンケートを学年全体

に範囲を広げて実施し、クラス内外から目撃

情報を集めた。対象をＡのクラスに限定せず、

アンケートに記入した生徒が特定されないよ

うに配慮した。すると、Ａに対するいじめの

情報が出てきた。 

 ◎担任は、アンケートで情報を提供した数

名の生徒から知っていることを聞いた。学年

主任と生徒指導主任は、いじめた生徒達から

個別に事情を聞き、Ａに対して誰が、いつ、

どのようなことをしたのか事実を丁寧に確認

した。その上で、生徒達に厳しく注意した。 

 ＊学年主任と担任は、Ａの了承を得た上で、

保護者に報告し、これまでの経過と今後の対

応案を説明した。☆１つ目は、クラスでの話

合いや学年でいじめ防止に向けた授業を行う

ことにした。２つ目は、Ａの様子やいじめて

いた相手生徒の様子を、複数の教員や養護教

諭が見ていくことにした。＊家庭では、Ａの

様子を注意深く見守ってもらい、学校と連絡

を取り合いながら、協力体制を築けるよう依

頼した。◎また、Ａに対しては、相談にはい

◎支Ｂ-エ 

◎支Ａ-アイ ☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 

☆組Ｅ-オ 
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その後、目立ついじめはなくなった。しか

し、Ａの不安は解消されず、教室に入ると手

足が震えたり、具合が悪くなったりする症状

が見られるようになった。Ａは周囲の視線や

会話が自分に向けられていると思い、いじめ

が続いていることを担任に再度、相談した。 

Ａと母親は教育委員会にも相談したが、どち

らも、「可能な対応は行っている」という説

明だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａは心療内科を受診し、医師からは「頑張

れ」「努力」「一生懸命」などの言葉をＡに対

してなるべく使わないように指示があった。

Ａは担任に伝え、学校でも使わないようにし

てほしいと依頼した。しかし、担任は、不用

意にそれらの言葉を使ってしまうことがあ

った。 

Ａは学校に行くことができなくなり、不登

つでも誰でものることを伝え、安心させた。 

 

 ☆学年主任と担任は、いじめを行った生徒

達の保護者に連絡し、経過を説明して家庭で

の指導を依頼した。 

 ☆生徒指導主任は、緊急時学校いじめ防止

対策推進会議において協議したことやその後

の対応について全職員に報告し、共通理解を

図った。 

 その後、目立ついじめはなくなった。しか

し、Ａの不安は解消されず、教室に入ると手

足が震えたり、具合が悪くなったりする症状

が見られるようになった。Ａは周囲の視線や

会話が自分に向けられていると思い、いじめ

が続いていることを担任に再度、相談した。

◎担任はＡの話を傾聴し、不安な気持ちを受

け止めた。 

 ◎担任はクラスの生徒数名にＡに対するい

じめが続いているか確認したところ、いじめ

に該当する様子はないと思われた。 

 ☆担任は、学年主任に報告し、さらに生徒

指導主任、管理職に報告をした。生徒指導主

任は、緊急時学校いじめ等防止対策推進会議

を開き、これまでの状況と今後の対応につい

て再確認した。 

 ＊学年主任と担任は保護者と面談し、クラ

スの生徒に確認したことについて報告した。

すると、保護者の話から、いじめ以外にも、

学習や友人関係に対するＡの不安が高まって

いることが分かった。 

Ａは心療内科を受診し、医師からは「頑張

れ」「努力」「一生懸命」などの言葉をＡに対

してなるべく使わないように指示があった。

Ａは担任に伝え、学校でも使わないようにし

てほしいと依頼した。 

☆担任はＡの保護者に医師の指示について

確認し、それを学年主任に報告した。学年主

任は緊急時学校いじめ防止対策推進会議で医

＊連Ｇ-アイ ☆組Ｅ-イ ◎支Ｂ-イ 
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校の状態になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａは、中３の９月から相談室登校をしてい

る。中３の担任は、Ａが登校できる状態にな

師の指示について報告し、養護教諭やＳＣに

援助を依頼した。また、職員会議でも情報提

供を行い、教職員全体に周知した。Ａの保護

者の了解を得た上で、養護教諭が窓口となっ

てＡが通院する医療機関に連絡し、症状の説

明や配慮事項の助言を受けた。 

 

しかし、Ａの状況はなかなか改善せず、欠

席が増え、登校できない状態が続いた。 

 ◎担任はＡや母親への電話連絡や家庭訪問

を継続し、学校への関心や復帰への意欲を維

持するよう努めた。 

 ☆学校はＡの欠席日数が３０日を超える見

通しとなったため、本件を重大事態と認定し

た。学校いじめ防止対策推進会議のメンバー

に市のＳＳＷを招聘し、ＳＣに加えてＳＳＷ

も保護者や本人を支援し、チーム体制を強化

して対応に当たった。 

☆学校では、中３に向けて学級編成を行っ

ていた。学年主任は、Ａと担任との関係が良

好であったため、管理職と相談し、Ａの担任

を継続することにした。また、いじめていた

生徒達は違うクラスにし、中１で仲の良かっ

た生徒を同じクラスにした。 

 ☆担任は、中２の最後にＡと母親の三者で

面談をした。Ａは教室に入ることはできない

が相談室には行くことができると自分の意思

を示した。 

☆担任は、相談室の相談員と中３からの支

援方法について話し合った。 

 

Ａは、中３の４月から相談室登校を開始し

た。◎担任は、１日１回は相談室を訪問する

ようにした。また、相談員は、担任に相談室

連絡ノートを届けるルールを活用してＡが面

会できるようにした。 

 ☆学校は、学期１回の定期学校いじめ防止

対策推進会議において、継続支援中の事案と

＊連Ｈ-ア ☆組Ｆ-オ 

＊連Ｈ-エ 
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ったことで、Ａが前向きな気持ちになってい

ると考えていた。担任は相談室の連絡ノート

にも「勉強、頑張れ」などの励ましの言葉を

書いていた。しかし、Ａは励ましの言葉が負

担となり、辛い気持ちを母親に打ち明けた。 

 そこで、母親は、このような様子について

担任、副担任、Ａ、母親の４人で話し合った

が、担任は消極的な態度だった。 

その後、担任はＡと会っても無愛想だった

り、Ａの話を聞きたくないような態度をとっ

たりした。担任はＡと直接関わろうとせず、

相談室に給食を運ぶ副担任に連絡を頼んで

いる。Ａとの連絡を副担任に任せきりで、Ａ

は担任と話す機会も無く、困っている。Ａは、

担任に相談しても皆のＡに対する態度やク

ラスの状況は何も変わらないと思い、担任へ

の不信感が高まっている。 

してＡを要配慮の対象者として情報共有して

いる。 

 ☆学年主任は、相談員やＳＣも参加する生

徒指導委員会の機会を捉えて、相談室登校の

Ａについて支援方針を確認している。空き時

間の教員が相談室に出向き、学習支援を行う

こともある。 

 ☆相談員は母親と連絡をとり、担任と連携

してＡの登校を支援している。 

 

 ◎担任は、Ａを無理に教室に戻すことはし

ていない。Ａは担任と相談しながら一部の教

科を教室で受けられるようになり、参加でき

る行事も少しずつ増えてきている。また、進

路についても、前向きに考えられるようにな

った。 

 ☆学校は、Ａに対するいじめの有無だけで

なく、教科学習の理解度や授業参加時の様子

などを継続的に把握し、経過観察を行ってい

る。 

 

 

☆組Ｅ-ア 

◎支Ｂ-ウ Ｃ-キ 
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Ａｎｏ 

 

 

 

 

 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例 ６ 
 被害生徒に対する担任の先入観や、被害生徒が加害生徒の言動を 

 恐れていたことにより対応が遅れ、いじめが継続し、転校に至っ 

 た事例 

 高校１年男子Ａの母親は、最近、元気がないＡの様子を心配していた。母親はＡのスマ
ートフォンを見て、ＳＮＳの動画を発見した。一つは校庭を上半身裸で走るＡを追いかけ
る動画、もう一つは教室の床でＡが腹這いになって手足を動かし、周りの笑い声が聞こえ
る動画だった。この様子を投稿した同じクラスの男子Ｂは、中学校から部活動もずっと一
緒だった。これまでもＢから使い走りにされたことがあり、Ａの母親は、その都度、Ｂの
母親にもそれを伝えてきた。Ａの母親は「高校も部活動も一緒で、またいじめられている
かもしれない」と思った。母親が動画のことをＡに話すと、Ａは「大げさにするとＢが怒
る。」と怖がっていた。 
 Ａは徐々に登校を渋るようになった。母親は、Ａには言わず学校に相談した。母親は保
存しておいた動画を担任に見せた。担任は、動画の中でＡが笑っていたことや、普段から
遅刻が多いことを指摘し、「これはいじめではなく、『イジられキャラ』で、からかわれて
いる。本人にも悪いところがある。」と言った。ＡがＢの言動を怖がっていることを知り、
担任は「ひとまず様子を見る。」と母親に言った。しかし、母親は担任の言葉に納得がで
きなかった。 
 その後、Ａの登校渋りがひどくなったため、母親は「絶対に守る。」と説得し、Ａから
理由を聞き出したところ、ジュースを数回おごったり、胸や腹などにパンチをされたりし
たことが分かった。そして、「誰にも言うなよ。」とＢに念を押されていた。Ａは、「転校
したい。」と言い出した。 
 Ａの両親は学校と相談し、生徒指導主任がＢから聞き取りをした。Ｂは「ダメなところ
が多いので、鍛えてやるつもりでやっていたが、抵抗しないのでエスカレートした。」と
事実を認めた。顧問が部活動で聞き取りをすると、ほぼ同じ様子が確認された。学校はＢ
と部員に指導したが、Ａは学校に戻らず、転校した。 

 
事 例 

６ 

事例６－② 

Ａの母親の相談を受けた担任の初期対

応が形式的な見守りに留まり、いじめ

が重大化してしまった。 

事例６－① 

Ａが発していたサインに担任や顧問が

気づかずに対応が遅れ、いじめが重大化

してしまった。 

適切な初期対応の流れ（改善後） 

課題のある初期対応の流れ（改善前） 

時点 

 ① 

時点 

 ② 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａは、元気がなく落ち込んでいたり、逆にイライラして怒鳴ったりするなど、気持ち

が不安定だった。 

・ＡとＢは中学校では仲がよかったが、当時からＡがＢの言うことに従順な関係だった。

部活動でも仲がよく見えたが、ＢのＡに対する態度が悪くなり、命令や悪口が増えた。 

・中学校生活ではいじめの気配を察知できず、いじめとして認知していないため、高校

への申し送りは行われていない。 

・担任は、普段から遅刻が多かったＡに事情を聞いたり、家庭に連絡してＡの様子を聞

いたりしていなかった。 

・動画は、クラスや学年にも広まった。Ａは、他の生徒から動画をからかわれたり、ば

かにされたりした。周囲の話題が自分の悪口に聞こえ、思い悩んでいた。 

・担任は、対応マニュアルに則った学年主任や管理職への報告や相談をしなかった。 

・校長は両親の相談を受け、校内いじめ防止対策委員会を招集し、今後の対応について

協議を行った。 

・Ａの恐怖心を軽減するための具体的な方策が不足していた。 

○学校は、２度目の相談になってしまったが、保護者の訴えを受け止め、対応を図った。 

○担任と顧問は、２度目の相談後ではあるが、加害生徒と全部員への聞き取りを行い、 

 事実を確認することができた。 

▲担任と顧問は、Ａが相談したり、周りの生徒が事実を知らせたりできる学級経営や部 

 活動経営ができていなかった。 

▲担任は、Ａの遅刻が増えたことを把握していたが、その理由を知り、改善するための 

 働きかけをしなかった。 

▲担任は、校内の共通理解や組織的な対応の認識が不足していた。その結果、学校全体 

 の危機管理の基盤が崩れてしまった。 

（１）教員は、日頃から児童生徒とコミュニケーションをとり、様子を観察する。 

（２）日頃の児童生徒の様子やアンケート結果から、情報収集する体制を整える。 

（３）児童生徒に関する問題を把握した場合、担任だけで判断せず、学年、部活動の担当 

   と連携して事実確認を行う。また、家庭に連絡し生活の様子について情報共有する。 

（４）遅刻、早退、登校渋りなどを大きな問題の兆候として捉え、適切に働きかける。 

（５）いじめを認知した場合、校内対応マニュアルに基づいて組織で解決を図る。 

（６）ＳＮＳの利用や情報モラルに関する指導を行う。 

 Ａが発していたサインに担任や顧問が気づかずに対応が遅れ、い 

じめが重大化してしまった。 

事例６－① 
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４ 改善例 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 高校１年男子Ａは、元気がなく落ち込んで

いたり、逆にイライラして怒鳴ったりするな

ど、気持ちが不安定だった。遅れて登校する

日が増え、部活動にも遅刻してきた。 

 

 

 Ａの母親は、そのような様子を心配して何

度も理由を聞いたが、Ａは何も言わなかっ

た。 

 

 

 

 母親がＡのスマートフォンを黙って見る

と、ＳＮＳの動画を発見した。一つは校庭を

上半身裸で走るＡを追いかける動画、もう一

つは教室の床でＡが腹這いになって手足を

動かし、周りの笑い声が聞こえる動画だっ

た。 

 この様子を投稿した同じクラスの男子Ｂ

は、中学校から部活動もずっと一緒だった。

これまでもＢから使い走りにされたことが

あった。Ａの母親は「高校も部活動も一緒で、

またいじめられているかもしれない」と思っ

た。 

 母親が動画のことをＡに確認し、「学校に

言いに行く。」と言うと、「大げさにするとＢ

が怒る。」と怖がって反対した。 

 Ａは、徐々に登校を渋るようになった。母

 ◎高校１年男子Ａの担任は、新学期を迎え

たクラスに向けて「このメンバーで一年間、

頑張ろう」と話し、気になることがあると二

者面談を積極的に行って、生徒の様子の把握

に努めていた。最初は面倒くさいと思う生徒

もいたが、次第に話しやすい関係を築いてい

った。 

 ◎担任は、クラスでのＡの行動が気になっ

ていた。元気がなく落ち込んでいたり、逆に

イライラして、休み時間にふざけていた生徒

に大声で怒鳴ったりするなど、気持ちが不安

定だった。遅れて登校する日が増え、部活動

にも遅刻していた。 

 ◎担任はＡに声をかけてみたが、「何でもあ

りません。」と言い、頑なな態度だった。 

 ＊担任が家庭に連絡したところ、母親もＡ

の様子を心配していたが、理由は分からない

とのことだった。 

 

 ◎担任は、クラスの生徒達にＡのことを聞

いた。すると、気まずい感じで、あまり話さ

ない。さらに聞き出したところ、同じクラス

の男子ＢがＳＮＳにアップしたＡの動画の存

在を知った。動画はクラスや学年に広がり、

みんながからかっていることが分かった。担

任は、早速、動画を見て内容を確かめた。一

つは校庭でＡが上半身裸のまま追いかける動

画、もう一つは教室の床でＡが腹這いになっ

て手足を動かし、周りの笑い声が聞こえる動

画だった。 

 担任がＡに動画のことを聞くと、Ａは「ふ

ざけてやってしまった。」と話した。しかし、

担任が「Ｂにも話を聞く。」と言うと、Ａの様

子が一変し、「大げさにしないでほしい。」と

慌てた。◎担任は「Ｂの行為を見過ごすわけ

◎支Ａ-ア 

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 
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親はＡに言わずに学校に相談に行った。母親

が担任に保存しておいた動画を見せて相談

したところ、動画の中でＡが笑っていたこと

や、普段から遅刻が多いことを指摘し、「こ

れはいじめではなく、『イジられキャラ』で、

からかわれている。本人にも悪いところがあ

る。」と言った。担任は、ＡがＢの言動を怖

がっていることを知り、ひとまず様子を見る

と母親に言った。しかし、母親は担任の言葉

に納得ができなかった。 

 担任は、Ａの日頃の生活態度が招いた状況

だと思い、学年主任や生徒指導主任に報告し

なかった。 

 動画はクラスや学年にも広まって、Ａは他

の生徒からもからかわれたり、ばかにされた

りした。周囲の話題が自分の悪口に聞こえ、

思い悩んでいた。 

 その後、Ａの登校渋りがひどくなったた

め、母親は「絶対に守る。」と説得し、Ａか

ら理由を聞き出したところ、Ｂにジュースを

おごったことや、胸や腹にパンチをされたこ

とが分かった。また、「誰にも言うなよ。」と

Ｂに念を押されていた。 

 Ａは、「転校したい。」と言い出した。 

 

 母親は、父親と一緒に学校へ行き、担任で

はなく校長と相談して、これまでにＡが受け

たいじめの様子を伝え、学校の対応を求め

た。 

 校長は、担任と学年主任を呼んで話を聞い

た。関係教職員を招集し、校内いじめ防止対

策委員会において今後の対応について協議

を行った。 

 担任がＢに、顧問が部員に聞き取りを行っ

たところ、Ｂや部員から事実を確認したた

め、それぞれに指導をした。 

 

 

にはいかないので、Ｂと話す必要がある。」と

Ａを説得した。すると、Ａは徐々に他のこと

も話し出した。Ｂは、中学校から部活動もず

っと一緒だった。これまでもＢから使い走り

にされたことがあり、ジュースをおごったこ

とや、胸や腹にパンチをされたことが分かっ

た。また、Ｂに「誰にも言うなよ。」と念を押

され、Ｂの言動を恐れていた。動画はクラス

や学年にも広まって、Ａは他の生徒からもか

らかわれたり、ばかにされたりした。周囲の

話題が自分の悪口に聞こえ、思い悩んでいた。

◎担任は、いじめを放置できないことや、Ａ

の安全を守ることを伝え、Ｂへの事実確認を

するとＡを説得した。また、Ａが両親に話し

ていなかったので、担任からも連絡するが、

Ａにも自分で話すように促した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆担任は、学年主任、生徒指導主任にＡの

状況について報告し、担任、学年主任、部活

動顧問、生徒指導主任、管理職が、今後の対

応を協議した。学校は、金銭の被害や身体の

危険があったことから、本件を重大事態と認

定した。校内いじめ防止対策委員会として関

係教職員に加えてＳＣを招聘し、Ａと保護者

の支援、担任との連携を図ることとした。 

 

 担任がＢに、顧問が部員に聞き取りを行っ

たところ、Ｂや部員から事実を確認したため、

それぞれに指導をした。 

 ＊担任は、それぞれＡとＢの保護者に電話

連絡し、事実確認と指導の内容を報告した。

☆組Ｅ-オ 
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 担任と学年主任がＡ宅へ行き、学校の対応

を伝えたが、Ａの恐怖心はなくならず、その

まま登校することなく、転校した。 

 

また、Ｂの保護者には、Ａへの謝罪が必要で

あると示唆した。 

 ＊担任はＢの保護者に来校を依頼し、校長、

学年主任が同席して話し合いを行った。Ａが

Ｂの言動を恐れていることに対し、加害者側

の取決めとして、ＳＮＳの動画を消すこと、

自分以外の人物をＳＮＳに投稿しないこと、

校内外でＡに接触しないことを提案し、了承

を得た。Ｂの生活態度の改善に対して保護者

にも協力を依頼した。 

 ＊教頭、学年主任、担任はＡ宅を家庭訪問

し、加害者側の取決めを報告した。また、Ａ

の安全を確保する方策として、ＳＣや養護教

諭による継続的な支援や、生徒に対するＳＮ

Ｓに関する指導について提示した。Ａの意思

を確認しながら、学校生活の場面を想定して

方策を立てていくことを共通理解し、保護者

にも協力を依頼した。 

 ☆学年主任は緊急学年集会を実施し、ＳＮ

Ｓを含めた情報モラル、人権問題などについ

て全体指導をした。また、生徒指導部と連携

し、関係機関から指導者を招聘して、ＳＮＳ

について生徒、保護者、教職員が専門家の指

導を受ける機会を計画することにした。 

 

 

 ☆学年主任と部活動顧問は当該学年の部員

と話し合い全体指導をした。 

 ☆翌日の職員打合せにおいて、職員に事後

報告し共通理解を図った。 

 

 ◎担任は、ＡとＢの様子の見守りを継続し

た。☆また、学年主任等と情報を共有し、複

数の教員で見守った。学年主任は、月１回の

生徒指導部会でＡとＢの状況を定期的に報告

している。 

 

 ◎担任は、Ａに文化祭の役員の手伝いを提

☆組Ｆ-イエ 

＊連Ｇ-キ Ｈ-イウ 

◎支Ｃ-シ 

☆組Ｅ-ア 
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案し、陰ながら文化祭に貢献できた。学校生

活においてＡが認められる場面やＡの居場所

をつくれるよう配慮した。 
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１ 状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａは、本来は明るい性格だが、相手の顔色を窺い、自分の意見を言えないことも多い。 

・Ａは、部活動でＢだけでなく他の同学年の生徒からも悪口を言われたり、使い走りに

されたりしていた。 

・ＡとＢは中学校では仲がよかったが、当時からＡがＢの言うことに従順な関係だった。

部活動でも仲がよく見えたが、ＢのＡに対する態度が悪くなり、命令や悪口が増えた。 

・中学校ではいじめの気配を察知できず、いじめとして認知していないため、高校への

申し送りは行われていない。 

・担任は、動画の中で本人が笑っていたことから、深刻な状況ではないと判断した。ま

た、遅刻が多い生活態度が周囲から批判される状況を招いたと考えた。しかし、母親

の訴えを否定することもできず、形式的ではあるがＡを見守ることにした。 

・担任は、対応マニュアルに則った学年主任や管理職への報告や相談をしなかった。 

・校長は、保護者の相談を受け、校内いじめ防止対策委員会を招集し、今後の対応につ

いて協議を行った。 

・Ａの恐怖心を軽減するための具体的な方策が不足していた。 

○学校は、２度目の相談になってしまったが、保護者の訴えを受け止め、対応を図った。 

○担任と顧問は、２度目の相談後ではあるが、加害生徒と全部員への聞き取りを行い、 

 事実を確認することができた。 

▲担任は、Ａの母親からの最初の相談を受け、「いじめではない」と判断して事実確認を 

 せず、いじめを認知する機会を逃した。 

▲担任は、Ａの表面的な様子や生活態度に対する先入観で「いじめではない」と判断し 

 た。 

▲担任は、校内の共通理解や組織的な対応の認識が不足していた。その結果、学校全体 

 の危機管理の基盤が崩れてしまった。 

（１）遅刻、早退、登校渋りなどを大きな問題の兆候として捉え、適切に働きかける。 

（２）児童生徒に関する問題を把握した場合、担任だけで判断せず、学年、部活動の担当 

   と連携して事実確認を行う。 

（３）保護者や地域からの相談や情報提供は、教員個人ではなく学校への相談や情報提供 

   だという認識をもち、校内でスムーズに伝達する体制をつくる。 

（４）いじめを認知した場合、校内対応マニュアルに基づいて組織で解決を図る。 

（５）ＳＮＳの利用や情報モラルに関する指導を行う。 

 Ａの母親の相談を受けた担任の初期対応が形式的な見守りに留ま

り、いじめが重大化してしまった。 

 が悪化してしまった。 

事例６－② 
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４ 改善例 

改善前 改善後 

◎支援・配慮 ☆組織的対応 ＊関係者との連携 

 高校１年男子Ａは、本来は明るい性格だ

が、相手の顔色を窺い、自分の意見を言えな

いことも多い。 

 Ａは遅れて登校する日が増え、部活にも遅

刻してきた。 

 Ａの母親は、そのような様子を心配して何

度も理由を聞いたが、Ａは何も言わなかっ

た。 

 

 母親がＡのスマートフォンを黙って見る

と、ＳＮＳの動画を発見した。一つは校庭を

上半身裸で走るＡを追いかける動画、もう一

つは教室の床でＡが腹這いになって手足を

動かし、周りの笑い声が聞こえる動画だっ

た。 

 この様子を投稿した同じクラスの男子Ｂ

は、中学校から部活動もずっと一緒だった。

これまでもＢから使い走りにされたことが

あった。Ａの母親は「高校も部活動も一緒で、

またいじめられているかもしれない」と思っ

た。 

 母親が動画のことをＡに確認し、「学校に

言いに行く。」と言うと、「大げさにするとＢ

が怒る。」と怖がって反対した。 

 Ａは、徐々に登校を渋るようになった。母

親は、Ａに言わずに学校に相談に行った。母

親が担任に保存しておいた動画を見せて相

談したところ、動画の中でＡが笑っていたこ

とや、普段から遅刻が多いことを指摘し、「こ

れはいじめではなく、『イジられキャラ』で、

からかわれている。本人にも悪いところがあ

る。」と言った。ＡがＢの言動を怖がってい

ることを知り、担任は「ひとまず様子を見

る。」と母親に言った。しかし、母親は担任

の言葉に納得ができなかった。 

 担任は、Ａの日頃の生活態度が招いた状況

だと思い、形式的な見守りだけで、学年主任

 高校１年男子Ａは、本来は明るい性格だ

が、相手の顔色を窺い、自分の意見を言えな

いことも多い。 

 Ａは遅れて登校する日が増え、部活にも遅

刻してきた。 

 Ａの母親は、そのような様子を心配して何

度も理由を聞いたが、Ａは何も言わなかっ

た。 

 

 母親がＡのスマートフォンを黙って見る

と、ＳＮＳの動画を発見した。一つは校庭を

上半身裸で走るＡを追いかける動画、もう一

つは教室の床でＡが腹這いになって手足を

動かし、周りの笑い声が聞こえる動画だっ

た。 

 この様子を投稿した同じクラスの男子Ｂ

は、中学校から部活動もずっと一緒だった。

これまでもＢから使い走りにされたことが

あった。Ａの母親は「高校も部活動も一緒で、

またいじめられているかもしれない」と思っ

た。 

 母親が動画のことをＡに確認し、「学校に

言いに行く。」と言うと、「大げさにするとＢ

が怒る。」と怖がって反対した。 

 Ａは、徐々に登校を渋るようになった。母

親は、Ａに言わずに学校に相談に行った。母

親が担任に保存しておいた動画を見せた。＊

担任は、事態を深刻に受け止めた。母親から

Ｂとの関わりについて聞くと、中学校からの

関係について詳細に聞くことができた。 

 

 ☆担任は、学年主任、生徒指導主任にも動

画を確認してもらい、ＡとＢへの事実確認と

学校の対応について早急に検討することを

要請した。 

◎担任は、Ａから聞き取りをした。ＡがＢ

の言動を恐れていたため、Ａの安全を守るこ

☆組Ｅ-ウ Ｆ-ウ 
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や生徒指導主任に報告しなかった。 

 動画はクラスや学年にも広まって、Ａは他

の生徒からもからかわれたり、ばかにされた

りした。周囲の話題が自分の悪口に聞こえ、

思い悩んでいた。 

 母親は、Ａの様子が悪化してきたため、「絶

対に守る。」と説得して聞き出したところ、

Ｂにジュースをおごる、Ｂが胸や腹にパンチ

をすることが分かった。また、ＡはＢに「先

生や親に言うな。」と脅かされていた。 

 Ａは、「転校したい。」と言い出した。 

 

 母親は父親と一緒に学校へ行き、担任では

なく校長と相談して、これまでにＡが受けた

いじめの様子を伝え、学校の対応を求めた。 

 関係教職員を招集し、校内いじめ防止対策

委員会において今後の対応について協議を

行った。 

 担任がＢに、部活動顧問が部員に聞き取り

を行ったところ、Ｂや部員から事実を確認し

たため、それぞれに指導をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とを伝え、気持ちに寄り添った。Ａは、動画

以外にも、ジュースをおごったことや、胸や

腹などにパンチをされたことなど、Ｂを中心

とした様々ないじめ行為を受けていたこと

が分かった。また、Ｂに「誰にも言うなよ。」

と念を押されていた。さらに、部活動でＢだ

けでなく他の同学年の生徒からも悪口を言

われたり、使い走りにされたりしていた。 

 

 

 

 

◎担任は、すぐに学年主任及び生徒指導主

任に報告した。生徒指導主任は管理職に報告

し、校長は、関係教職員を招集し、今後の対

応を協議した。 

 

 

 担任がＢに、顧問が部員に聞き取りを行っ

たところ、Ｂや部員から事実を確認したた

め、それぞれに指導をした。 

 ☆担任と顧問は、関係教職員に聞き取った

内容を報告し、内容をすり合わせて整理し

た。これにより、いじめの実態が明らかにな

った。学校は、金銭の被害や身体の危険があ

ったことから、本件を重大事態と認定した。

校内いじめ防止対策委員会として関係教職

員に加えてＳＣを招聘し、Ａと保護者の支

援、担任との連携を図ることとした。 

 

 ＊担任は、それぞれＡとＢの保護者に電話

連絡し、事実確認と指導の内容を報告した。

また、Ｂの保護者には、Ａへの謝罪が必要で

あると示唆した。 

 ＊担任はＢの保護者に来校を依頼し、校

長、学年主任が同席して話し合いを行った。

ＡがＢの言動を恐れていることに対し、加害

者側の取決めとして、ＳＮＳの動画を消すこ

と、自分以外の人物をＳＮＳに投稿しないこ

と、校内外でＡに接触しないことを提案し、

了承を得た。Ｂの生活態度の改善に対して保

☆組Ｅ-オ 
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 担任と学年主任がＡ宅へ行き、学校の対応

伝えたが、Ａの恐怖心はなくならず、そのま

ま登校することなく、転校した。 

 

護者にも協力を依頼した。 

 ＊教頭、学年主任、担任はＡ宅を家庭訪問

し、加害者側の取決めを報告した。また、Ａ

の安全を確保する方策として、ＳＣや養護教

諭による継続的な支援や、生徒に対するＳＮ

Ｓに関する指導について提示した。Ａの意思

を確認しながら、学校生活の場面を想定して

方策を立てていくことを共通理解し、保護者

にも協力を依頼した。 

 ☆学年主任は緊急学年集会を実施し、ＳＮ

Ｓを含めた情報モラル、人権問題などについ

て全体指導をした。また、生徒指導部と連携

し、関係機関から指導者を招聘して生徒、保

護者、教職員がＳＮＳについて専門家から指

導を受ける機会を計画することにした。 

 

 

 ☆学年主任と顧問は当該学年の部員と話

し合い、全体指導をした。 

 ＊学年主任と顧問は、臨時の部活動保護者

会を実施し、関係する部員の保護者に事実確

認と指導の内容を報告した。 

 ☆翌日の職員打合せにおいて、職員に事後

報告し共通理解を図った。 

 

 ◎担任と顧問は、ＡとＢの様子の見守りを

継続した。☆また、学年主任等と情報を共有

し、複数の教員で見守った。学年主任は、月

１回の生徒指導部会でＡとＢの状況を定期

的に報告している。 

 

 ◎Ａは部活動に戻ることができず、顧問に

退部の意向を伝えた。担任は、Ａに文化祭の

役員の手伝いを提案し、陰ながら文化祭に貢

献できた。Ａが部活動以外に取り組める場面

を設定し、Ａが認められる場面がつくれるよ

う配慮した。 

 

 

☆組Ｆ-イエ ◎支Ｃ-シ 

＊連Ｇ-キ Ｈ-イウ 

＊連Ｇ-カ 

☆組Ｅ-ア 



 

 ６ 未然防止の取組事例集 
 

  カテゴリー １ 

   ◎支援・配慮に関する取組 

 

  カテゴリー ２ 

   ☆組織的対応に関する取組 

 

  カテゴリー ３ 

   ＊関係者との連携に関する取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 践 ２ 
 

埼玉県のマスコット 

コバトン 
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 Ａ 教育相談の充実                 「※」印は複数の分類に入る取組 

 

   ア ４月の生徒全員の個人面談 

   イ 「教育相談のご案内」を活用した教育相談体制の周知（案） 

 

 Ｂ 実態把握、情報収集の工夫 

 

   ア いじめ発見のためのアンケートや質問紙調査による満足度・適応度測定の活用 

   イ 市内全校統一の児童・保護者対象の「思いやりアンケート」 ※ 

   ウ 学校生活アンケート 

   エ 記名・無記名アンケート ※ 

 

 Ｃ 人格形成、集団育成 

 

   ア 特別活動におけるソーシャルスキルトレーニング 

   イ 人間関係プログラムを活用した全学級での道徳授業公開 

   ウ 人権作文、人権メッセージ、感謝のメッセージによる啓発 

   エ いじめをゆるさない学校宣言 

   オ 「ほけんだより」を活用した「心の健康」に関する発信 ※ 

   カ 卒業を迎える小学校６年生対象の「心の授業」 

   キ 学ぶ意欲を引き出す授業づくり 

   ク いじめ防止啓発ポスターと標語の作成及び掲示 

   ケ 生徒指導朝会後の１校時に全校共通主題での道徳授業 

   コ キャリア教育の視点とアクティブ・ラーニングを取り入れた授業 

   サ いじめ問題を考える３市中学生フォーラム 

   シ 人権教育講演会 

 

 Ｄ 児童生徒の自主的な活動 

 

   ア 児童ボランティアによる活動とイメージキャラクターの活用 

   イ 「子どもいじめ防止対策委員会」による児童主体の「いじめゼロ運動」 

   ウ 生徒会主体の「全校思いやり運動」 

   エ 生徒主体で計画・実行する活動の充実 

   オ 通学路クリーン活動 

 

 

 

カテゴリー１  ◎支援・配慮  Ａ 教育相談の充実 

                Ｂ 実態把握、情報収集の工夫 

                Ｃ 人格育成、集団育成 

                Ｄ 児童生徒の自主的な活動 

 

未 然 防 止 の 取 組 事 例 の 分 類 
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 Ｅ 組織的対応の体制づくり 

 

   ア 生徒指導指針の策定及び毎月（毎週）の校内生徒指導委員会の充実 

   イ 保護者と担任をつなぐ養護教諭の役割と保健室経営 

   ウ 生徒指導部によるいじめ対応の教師用資料の配付と活用 

   エ 全校集会における整容一斉指導 

   オ 定期（年３回）及び緊急時のいじめ防止対策推進会議 

 

 Ｆ 教職員の研修 

 

   ア ヤングセミナー（若手教員育成ための自主研修） 

   イ ＳＮＳについて外部講師を招聘した教職員研修 ※ 

   ウ いじめ防止マニュアルを使用した校内研修 

   エ 自校の携帯電話の利用実態に即した教職員研修 

  オ スクールカウンセラーによる特別支援教育や教育相談に関する校内研修 ※ 

 

 

 

 

 

 Ｇ 保護者、地域との連携 

 

   ア 月１回の教育相談日の設定 

   イ 市内全校統一の児童・保護者対象の思いやりアンケート ※ 

   ウ 「ほけんだより」を活用した「心の健康」に関する発信 ※ 

   エ 長期休業中の学区内巡回 

   オ 教職員・ＰＴＡ合同あいさつ運動 

   カ 部活動保護者会 

   キ ＰＴＡ総会や配布文書、ホームページ等を利用した保護者の意識啓発 

 

 Ｈ 専門家や関係機関との連携 

 

   ア スクールカウンセラーによる特別支援教育や教育相談に関する校内研修 ※ 

   イ ＳＮＳについて外部講師を招聘した教職員研修 ※ 

   ウ ネットトラブルに関する生徒対象の講演会 

   エ 適応指導教室や相談機関との連携（案） 

 

カテゴリー２  ☆組織的対応  Ｅ 組織的対応の体制づくり 

                Ｆ 教職員の研修 

カテゴリー３  ＊関係者との連携  Ｇ 保護者、地域との連携 

                  Ｈ 専門家や関係機関との連携 
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事 例 １ 

◎支援・配慮 Ｂ－ア、イ 
       Ｃ－ア、イ、ウ、エ 
       Ｄ－イ 
☆組織的対応 Ｅ－オ 
＊関係者との連携 Ｇ－ア 

◎支援・配慮 Ｂ－ア、イ、エ 
       Ｃ－ア、イ、キ、ケ 
☆組織的対応 Ｆ－ア 

◎支援・配慮 Ａ－イ 
       Ｃ－ア、イ、ケ 
       Ｄ－ウ、エ 
☆組織的対応 Ｅ－ア  Ｆ－オ 
＊関係者との連携 Ｈ－ア、エ 

◎支援・配慮 Ｃ－ア、イ、カ、ケ 
       Ｄ－エ 
☆組織的対応 Ｅ－ア 
＊関係者との連携 Ｇ－カ 

◎支援・配慮 Ａ－ア、イ 
       Ｂ－ウ、エ 
       Ｃ－オ、カ、ケ 
☆組織的対応 Ｇ－ア、ウ 
       Ｆ－オ 
＊関係者との連携 Ｈ－エ 
 

◎支援・配慮 Ａ－ア  Ｃ－シ 
☆組織的対応 Ｆ－イ、エ 
＊関係者との連携 Ｇーキ 
       Ｈ－イ、ウ 

各 事 例 と 主 な 「 未 然 防 止 の 取 組 事 例 」 の 関 連  

事 例 ２ 

事 例 ３ 

事 例 ４ 

事 例 ５ 

事 例 ６ 

・転入児童への配慮 
・暴力行為への対応 
・家庭との情報共有 
・家庭環境への配慮 

 

・アンケート実施後の対応 
・被害児童の性格や孤立感への対応 
・「いじめ」に対する共通認識 

 

・普段の学級経営、学年経営 
・登校しぶりや不登校への対応 
・家庭との情報共有 
・「観衆」と「傍観者」への対応 
 

・部活動内の人間関係 
・部活動に関する教職員の情報共有 
・被害生徒の性格や不安感への対応 

 

・被害生徒の性格や不安感への対応 
・心身症に対する共通理解 
・相談室との連携 
・重大事態の認定 
 

・ＳＮＳ利用のモラル指導 
・暴力行為への対応 
・被害生徒の安心と安全の確保 
・重大事態の認定 
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◎支援・配慮－Ａ－ア 

取組名  ４月の生徒全員の個人面談 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 教育相談    ） 

実施日・期間  ４月下旬 約１週間  

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

 担任が、生徒一人一人を理解し、生徒との信頼関係を築くきっかけとし、生徒が新しい環境（学

校・学年・クラス・担任・友人・教室等）にスムーズに適応できるよう支援するのに役立てる。 

取組の概要 

・４月下旬の約１週間、授業を短縮し各４０分×６時間にする。短縮した分の１時間と放課後を使 

 い、各日１４:３０～１７:００で実施する。 

・全校一斉に全生徒を対象とした個人面談を各教室で実施する。 

・この期間は、部活動等他の活動に優先して行う。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・事前に、生徒に個人プロフィールやアンケートなどを配布して、それに記入した内容を資料とし 

 て面談を進める担任もいる。全校で資料の用い方を統一する方法もあるが、現在のところ個々の 

 担任に任されている。 

・生徒にとっても、担任にとっても、年度初めなので緊張はあるが、期待も感じられる面談である。 

取組の成果と課題 

○担任による生徒一人一人の理解が進む。 

○担任にとって相談や見守りのニーズのある生徒の把握等、生徒に関する情報を得る貴重な機会で 

 あり、生徒との信頼関係を築く機会でもある。 

○生徒にとっても、担任と直接話し、担任を知り、信頼関係を築く貴重なチャンスである。 

○学校全体で、面談が第一優先になっているので、全員が面談する時間を確実に確保できる。 

▲年度の初めだけではなく、長期休業明け等、生徒に変化が起きやすい時期に設定することもでき 

 る。同様の時間が複数の時期に確保できると更に効果的だと思われるが、実際には難しい。 

写真・参考資料 
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◎支援・配慮－Ａ－イ 

取組名  「教育相談のご案内」を活用した教育相談体制の周知（案） 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 教育相談    ） 

実施日・期間  ４月 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・教職員が自校の教育相談体制を確認し、組織的対応に役立てる。 

・児童生徒が相談しやすい環境を整え、学校生活に安心感をもたせる。 

・保護者が相談しやすい環境を整え、家庭との円滑な連携を図り、信頼関係を築く。 

取組の概要 

・教育相談について案内する内容を、「教育相談のご案内」として年度始めに配布する。 

・児童生徒や保護者が、自分の不安や心配に思うことなどについて、複数の教職員が相談可能であ

ることを知らせる。（担任、部活動顧問、学年主任、教育相談主任、特別支援教育コーディネー

ター、養護教諭、教頭、相談員、スクールカウンセラーなど） 

取組の仮説 

・「教育相談のご案内」を作成すれば、児童生徒や保護者の相談に対し、学級・学年の枠組にとらわ 

 れず、どの教職員も相談に応じるという意識をもたせることができる。 

・教育相談のお知らせを配布すれば、児童生徒や保護者にとって、どのような場合に、どのような 

 方法で、誰に相談すればよいかが具体的に分かりやすくなる。 

取組の期待される効果と留意点 

○児童生徒や保護者が申し出たことに対して、教職員が迅速に適切な対応をすることができる。 

○児童生徒や保護者は担任以外に複数の相談窓口があることで、より相談しやすくなり、学校は多 

 様なニーズに備えることで、情報を得やすくなる。 

▲児童生徒や保護者からの申し出が一方通行にならないよう、学校側からも適宜、対応したことや 

 検討したことを情報提供していく。 

▲学校は、得た情報について報告・連絡・相談が円滑に行われるようにする。また、効率的に情報 

 を整理したり、共通理解するための方策を講じる必要がある。 

写真・参考資料 

 

 取組の 
 イメージ 

 ○○中 教育相談のご案内  
 新しいクラスや新しいメンバーで新学期が始ま
りました。学習や生活の様子はいかがですか？心配
なことや困ったことがあれば、いつでも安心して相

談してください 
☆知りたいこと☆気になること☆解決したいこと 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

教育相談に関する行事予定 
５月○日～○日 家庭訪問（すべての家庭） 

６月○日～○日 教育相談週間（希望する保護者） 
６月○日    部活動保護者会 
７月○日    授業参観・懇談会 

10月○日～○日 教育相談週間（希望する保護者） 
11月○日～12月○日 三者面談 
           （すべての生徒、保護者） 

２月○日～○日 教育相談週間（希望する保護者） 
２月○日    授業参観・懇談会 

  ～一人で悩まず、相談を～ 

  ○○中電話番号  ○○○－○○○○ 

◇担任以外の教職員にも相談できます。 

 学年主任、教育相談主任、部活動顧問 

 特別支援教育コーディネーター、養護教諭 

 相談員、スクールカウンセラー、 

 教務、教頭 

◇電話や面接で相談できます。 

 ・保護者の方との面接は事前にお電話をいた 

  だき、日時を調整します。 

 ・電話はすぐに対応できないこともあります 

  のでご理解ください。 

 ・生徒（児童）のみなさんはいつでも声を 

  かけてください。 

相談室紹介 
面接相談 ９時～15時（14時受付終了） 

電話相談 ９時～16時 

※毎週○曜日 10時～16時までスクールカウ 

 ンセラーが来校しています。 

相談室電話番号 ○○○－○○○○ 
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◎支援・配慮－Ｂ－ア 

取組名 いじめ発見のためのアンケートや質問紙調査による満足度・適応度測定の活用 

位置付け    □教科（教科名：     ） □領域（領域名：     ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ アンケート  ） 

実施日・期間  ６月 ～ １月 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・学校生活アンケート：いじめを早期発見し、早期対応に役立てる。 

・質問紙調査による測定：児童の心の理解を図ると共に、現在の学級集団の状況を担任が適切に把握し、

計画的な指導と援助を積極的に行う。 

取組の概要 

・学校生活アンケートは、いじめ防止強化月間に実施（年３回）する。 

・アンケート結果をもとに、各担任が気になる回答（留意する質問項目の回答）をチェックする。チェ

ックに該当する児童一人一人に、回答の内容の詳細について聞き取りをし、教育相談を実施する。 

・該当児童について、各学年・関係する職員で共通理解し、必要に応じた指導・援助をする。 

・全体に周知する事案については、生徒指導主任・管理職への報告を経て、生徒指導委員会にて共通理

解を図る。 

・質問紙調査による測定は、６月と１１月に実施する。 

・いじめの可能性等、気になる児童にアプローチする。生徒指導と教育相談をリンクさせて、いじめ防

止・早期発見に役立てる。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・普段の児童観察だけではわからないことを、知ることができた。 

・児童は、直接話しにくいことでもアンケートであれば回答しやすく、正直に書こうとする。 

・アンケートや質問資調査による測定をすることが目的ではなく、それをどう活用するかが大切だと感

じた。 

取組の成果と課題 

○児童の学級への所属に関する意識や実態を把握しやすい。 

○アンケート項目を精選したことにより、時間の確保がし易くなった。 

▲調査等の結果だけでは見逃してしまうこともあるので、普段の教師による観察の一助として用いる。 

▲気になる児童についてアプローチがしやすくなったが、問題解決を急ぎ過ぎないよう留意する。 

写真・参考資料  

 ＜学校生活アンケート＞ 

      ↓ 

 ※特に留意した質問項目 

 （５）友だちに嫌なことをされたことがありますか。 

 （６）あなたのクラスに嫌なことをされている人は 

    いますか。 

 （９）あなたは今こまっていることはありますか。 
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◎支援・配慮－Ｂ－イ ＊関係者との連携－Ｇ－イ 

取組名  市内全校統一の児童・保護者対象の「思いやりアンケート」 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ アンケート   ） 

実施日・期間  ４月～ ３月  通年 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・児童の様子について情報収集する。 

・学校の取組への児童と保護者による評価として活用する。 

取組の概要 

・回数 児童生徒：年６回（奇数月）、保護者：年３回 

・内容 アンケートより、担任による事情確認及び指導 

    管理職に報告するとともに、継続指導に役立てる。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・児童生徒自身が学校生活を振り返る機会となる。 

・些細なことでも把握し、教師が児童のサインを見逃さない目をもつようになる。 

・学校での取組がどうだったか評価し、次へ生かすことができる。 

取組の成果と課題 

○児童生徒の見方や考え方を把握できる。 

○保護者にも連絡を取り、家庭と協力して、児童生徒を見守る協力体制が取れる。 

▲毎回同じ内容のためマンネリ化してしまい、事実や本音を引き出すものになっているか、検討が

必要である。 

写真・参考資料 
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◎支援・配慮－Ｂ－ウ 

取組名  学校生活アンケート 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ アンケート   ） 

実施日・期間  毎月１回 または 年２～３回 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・生徒自らの訴えや生徒同士の情報から問題を早期に発見し、いじめやいじめを起因とする登校し 

 ぶり、人間関係の変化などの実態を把握する。 

・いじめやいじめを起因とする登校しぶり・不登校などを未然に防止する。 

・日頃の教職員による観察で捉えている生徒の様子とずれがないかを確認する。 

・生徒がどのような様子や気持ちで学校生活を送っているのかを把握し、教育活動に生かす。 

取組の概要 

・定期的に月１回のアンケートを実施する。 

・「いじめ」の認知だけを目的とするアンケートにしない。問題の把握だけではなく、生徒のよい 

 行動や現在の気持ちなどを回答する項目を設ける。 

・アンケートから得た情報は速やかに事実確認をし、生徒指導委員会やいじめ防止対応委員会など 

 で共有する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化、考察など） 

・自分自身のことではなく、周囲の生徒が困っている様子について見聞きしたことを回答する場合 

 が多く、トラブルに発展するのを防ぐことができたケースもあった。 

・日頃から生徒会の自治的な活動を充実させることで、生徒の考えを尊重する風土が高まり、アン 

 ケートに正直に回答しようとする態度が身についた。 

取組の成果と課題 

○定期的に実施することで、生徒が相談しやすいタイミングをつくることができた。 

○未然防止のための取組の効果を検証することができた。 

○生徒がどのような気持ちなのか、何を求めているかなど、生徒と教職員のコミュニケーションの 

 一つにすることができた。 

▲生徒の発達段階をふまえ、できるだけ正確な情報を得ることができるよう実施方法の配慮や工夫 

 が必要である。また、これと関連して、情報には常に不正確な部分や曖昧な部分があることを念 

 頭に置く必要がある。 

▲アンケートに頼り過ぎて日頃の観察がおろそかにならないように気を付ける。 

写真・参考資料 

生徒の良い行動や現在の気持ちなどを回答するアンケート項目の例 

                                

・行動や考えを共にしたり、困ったときに相談したりする生徒がいる。４  ３  ２  １ 

・先生からほめられたり、先生が相談にのってくれたりする。    ４  ３  ２  １ 

・善い行動している生徒を知っている。（自分も含む）       ４  ３  ２  １ 

 →よければ、どのような行動か教えてください。（       記述        ） 

よくある まったくない 
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◎支援・配慮－Ｂ－エ 

取組名  記名・無記名アンケート 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ アンケート   ） 

実施日・期間  毎月１回 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい  記…記名  無…無記名 

・生徒自らの訴えや生徒同士の情報から問題を早期に発見し、いじめやいじめを起因とする登校し 

 ぶり、人間関係の変化などの実態を把握する。 

・いじめやいじめを起因とする登校しぶり・不登校などを未然に防止する。 

・日頃の教職員による観察で捉えている生徒の様子とずれがないかを確認する。 

記：生徒の回答を教員が誠実に受け止める姿勢を示し、信頼感をもたせて正直に回答させる。 

無：生徒が回答を躊躇する条件を取り除き、安心感を与えて正直に回答させる。 

取組の概要 

・定期的に月１回のアンケートを実施する。 

・アンケートから得た情報は速やかに事実確認をし、生徒指導委員会やいじめ防止対応委員会で共 

 有する。 

・生徒指導主任（部）からアンケート実施方法や結果の取扱に関する留意事項について確認し、事 

 前に教職員が共通理解する。 

記 名 ・用紙を裏返しにさせて担任が回収する。 

    ・封筒入れさせて回収する。その場ではなく、提出期限を設けて回収する方法もある。 

    ・保護者用は各家庭で回答し、封筒に入れて二者面談または三者面談の時に回収する。 

無記名 ・教員は提出のさせ方を工夫する。記入された内容によっては、速やかに初期対応が必要 

     になるため、生徒を特定しやすい工夫をしておく。 

     （規則性のある回収順、記述式の記入欄 等） 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

記 名 ・生徒から「書いている内容を見られるかもしれない」、「教室では書けない」等の意見が 

     ある。 

    ・保護者から「本当のことが書けない」「誰が書いたのか分かってしまうのが怖い」等の意 

     見がある。 

無記名 ・個人を慎重に特定する必要があり、面談や対応に移行するのに時間がかかった。 

取組の成果と課題 

○定期的に実施することで、生徒が相談しやすいタイミングをつくることができた。 

○未然防止のための取組の効果を検証することができた。 

○回答に応じて面談をすることで、児童生徒の考え方や性格を知る機会になった。 

記 名 ○記入時に個人が特定できるため、速やかに面談や対応を行うことができた。 

    ▲生徒や保護者の不安が大きく、ありのままの事実や正直な気持ちを書きにくい。 

無記名 ○記入時に個人が特定されないため、生徒や保護者が事実や気持ちを書きやすい。 

    ▲自由に書きやすいことから、事実と異なる内容や思い込みを記入する可能性もある。 
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◎支援・配慮－Ｃ－ア 

取組名  特別活動におけるソーシャルスキルトレーニング 
位置付け    □教科（教科名：      ）■領域（領域名：特別活動  ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 
実施日・期間  ４月 ～ ２月 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 
      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 
〇良好な人間関係をつくり、保つための知識と具体的な技術やコツを学び、身に付けさせる。ソーシャ
ルスキルトレーニングを実施することによって、他者とのかかわり方が具体的にわかり、互いの意思
を的確に伝え合えることが期待できる。 

取組の概要 
〇全学年が年間指導計画をもとに、意図的・計画的にソーシャルスキルトレーニングを実施する。教師
のソーシャルスキルトレーニングの取り組み方については、校内研修を実施している。その必要性や
トレーニングから学べることを知り、演習を通して、実践的に信頼関係づくりの指導法について教員
が学ぶことができる。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・ソーシャルスキルトレーニングが身近になりました。 
・児童の人間関係を考える際に、一つの手立てとなりました。 
・子供の手本とならなければいけないので、研修できてよかったです。 ※全て教師の感想から 
・プログラム「あたたかい言葉がけ」「共感」を５年 

  生１クラス３０名で実施した。プログラム前後の計 

  ４回、尺度を用いてプログラムの効果を測定した。 

  ソーシャルスキルトレーニング「あたたかい言葉が 

  け」を実施後、「主張」のスキル獲得に効果があっ 

  たと考えられる。「主張」と「配慮」のバランスが 

  とれてきた。２回目は、実態から「共感」するトレ 

  ーニングを実施し、両スキルの数値が上がった。 

取組の成果と課題 
○昨年度、夏季休業中の研修を生かし、複数の教員の協力により教師がモデリングをした映像を撮り、
授業で活用できるようになった。 

○授業で取り組みやすいように、各学年に指導案とワークシートをまとめた「ソーシャルスキルトレー
ニングファイル」を作成・配布し、授業がしやすくなった。 

▲今後も引き続き、校内で共有して活用できる板書資料等の教材を増やしていかなければならない。 
写真・参考資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作成した教材（授業用）     モデリング映像      ＳＳＴ年間指導計画 

 

授業参観での               校内研修での 

ＳＳＴの実践                ＳＳＴの体験 
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◎支援・配慮－Ｃ－イ 

取組名  人間関係プログラムを活用した全学級での道徳授業公開 

位置付け    □教科（教科名：      ）■領域（領域名： 道徳   ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  ６月 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・自分の人権を守り、他者の人権を守ろうとする意識・意欲・態度を養う。 

・授業を公開することで、保護者との連携を図る。 

取組の概要 

・授業公開の事前に、公開授業のねらい等を示したプリントを保護者に配布する。 

（道徳の主題名、資料名、ねらい、資料について、教師の思いなど） 

・１学期の授業参観日に実施する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・人間関係プログラムを利用することで、児童生徒が自由に発言したり、相手の意見を聞いたり、

互いの価値観を共有することができ、授業が効果的であった。 

・人権教育がすべての教育活動の基盤であることを、教師自身が再認識する機会となった。 

・人間関係プログラムがあることで、教師が授業に取り組みやすい。 

・保護者も授業を参観することで懇談会でも話題になり、連携を図ることができた。 

取組の成果と課題 

○学年の発達段階に合わせた視点で、人権について考えを深める機会となった。 

○学級内でお互いの考えを知り、お互いを認め合う雰囲気が出てきた。 

▲人権教育年間指導計画に沿った継続した活動が行い、児童生徒理解を深める必要がある。 

写真・参考資料 
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◎支援・配慮－Ｃ－ウ 

取組名   人権作文、人権メッセージ、感謝のメッセージによる啓発 

位置付け    □教科（教科名：      ）■領域（領域名：道徳    ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（         ） 

実施日・期間  ５月 ～ ２月 

対象      ■全学年  □一部学年（   年生） □一部学級 

      □教職員  ■保護者・地域      □その他（     ） 

取組のねらい 

・いじめの問題をはじめとする様々な人権問題を解決していこうとする気持ちや、身近な人への 

感謝の気持ちを表現することで、人権に対する意識を高める。 

取組の概要 

・人権作文：５月に募集（テーマ：ありがとう、心に残っていることば） 

→代表作品は学校代表となる、昼の放送で本人が朗読する。 

・人権メッセージ：５月に募集（人権に関する標語を考える）→全児童分を掲示する。 

・感謝のメッセージ：２月に募集（周りの人に対する感謝の気持ちを記入する）→全児童分を掲示 

                                     する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・周りの人へ感謝する気持ちを素直に表現することで、人権に対する意識が高められた。 

・友達の作品も関心をもって読み、お互いの気持ちを共有していた。 

・保護者も学校公開日に掲示資料を読むことで、人権教育への関心が高められた。 

取組の成果と課題 

○児童生徒が人権について改めて考える機会となり、お互いの人権を大切にしようという意識が 

高められた。 

▲教師側の取組に対する温度差があると、取組に対する児童の意識に差が生じるため、ねらいを共 

 通理解することが必要である。 

写真・参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   感謝のメッセージの例 
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◎支援・配慮－Ｃ－エ 

取組名    いじめを許さない学校宣言 

位置付け    □教科（教科名：      ）■領域（領域名：特別活動 ） □部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（        ） 

実施日・期間  ５月 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

○いじめのない学校を目指し、児童が安心して学校生活が送れるようにする。 

○学校は、「いじめは絶対許さない」「いじめられた場合は守り抜く」というメッセージを繰り返し 

発信する。 

○署名することによって児童の自覚を促し、みんなの力でいじめのない学校をつくる意欲を高める。 

取組の概要 

・全校朝礼で「いじめを許さない学校」について校長講話→児童生徒が感想を書く。 

・いじめ防止プログラムを活用した学級活動を全クラスで実施 

・「みんなでいじめのないクラスをつくろう。いじめのない学校をつくろう」宣言 

 →クラス全員が署名し、教室前面に掲示 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・校長講話を受けての児童生徒作文では、「友だちのいいところを見つけるようにしたい」「いじ 

 めはしない。している人がいたら、注意していきたい」という声があがった。 

・学級での問題が起きたときに、教室前面に掲示した署名を毎回確認するなど、繰り返し指導する 

 ことができた。 

取組の成果と課題 

○いじめに対する意識が児童・職員ともに高まった。 

○繰り返し指導することで、「いじめ」について認識し、「いじめを許さない学校宣言」の重要性に 

 児童生徒が気付いてきた。 

▲毎年実施していることで、マンネリ化になりがちなことへの工夫が必要である。 

写真・参考資料 
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◎支援・配慮－Ｃ－オ ＊関係者との連携－Ｇ－ウ 

取組名  「ほけんだより」を活用した「心の健康」に関する発信 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 
      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ ほけんだより  ） 

実施日・期間  ２月 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 
      ■教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 
〇「心の健康」について、改めて考える機会とする。 
〇自分の成長を認め、他者についても認め合う。 

取組の概要 
・「心の健康」についての特集を、ほけんだより（２月号）に掲載する。 
・児童が、「自分の成長したところ」「うれしかったこと」などについて記入して、保健室に提出
する。 

・児童の提出したものの一部をほけんだより(２月号Ｎｏ２)で紹介する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・ほけんだよりを配布する際、担任から内容を生かした指導をしてもらうことができた。 
・自分の成長や、友だちから受けたうれしかったことなど たくさん記入することができた。 
・保護者からも感想が寄せられた。 

取組の成果と課題 
○「心の健康」について改めて考え、自他共の成長を認め合うことができた。 
○たよりを生かして、学校だけではなく、家庭にも呼びかけができた。 
〇一方通行ではなく、児童からの声も集め、また発信することで、より深めることができた。 
▲提出がない児童は、読んだかどうか確認ができない。 

写真・参考資料 
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◎支援・配慮－Ｃ－カ 

取組名    卒業を迎える小学校６年生対象の「心の授業」 

位置付け    □教科（教科名：      ）■領域（領域名：特別活動  ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  ３月 

対象      □全学年  ■一部学年（６年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域    □その他（     ） 

取組のねらい 

〇中学生になる自覚と責任について、考える機会とする。 

〇悩みにぶつかったときに、乗り越える力を育成する。 

〇周りには相談できる友達や大人がいることを実感させる。 

取組の概要 

６年生全体へ養護教諭が実施 

・心ほぐし（アイスブレイキング） 

・脳の働き（思春期における心の変化） 

・グループワーク『友達から悩みを相談された時はどんなアドバイスをしてあげますか』 

 グループごとに「悩みの例」を出し、解決に向けて仲間と方策を考える。→ 発表する。 

・身近な大人（担任）からのメッセージ（中学時代の悩み、アドバイス） 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・最初に心ほぐしを行うことで、グループワークでは活発な意見が出た。 

・「いろいろな場面にぶつかったときに、一人では困ってしまうことも、グループで話し合うことで

解決策がたくさん浮かんできて、ためになった。」（女子） 

・「担任の先生の話は、ぼくが中学生になったときにとても参考になると思った。」（男子） 

取組の成果と課題 

〇「思春期は悩みが多い時期である」と脳の仕組みから伝えたところ、「悩みがあってもいい」と肯

定的に捉えるようになり、中学への不安が薄らいだ。 

○自分と異なる意見にふれることで、互いを認め合う雰囲気がでてきた。 

〇担任の体験を聞くことで、身近に感じ、いつでも相談できることを実感できた。 

▲個々の悩み全てには対応できないため、事前にアンケートを取って把握することも必要である。 

写真・参考資料 

 ≪ グループワークの例 ≫ 

仲の良い友だちから、こんな相談をされました。あなたなら、どう答えますか？ 

真剣に、そしてたくさんアドバイスを考えてください。 

 

 

 

 

 

 

  中学になって、携帯電話を買ってもらい、仲良くなった子とラインでやりとりするよう

になった。最初のうちは楽しかったけれども、最近はすぐに返信しないときらわれちゃうと

思って携帯が手放せなかったり、遅い時間までやっていて寝不足になったりして、親に怒ら

れることが多い。昨日は別の友だちの悪口も書いてあり、正直どうしたらいいかわからない。

このまま、自分の時間がへるのも困るし、悩んでいる。 
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◎支援・配慮－Ｃ－キ 

取組名  学ぶ意欲を引き出す授業づくり 
位置付け    ■教科（教科名：全ての教科） ■領域（領域名：全ての領域） □部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（     ） 
実施日・期間  ４月 ～ ３月 通年 
対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 
学ぶ意欲を引き出す授業を実施することで、生徒自ら意欲的に学習に取り組み、学習内容の理解を図る。 

取組の概要 
・年度当初に校長より指示、伝達（職員会議）。 

・年度当初に教科、領域部会の開催（授業の手立ての検討、教材教具の開発、評価方法等）。 

・年間を通して「学ぶ意欲を引き出す授業」の実施（全教科全領域）。 

（４人組活動、ホワイトボードの活用、ポスターセッションやパネルディスカッションの実施、ICT機

器の活用、ブレインストーミング法の活用、ジグソー学習等） 

・定期的に教科、領域部会の開催（授業の手立てや教材教具の見直し、評価方法の確認等）。 

・単元テストや定期テストにて生徒の理解度の把握及び必要に応じて補習の実施。 

・全国学力･学習状況調査や県学力･学習状況調査等において生徒の学力の把握及び考察。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・生徒主体の活動を多く取り入れた結果、授業に飽きる生徒が少なくなった。 

・褒める指導も取り入れたことで、生徒の自己肯定感の高まりが見られ、意欲的に授業に臨めている。 

・「授業時間が短く感じるようになった」「授業が楽しく感じられる」などの声を聞くようになった。 

・単元テスト、定期テスト後の補習を生徒は効果的に活用している。 

・校内研修テーマと関連付けているので、教職員がよりよい授業改善を図っている。 

・教科、領域部会が多く開催され、教職員が共通認識のもとで授業が行われている。 

取組の成果と課題 
○授業も含め、学習に意欲的に臨める生徒が増えた。 
○教職員も毎日の授業に工夫を加え、更なる授業改善が図れた。 
○全授業で学ぶ意欲を引き出す授業を実施しているので、生徒も困惑することなく、取り組めている。 
○単元テストや定期テストの結果にも少しずつではあるが、成果が反映されてきている。 
○生徒は、意欲的に授業に臨めるようになった。 
○授業に飽きる生徒が少なくなった。 
▲確かな学力を身に付けさせるための教職員の指導力向上を図る。 
▲生徒の実態に応じた新しい取組や授業の工夫をしていくことが求められる。また、アクティブ・ラー
ニングが今後求められることも意識して実施していく必要がある。 

写真・参考資料 

４人組学習の様子① 

  

４人組学習の様子② 
 

ほめる指導の様子 

 

生徒への関わりの様子①

子① 

 

生徒への関わりの様子② 
 

全体発表の様子 
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◎支援・配慮－Ｃ－ク 

取組名  いじめ防止啓発ポスターと標語の作成及び掲示 
位置付け    □教科（教科名：      ）■領域（領域名：特別活動 ） □部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 生徒会活動  ） 
実施日・期間  ４月、１０月 計２回。 
対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 
取組のねらい 
○いじめ防止啓発ポスターと標語の作成及び掲示を行うことで、生徒のいじめに関する意識向上を促し、
絶対にいじめをしない態度を育成する。 

取組の概要（４月の例） 
・４月上旬、生徒会担当、生徒指導主任、研修主任とで内容を検討して提案。 

（生徒指導委員会、企画委員会、職員会議） 
・４月中旬～下旬、いじめ防止啓発ポスターの作成及び掲示（各学級１枚）。 
・４月中旬～下旬、いじめ防止啓発のための標語の作成及び掲示。 

（各学級１枚、教職員、生徒会役員（委員会委員長含む）１枚ずつ、各部活部長１枚ずつ） 
※いじめ防止啓発ポスターと標語の掲示場所は、生徒用昇降口正面にある掲示板である。 
・５月上旬、生徒朝会でいじめ防止啓発ポスター内容発表及び生徒会長から掲示について全体周知。 
取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・掲示は、視界に入る生徒昇降口正面の掲示板にしたため、生徒は毎日それらを目にしている。 
・教職員は、掲示内容をもとにいじめ未然防止に関する指導を行っている。 
・生徒自ら考えて作成した掲示物なので、自分たちで決めた内容を覚えており、生徒のいじめ防止の意
識が高まっている。 

取組の成果と課題 
○いじめ防止啓発が促されている。 
○いじめ防止に関する指導に生徒は、素直に耳を傾けている。 
○掲示だけでなく、生徒朝会においても生徒会本部役員が発表したことで、生徒、教職員ともに、いじ
め未然防止に関する意識が高まっている。 

○来校者の方（学校関係者、保護者、地域の方等）に見てもらう機会が増え、本校のいじめ未然防止の
取組が周知されている。 

○生徒は何か気になることがあれば、教職員に伝えに来る場面が増えた。 
【例】「学級内で××××という言葉を使う人が増え、嫌な気持ちになっている人がいる。」 

「○○さんが△△さんから～をされている。何もないと思うのですが、少し気になって・・・。」 
▲ポスター、標語の内容を各学級や学校全体で定期的に見直し、意識低下を防ぐ必要がある。 
▲「いじめ防止啓発ポスターと標語の作成及び掲示を行えば、いじめ防止になる」ということではなく、
「どの学校にも、どのクラスにも、誰にでもいじめは起こりうる」という意識を教職員は、常に持ち、
生徒の日々の様子を細かく観察することが大切である。 

写真・資料 

平成２７年度 ポスター掲示 平成２８年度 ポスター掲示 平成２８年度 標語掲示 

生徒朝会の様子 

 

生徒朝会にて各学級のポスター内容の発表 

クラスポスター内容（例） 

・私たちのクラスは SNSで相手の気持ちを考えて

自分がされて嫌なことは友達にはしません。 

・私たちはいじめを許しません。いじめられてい

る人がいたら、すぐに親や先生に報告します。 
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◎支援・配慮－Ｃ－ケ 

取組名  生徒指導朝会後の第１校時に全校共通主題での道徳授業 
位置づけ    □教科（教科名：       ） ■領域（領域名：道徳   ） □部活動 

        □校内研修  □ＰＴＡ活動    ■その他（ 生徒指導朝会 ） 

実施日・期間  １０月 

対象      ■全学年  □一部学年     □一部学級 

        □教職員  □保護者・地域   □その他（      ） 

取組のねらい 

・領域を超えて内容をリンクさせることによって、学校の教育機能を効果的に活用し、生徒に望ま

しい心の変容を促す。 

取組の概要 

・生徒指導主任が道徳主任と連携を図り提案。（運営委員会＆職員会議） 

・生徒指導委員会＆道徳主任による内容検討。 

・生徒指導朝会において生徒指導主任が講話する内容と、道徳の題材をリンクさせて全校一斉に実施。 

・生徒の振り返りを校舎内に掲示＆道徳通信発行。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・今までは、先輩がずっとやっていたから、私たちもなんとなくそれを続けていたけれど、今回の話を

読んでみて、先輩たちは私たちにこの伝統を続けるだけでなく、しっかりとその意味を考えて後輩に

も残してほしかったのではないかと考えました。 

・形の先にあるものは、私は心かなと思いました。何をするのも心を忘れずに一生懸命やれば、なんで

も上手くいくのではと思いました。 

・この話で主人公が自分の学校を誇りに思い、つないでいこうと思ったように、私も、Ａ中を大切に思

い、感謝の気持ちを忘れないようにしたいです。また、私は部活で、廊下の雑巾がけをすることがあ

ります。これを面倒くさがらず、しっかりとやりたいです。 

・「場を清める」という一つの「形」の意味も分からずやっていてもそれは言われてやっているからにな

ってしまい、「形」だけになって何の意味もなくなってしまう。だから「気持ち」が必要になる。自分

の部活動の目標の一つに「応援される部活動」というものがあるので応援されるには「形」の先にあ

る「気持ち」を持っていないといけないと思いました。Ａ中生の誇りを持ち「気分」ではなく「気持

ち」でいろんなことをしたいです。 

・何事にも意味があって形を大事にしていくことが大切だと思った。しかし、形だけでは中身のないも

のになってしまうので、そのことに誇りをもっていくことで形が意味のあるものになっていくと思う。

卒業した後も誇りをもてるような学校にしていきたい。 

取組の成果と課題 

○生徒指導主任が講話の中で学校生活の具体的な場面を取り上げて関連付けることによって、生徒がＡ

中学校生としての「形」の意味を考え、意識することができるようになった。 

▲道徳の授業を生徒にとって一過性の意識や価値観にするのではなく、実生活に反映させるための具体

的な働きかけや事後活動を工夫することが必要である。 

参考資料 

＜生徒指導主任による講話＞ 

 ・Ａ中学校に見えるいろいろな生活の「形」（＝「あいさつ」「清掃」等） 

 ・「形」の先に見えるもの 

＜全校一斉道徳（第１校時）＞ 

内容：４－（７）愛校心 

資料：第２学年副読本「伝統で終わることなく伝説に」 

    毎日練習前に行う掃除を通して、主人公の心が成長していくという物語。 

一見、部活には何の関係もない・意味のないような掃除ですが、それをしっかりと行うことで

磨かれる心があり、それは自分たちだけでなく次の代まで受け継がれていく・・・。 

担任講話：今回は掃除を例にした物語でしたが、Ａ中学校ではどうでしょうか。気づかないところに過 

     去の先輩方から受け継がれてきた伝統があるはずです。これからも大切にしていけたらいい 

     ですね。 
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◎支援・配慮－Ｃ－コ 

取組名  キャリア教育の視点とアクティブ・ラーニングを取り入れた授業 

位置付け    ■教科（教科名：全教科   ）■領域（領域名：全領域   ）□部活動 
      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  ４月 ～ ３月  通年 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 
      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 
 生徒自らの意志で生きて、活躍する力の育成。アクティブ・ラーニング型授業を取り入れること
で、コミュニケーション能力を向上させる。 

取組の概要 
研究推進のための３つ柱に分け、検証していった。 

①アクティブ・ラーニング型授業の実践 

②キャリア教育の視点を意識した授業の実践 

③学校行事の取組の改善 

Liteの実践 

  Lite(Learning in teaching)とは、講義が中心の 

 学習だけでは、記憶の定着が不十分であり、より能動 

 的な学習をした時に脳が活性化し、記憶の定着が進む 

 ようになる。そこで、生徒が人に教えることで記憶を 

 定着させる手法が Liteである。 

３つの Lite 

１.学んだ直後にアウトプットする（クイック・ライト） 

２.授業の最後に授業のまとめをアウトプットする（サラリー・ライト） 

３.次の授業の最初に前回の授業の振り返りをアウトプットする（レビュー・ライト） 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・アクティブ・ラーニングを取り入れた授業を数多く実践していった。（教員） 

・Liteを行い、生徒間の人間関係が良好になっている。（教員） 

・友達の前で自分の考えや意見を発表することが得意になった。（生徒・アンケート） 

・話し合う時、友達の話や意見を最後まで聞くことができるようになった。（生徒・アンケート） 

・地域や社会をよくするために何をすべきか考えるようになった。（生徒・アンケート） 

・発表をしている時に友達の意見をよく聞くように心がけるようになった。（生徒感想） 

・授業のまとめを友達同士で確認しあったら、次の授業まで内容を忘れないようになった。（生徒感想） 

取組の成果と課題 
○Liteや話し合い活動を通じ、伝える場面が増えたことで生徒の発表する力や聞く力が着実に向上して

いる。 

○グループで課題に取り組むことで、自分たちで物事を解決するためにはどうしたらよいかを考えるよ

うになってきている。 

▲友達の意見の良いところを取捨選択し、自分の考えに必要だと思うことを取り入れることに課題があ

る。 

▲自分の考えを説明すること、文章にすることが苦手だと感じている生徒がまだ多くいる。 

写真・参考資料 
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◎支援・配慮－Ｃ－サ 

取組名  いじめ問題を考える３市中学生フォーラム 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（友好都市交流行事 ） 

実施日・期間  ８月 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域     ■その他（生徒会本部役員） 

取組のねらい 

 友好都市である、Ａ市・Ｂ市・Ｃ市（県内外）の中学生の代表生徒が、各校のいじめ防止のための

取組を発表し合うとともに、いじめ問題について話し合うことで、いじめをなくそうとする意識をよ

り高める。 

取組の概要 

・３市の中学生の約５０名が８班に分かれ、いじめ問題についてワークショップ形式で話し合った。 

・各班が最も有効だと考える取組とその理由を発表するとともに、他の班はその有効性を評価し、自

分たちの考えを深めた。 

・パネルディスカッションを参観していた教師・保護者からの意見や感想を聞いた。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・様々な中学校の「いじめ防止」や「早期発見・早期対応」の取組を聞くことで、生徒会として、「い

じめ問題に主体的に取り組もう」という意識が高まった。 

・生徒たちの真剣な話し合いを参観し、保護者も子供と共にいじめをなくそうとの考えを深めた。 

取組の成果と課題 

○ 各学校がフォーラムの成果を持ち帰り、生徒会活動の中で「あいさつ運動でいじめ予防」などの

活動を展開している。 

○ 生徒会役員同士の交流が深まり、他校と連携して取り組もうという意識が醸成された。 

▲ 夏季休業中のフォーラムのため、事後の２学期において、生徒会が全校生徒に内容を広める活動 

  を展開するまでのタイムラグがあった。フォーラムでの真剣な話し合いの熱気や参加した生徒の 

  意欲が高まった状態で各学校の事後活動につなげられるとよい。 

写真・参考資料 
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◎支援・配慮－Ｃ－シ 

取組名  人権教育講演会（がん教育と命の大切さ、車いすバスケットボール等） 

位置付け    □教科（教科名：    ）■領域（領域名：総合的な学習の時間）□部活動 

      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（          ） 

実施日・期間  ９月～１２月 

対象      ■全学年  □一部学年（    ） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・日本人の死亡原因として最も多い「がん」について、その理解やがん患者に対する理解を深める 

 と共に、命の大切さを学ぶことでいじめ防止や自殺防止につなげる。 

・障がい者や障がい者スポーツに対する理解を深めると共に、偏見や差別をなくし、いじめ防止に 

 つなげる。 

取組の概要 

・人権教育に位置づけ、大学教授や民間団体など様々な分野の講師を招聘して講演会を実施する。 

・新規の講演をまずは教職員が校内研修として聴講する。その上で講師との打合せや講義内容を精 

 査を行い、次年度以降、実施対象を３年生→２年生→１年生の順番で１学年ずつずらして実施し 

 ていく。このようにすることで、教職員が内容の検討を行うことができ、生徒にどのような内容 

 で伝えていくかを話し合うことができる。 

・実際にがん患者の様子を観たり、車いすバスケットボールを体験したりするなど、生徒にとって 

 実感がもてる講演会になるよう工夫する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・障がい者の目線で日常生活や物事を見たり考えたりするよい機会になった。 

・この車いすバスケットボールチームは、障がい者と健常者が一緒に活動するチームだったので障 

 がい者スポーツをより身近に感じられた。 

・車いすバスケットボールは、東京パラリンピックに向けての関心も高まった。 

・がん教育では、講演後に涙を流している教職員や生徒が見受けられ、心に訴えかける内容であっ 

 た。 

・がん教育では、病気や死を怖がる生徒もいた。個々の生徒の感じ方や捉え方の違いに配慮するこ 

 とが必要な内容である。 

・「久しぶりに心が洗われる思いだった。」という感想があり、心に訴える感動的な内容であった。 

取組の成果と課題 

○様々な内容を取り上げているが、根底にあるテーマは人権意識の醸成やいじめ防止、自殺防止で 

 あり、それらの一助となっている。 

○生徒がそれぞれの内容に対して関心を持ち、深く理解し、その後の適切な行動をしていくきっか 

 けとなっている。 

○生徒はもちろん、教職員も日常生活や物事に見方、考え方を振り返ることができる。 

▲生徒が取り扱う内容の当事者であったり、実体験があったりすることもあるので、十分な配慮が 

 必要である。 
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◎支援・配慮－Ｄ－ア 

取組名  児童ボランティアによる活動とイメージキャラクターの活用 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（児童ボランティア ） 

実施日・期間  ４月～ ３月  通年 

対象      □全学年  ■一部学年（４～６年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域      □その他（     ） 

取組のねらい 

・高学年に役割を与えることで、自分たちが学校を作っていくという自覚を持たせる。 

・ボランティア活動しやすい環境を作り、児童が主体的に行動できるようにする。 

・人のために役立つ喜びを感じさせる。 

取組の概要 

・４～６年生に「あいさつ隊」「あんぜん隊」「おそうじ隊」「うたごえ隊」「枯山水（の手入れ） 

 隊」を募集する。 

・年間を通して、児童が希望するボランティア活動を行う。（活動は強制ではない） 

・ボランティア活動の一環として、学校のイメージキャラクターを募集・決定する。また、各隊の 

 イメージキャラクターを作成し、児童の意欲と自覚を喚起する。 

・児童がボランティア活動について自己評価をする。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・イメージキャラクターのバッチを装着することで児童の自覚を促すことができた。また、児童 

 がボランティア活動をしたり、周囲の児童が活動する姿を見たりすることで、愛校心や公共 

 心の醸成につながった。 

・自己評価では「あんぜんたいとして、廊下歩行についての呼びかけがよくできた」「うたごえたい

として、校内音楽会で発表したときは緊張したけれども、みんなが聞いてくれてうれしかった」

「忘れずに自分の活動日に枯山水の模様がかけた」などが挙げられ、進んでボランティア活動を

行う姿を多く見られるようになった。 

取組の成果と課題 

○ボランティア活動について理解し、実践できるようになった。 

○自己評価することで、次にはどうしたらよいか自ら考えるようになり、実践する力がついてきた。 

▲自ら活動できない児童へは、「ボランティア活動」の意義を繰り返し指導する必要がある。 

写真・参考資料 

○ 学校のイメージキャラクター（みらっこ） 

 

 

 

○ イメージキャラクターのバッチ（名札と一緒につける） 

 

 

    

   あいさつ隊   あんぜん隊   おそうじ隊   うたごえ隊   枯山水隊 
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◎支援・配慮－Ｄ－イ 

取組名  「子どもいじめ防止対策委員会」による児童主体の「いじめゼロ運動」 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（委員会活動、学校行事） 

実施日・期間  ４月 ～ ３月  通年 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

〇児童主体による健全育成型の生徒指導を推進するための組織（子どもいじめ防止対策委員会）を

設立し、いじめをしないことを児童主体で常に啓発していくことで、いじめのないあたたかい学

校づくりをねらいとしている。 

取組の概要 

・子どもいじめ防止対策委員会の設立…計画委員会（児童会）を中心に設立。いじめ防止のための 

                  取組を児童主体で考案・実施している。 

・いじめゼロ集会…劇などによるいじめ防止の取組や、学校全体の「いじめ０（ゼロ）スローガン 

         『いじめなし えがおあふれる 〇〇っ子』」を提示し、いじめ防止を呼びかけ 

         る。 

・学級によるスローガンの作成…「いじめ０スローガン」をもとに、個々にいじめ防止のための決 

               意や目標を考え、学級ごとにいじめ防止の学級スローガンを作成 

              し、教室に掲示する。 

・人権集会…各クラスで作成したスローガンを集会で発表し合い、いじめ撲滅の決意表明をする。 

・心あたたまるエピソード…友達にしてもらって心あたたまった出来事を募集し、全校に紹介する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・学級内でＳＮＳに関するトラブルがあったとき、「クラスのいじめ０スローガンを思い出して、僕

のやっていることは間違っていると思った」という児童がいた。 

取組の成果と課題 

○児童主体のはたらきかけにより、「いじめは絶対に起こさせない」という積極的な姿勢が見られる。 

○「学級から絶対にいじめを出してはならない」という自覚が芽生え、学級の一体感も向上した。 

〇心あたたまるエピソードを紹介することで、自分や友達のよい行動を意識するようになった。 

▲些細な言い争いやトラブルは少なくなく、より具体的な取組が必要である。 

写真・参考資料 

 
いじめの劇を見て、全

校児童でいじめについ

て考える 

子どもいじめ防止対策委員会が考

えたいじめ０スローガンの発表 

クラスごとにスロー

ガンを作成し、人権集

会で発表 
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◎支援・配慮－Ｄ－ウ 

取組名  生徒会主体の「全校思いやり運動」 
位置づけ    □教科（教科名：      ） □領域（領域名：       ） □部活動 
        □校内研修  □ＰＴＡ活動   ■その他（ 生徒会活動    ） 

実施日・期間  １０月 

対象      ■全学年  □一部学年  □一部学級 
        □教職員  □保護者・地域    □その他（      ） 

取組のねらい 
・未来を生きる子どもたちに、将来的に起こるであろう厳しい社会情勢の変化に惑わされることなく、
社会の一員として他と協調して生きていくために必要な力について実感させる。 

取組の概要 
・担当職員より提案（運営委員会＆職員会議） 
・生徒会執行部会議において問題提起（全校的課題の確認） 
・中央委員会（生徒会執行部＆各種委員会委員長）における話し合い（「全校思いやり運動」企画） 
・生徒朝会において全校生徒に趣旨説明 
 「ひとへの思いやり」・・・・「あいさつ運動」「返事運動」 
 「もの・ことへの思いやり」・・・・「私語なし清掃運動」「通学路クリーン運動」 
・各学級における「思いやり宣言活動」開始 
・全校生徒に対して自己評価アンケート実施（毎週末） 
・取組状況に関して掲示 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・「あいさつ運動」では、正しい礼の形や発声について意識して行った。普段はあまり意識していなか

ったが、相手にとって気持ちのいいあいさつは大事だと思う。 

・「あいさつ運動」で、こちらが挨拶をしているのに返してくれない人が多くて（特に上級生）嫌にな

る。私は、きちんと挨拶を返せる人になりたいと思う。 

・私の通学路には、ほとんどゴミが落ちていなかった。ふと気づくと、地域の方がゴミ拾いをしてい

た。いつもは何とも思わなかったが、この人たちのおかげできれいな道が保たれているということ

がわかった。 

・タバコの吸い殻などがたくさん落ちていた。こんなに汚れている道を通っていたことに気づかなか

った、自分の視野の狭さに驚いた。また、ゴミを拾っていたら地域の方に「えらいね。」「ありがと

う。」と、声をかけてもらってうれしかった。 

・最近、思いやりについて考えることが増えたような気がする。思いやりとは、意識して行うことで

はなく、自然に出てきて初めて思いやりと言えるのではないかと思う。 

取組の成果と課題 
○身近な生活の問題を取り上げたことによって、生徒たちの視野を広げることに成功し、様々な「気
づき」を与えることができた。 

○様々な「気づき」がリーダー層の意識向上に繋がり、学校全体の生活向上にも繋がった。 
▲形だけの「思いやり宣言」とならないように、振り返り活動を充実させることが大切である。 

参考資料 
「思いやり宣言」の内容（宣誓文） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◎「ひと」への思いやりを発揮し、正しいコミュニケーションに努めます。 
 ・明るい「あいさつ」と「返事」で、誰とでも気持ちのいいキャッチボールができるように 
  します。 
 ・ＴＰＯを意識しながら、正しい言葉を使って話すようにします。 
 ・「ありがとう」と言い合える仲間づくりに努めます。 
 ・ＳＮＳの利用を含め、人の悪口や陰口を嫌います。 
◎「もの」「こと」への思いやりを発揮するように努めます。   
 ・私語なし清掃を通して、環境にも「目配り」「気配り」「心配り」ができるようにします。 

クリーン活動に積極的に参加し、地域の「もの」「こと」に気づける広い視野を身につけ 
ます。 
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☆組織的対応－Ｅ－ア 

取組名  生徒指導指針の策定および毎月（毎週）の校内生徒指導委員会の充実 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 
      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 生徒指導委員会 ） 

実施日・期間  ４月 ～ ３月 通年 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 
      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 
〇職員間の共通理解・共通行動を図り、生徒指導を全職員が同じベクトルで組織的に行う。 
 ・全職員が全校的な視野に立って、共通理解・共通行動により指導する。 
 ・学級や学年の枠を超えて、相互に連携して児童一人一人の指導・援助にあたる。 
 ・小さなことでも決して見逃さず、ぶれない指導をする。 
 ・起こった出来事を必ず、学年主任・生徒指導主任・管理職に「報・連・相」を行う。 

取組の概要 
・生徒指導指針を年度当初に全職員で確認し、共通理解を図る。 
・月 1回の「くすのき委員会」（生徒指導委員会）を実施し、気になる児童等の報告を行うと共に、
今後の対応策について検討し指導にあたる。 

・報告した児童については、校務支援システムを活用して随時、記録を残し、継続観察や次年度へ
の引継ぎを行う。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・児童の問題行動に対し、教員が一人で抱え込むことが無くなった。 
・担任だけでなく、担任外の教員も積極的に指導にあたる機会が増えた。 
・休み時間や放課後に、職員が児童の様子や行動について話し合うことが増えた。 
・組織的な対応が、スムーズに行えるようになった。 

取組の成果と課題 
○いじめを含む児童の問題行動について、些細なことでも気にかける姿勢が職員に備わってきた。 
○校内の生徒指導体制について、児童への指導に対する共通性や一貫性が保たれている。 
○校務支援システムの活用により、気になる児童への指導の過程がいつでも見られるため、学級・
学年を超えて児童を把握でき、指導にあたれるようになった。 

▲勤務時間内での計画的な実施 
▲生徒指導指針の内容の精選・見直し 

写真・参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
校務支援ソフト「個人概要」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
くすのき委員会（生徒指導委員会）           生徒指導指針 
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☆組織的対応－Ｅ－イ 

取組名  保護者と担任をつなぐ養護教諭の役割と保健室経営 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 保健室経営   ） 

実施日・期間  ４月～ ３月  通年 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・養護教諭が児童生徒を中心としたネットワーク作りを心がけ、連携を図る。 

・組織を生かした保健室経営を行う。 

取組の概要 

・児童生徒 保健室や学校における児童生徒の様子や表情に気付けるように積極的に関わる。 

けがをしたり、欠席したりした翌日には、本人へ声をかけるようにする。 

・保護者 児童生徒の迎え時や電話連絡のときには、本人のがんばりと担任からのメッセージを 

付け加える。 

・担 任 学級の児童生徒や、その兄弟姉妹、保護者、家庭環境などについても情報交換をこまめ 

     に行う。 

・管理職 口頭だけでなく、記録（保健日誌）で報告する。 

・組 織 生徒指導委員会に参加し、情報を共有するとともに、組織的対応の一端を担う。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・養護教諭が積極的に関わることで、児童生徒が「自分のことを知ってくれている」という安心感

をもつようになり、児童生徒からもいろいろな情報が入ってくる。 

・養護教諭から保護者に対してまめに声かけや挨拶をすることで、垣根を取り払って自分から話し

てくれることが多くなる。 

・教職員が普段の健康観察を大切にし、気づいたことを養護教諭と共有することで、学校全体が児

童生徒の変化や問題を「見逃さない」「見過ごさない」という体制になってくる。 

取組の成果と課題 

○養護教諭が担任と異なる立場で情報を集めることで、児童生徒の変化や悩みなどがより早期に発 

 見しやすくなる。 

○養護教諭が、児童生徒や保護者に対する担任の支援や配慮を補うことで、信頼関係を築くことが 

 できる。 

○普段から積極的に児童生徒や保護者に関わり、担任等と情報交換していることで、問題が起きた 

 ときに校内支援委員会などの組織の一員として迅速に対応できる。 

▲養護教諭自身が知識、技能、専門性を高め、それらを活用する際の多様な資質・能力を身に付け

るように研修を重ねる。 
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☆組織的対応－Ｅ－ウ 

取組名  生徒指導部によるいじめ対応の教師用資料の活用 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 教育活動全体  ） 

実施日・期間  ４月 ～ ３月  通年 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・いじめ防止に対する教職員の意識を啓発する。 

・教職員にいじめの未然防止や早期発見・早期対応の具体的な方法を示し、共通行動を図る。 

・いじめ防止の組織的な体制を強化する。 

取組の概要 

・年度当初の生徒指導委員会において教師用資料を提示し、全教職員で共通理解する。 

 資料①未然防止の取組の重要性 －いじめを許さない子供を育てる－ 

 資料②いじめを発見する手立て 

 資料③被害者、加害者、観衆・傍観者への対応 

・生徒指導部による校内研修を実施し、いじめ問題の対応について資料の再確認や事例研究を行い、 

 共通理解する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・生活ノートや休み時間、生徒との雑談の機会に、気になる生徒に気を配るようにした。 

・教室から職員室へ戻る経路を時々変えてみるなど、日常の中で発見につながることに取り組んだ。 

・休み時間や放課後の校内巡回を計画的に実施した。 

取組の成果と課題 

○いじめ発生後の対応だけではなく、いじめが発生しにくい風土づくりに尽力する考え方を促すこ 

 とができた。 

○被害生徒を守るだけではなく、加害生徒を生まないという視点で生徒指導を見直すことができた。 

○学校生活において教職員が目配り、気配りをする観点や方法を具体的に示すことで、いじめを発 

 見できる機会を増やすことができた。 

○被害者、加害者、観衆・傍観者のそれぞれへの対応を簡潔なマニュアルにまとめることで、迅速 

 さが求められる初期対応に役立てることができた。 

▲同じ資料を活用しても、教師の言葉や態度一つで効果の違いが生じる。一つの文言や文章が含む 

 意味を十分に共通理解する場や時間が必要だと考える。 

写真・参考資料 

 被害者 加害者 観衆・傍観者 

 それぞれの対応の流れを次のように 

 同じ項目で示す。 

 【基本的な姿勢】 

  ↓ 

 【事実の確認】 

  ↓ 

 【指導】 

  ↓ 

 【経過観察等】 
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☆組織的対応－Ｅ－エ 

取組名  全校集会における整容一斉指導 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 全校集会    ） 

実施日・期間  ４月 ～ ３月  通年 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

 全教職員の共通理解の下、「生徒指導マニュアル」に沿って、服装規定の遵守等の徹底を図り、

統一のとれた整容指導を実施する。 

取組の概要 

・原則として毎月初めの全校集会（始業式等も含む）終了後、体育館で全校一斉に整容点検を実施 

 する。 

・学年毎に教職員が２人１組で点検する。生徒の列を教職員が順に移動し、頭髪・服装・化粧・爪 

 の長さ等、点検項目に沿って校則に違反していないかを見る。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・毎月初めの全校集会とセットの取組として実施するので、生徒と教職員に定着している。 

・違反がほぼ見られないというところまで徹底できつつある 

・生徒も教職員もコミュニケーションを図りながら、確認を行っている。 

取組の成果と課題 

○定期的に行われるので、爪切りや散髪など、整容に合わせて点検する機会としている生徒も多く、 

 一定の効果があると思われる。 

○教職員は毎月毎に点検するクラスを順に換えているので、授業に出ていないクラスの生徒も見る 

 ことができる。また、一人一人名前を呼んで顔をしっかり見て声をかけることもできるので、学 

 年の生徒一人一人を把握するのに大変良い機会であり、本来の目的の他にも効果が感じられる。 

○学年の職員が同じ基準で見て判断しているので、生徒から不満が出ることがなく、教職員側も共 

 通理解・共通行動をしているという一体感をもって指導に当たることができる。 

▲全校集会の時は、４０分×６時間の短縮授業にして、短縮した分の１時間を集会に当てている。 

 その後の整容指導にも時間を要するため、放課後に食い込んでしまうことがある。 

写真・参考資料 

・「生徒指導マニュアル」では、整容だけでなく、遅刻指導・登校指導・駐輪指導・移動教室の際 

 の教室施錠・携帯電話の指導等、細かに規定されている。 

・年度当初、全教職員に配布され、共通理解・共通行動の指導を行っている。 

・マニュアルの主な内容について、年度当初に生徒手帳や掲示物で生徒に提示し、生徒が理解した 

 上で指導を実施している。 
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☆組織的対応－Ｅ－オ 

取組名  定期（年３回）及び緊急時の校内いじめ防止対策推進会議 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（いじめ防止対策推進会議） 

実施日・期間  ４月 ～ ３月  通年 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・教職員が生徒の様子や人間関係の変化に気づき、生徒の現状に関する情報を共有し、情報に基づ 

 き速やかに対応する。 

取組の概要 

・管理職、主幹教諭、教務主任、生徒指導主任、学年主任を構成員とし、個々の事案により、学級 

 担任、校内特別支援委員会のメンバー、養護教諭、部活動顧問等が参加する。 

・年３回（７月、１２月、２月）に開催する。いじめ事案が発生した時は緊急で随時開催する。 

・生徒指導部会とは性質の異なる会議として、いじめに特化して情報共有や協議を行う。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・重大事態の再発防止に向けて、生徒指導体制の点検を実施し、年間計画の見直しを行う。 

・校内特別支援委員会のメンバーが参加する場合は、被害生徒を支援するためのサポート計画の立 

 案と経過報告を行う。 

・いじめ事案が発生していなくても定期的に校内いじめ防止対策推進会議を開催し、生徒の情報交 

 換を行う。気になる生徒についてピックアップし、速やかに職員会議で情報提供を行い、授業や 

 休み時間に対象の生徒の様子に目を配る。 

取組の成果と課題 

○いじめ防止対策推進会議だけではなく、生徒指導部会、特別支援委員会、職員会議と互いに連携 

 し、情報共有や対応を行っている。 

○定期的にいじめ防止対策推進会議を開催していることから、重大事態に対して緊急で開催する時 

 も、その機能が円滑に発揮される。 

写真・参考資料 

               いじめに関する年間計画 



                                                                     

未然防止の取組事例 

100 

 

☆組織的対応－Ｆ－ア 

取組名  ヤングセミナー（若手教職員育成のための自主研修） 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 自主研修    ） 

実施日・期間  ５月 ～ ２月 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・職員の学びを応援する手立てとして実施し、一人一人が教育力や授業力の向上に努め、学校全体

の教育力の向上を図ることを目的とする。 

・特に、経験の浅い若手職員向けの自主研修である。 

取組の概要 

・月 1回程度の自主研修である。 

・教科・領域問わず、若手職員が教えて欲しいことをアンケート等で調べ、中堅の職員が企画・運

営責任者となり実施する。各教科の指導法に加え、「生徒指導とは」「トラブル発生時の対応法」

「教育相談とは」「学級のルール作り」「学級開き・席替えの方法」など、ベテランや中堅の職

員が講師となって話す講義形式であったり、参加者全員で自身が取り組んできた成功例や失敗例

を共有し合う座談会形式であったり、毎回趣向を凝らし、運営している。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・職員それぞれが、学校教育目標の下、「どのような児童を育てたいか」を見据えて指導にあたるこ

との大切さを確認できた。 

・中堅やベテランの職員も、日々悩み考え勉強しながら過ごしていることが、若手職員に伝わった。 

・若手の悩みを、中堅・ベテラン職員が共有できた。 

取組の成果と課題 

○学び続けることの大切さを、職員で改めて実感することができた。 

○生徒指導は「児童理解」に尽きることを確認することができた。 

▲自主研修とはいえ勤務時間内での実施することが望ましい。しかし、研修内容や開催曜日によっ 

 て、また事後の片付け等まで含めると、場合によっては時間を超過してしまうこともあり、時間 

 や回数を適切に設定することが必要である。 

▲校内研修の取組との兼ね合いを図りながら、職員の過度な負担にならないよう留意する。 

写真・参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

     座談会形式          講義形式           演習形式 
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☆組織的対応－Ｆ－イ ＊関係者との連携－Ｈ－イ 

取組名  ＳＮＳについて外部講師を招聘した教職員研修 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 
      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  ８月 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 
      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 
・ＳＮＳに関する知識を高め、生徒に指導できる力を身に付ける。 

取組の概要 
・研修主任と管理職とで検討し、夏季休業中の校内研修として実施するために提案。 

（企画委員会、職員会議、校内研修会） 
・研修主任と管理職とで研修内容検討及び決定。 
・ＳＮＳ有識者である外部講師の決定及び依頼申請（平成２７年度は mixi株式会社から招聘）。 
・研修内容を研修当日までに電話やメールにて打ち合わせ（研修主任と外部講師）。 
・校内研修当日、外部講師によるＳＮＳに関する研修。 
・研修終了後、学年会議を実施し、研修内容とＳＮＳに関する各学年の生徒の使用状況についての
確認及び今後の指導方針の決定。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・研修終了後、多くの教職員から「今までよく分からなかったことが理解できた。」、「自分も生徒が 
 多く利用している LINE、Twitter、Facebook等のＳＮＳを実際に利用してどのようなものかを知 
 りたくなった。」の声が挙がった。 
・ＳＮＳに対する教職員一人一人の意識が向上し、生徒とＳＮＳを話題にする教職員が増えた。 
・８月の校内研修後、２学期始業式において生徒指導主任が研修内容の一部を全体指導に生かすこ 
 とができた。 
・生徒会活動の「いじめ防止啓発ポスターと標語の作成」の取組と関連付け、ネットいじめ防止を 
 重点的に指導できた。 

取組の成果と課題 
○今まで関心がもてていなかった教職員が、今回の研修を受けて関心をもつことができた。 
○LINE、Twitter、Facebook等のＳＮＳについての知識を増やすことができた。 
○ＳＮＳにおけるいじめの構造やいじめ未然防止に関する理解を深めることができた。 
▲ＳＮＳによるいじめが実際に起こった場合の対応の仕方や指導の仕方について、指導の方向性を
教職員が改めて共通認識する必要がある。 

▲ＳＮＳは日々進化したり、大人が追いつけない内容があることを踏まえ、我々教職員も SNSにつ
いての研修を更に積む必要がある。また、生徒がＳＮＳに関する会話をしている場合については、
情報収集の意味も込めて、聞く耳をもつことも必要になってくる。 

写真・参考資料 
【研修当日の流れ】 
１ ＳＮＳ（mixi、LINE、Twitter、Facebook、Instagram）についての紹介。 
（登録の仕方、友達の招待の仕方、閲覧方法、投稿方法、削除方法、退会の方法等） 

２ ＳＮＳにおけるトラブルについての紹介。 
３ ＳＮＳにおける個人研究及びグループ研究。 
（ＳＮＳにおけるトラブルについて、どのように関わりをもち、どのように指導するのか） 

  ※ＳＮＳにおけるトラブルは、具体的事例を講師の先生から提示していただいた。 
４ 全体研究。 
５ まとめ。 

 

講師による全体指導の様子 個人研究の様子 

  

全体研究の様子 

 

グループ研究の様子 
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☆組織的対応－Ｆ－ウ 

取組名  いじめ防止基本方針を使用した校内研修 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  ５月 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

 いじめ問題に取り組むにあたって、「いじめ」とは何か、「いじめ問題」にはどのような特質が

あるかを全職員が十分に認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめ

が認知された場合の「早期対応」に的確に取り組めるよう共通理解を図る。 

取組の概要 

・いじめの定義の確認 

・いじめの基本認識の確認 

・いじめの未然防止の取組の周知 

・いじめの早期発見のための取組 

・いじめの早期解決のための取組 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・全職員で、本校のいじめに対する共通認識を図ることが出来た。 

・いじめの事案に足並みをそろえて対応できた。 

・若手教員が落ち着いて問題行動に対して対応できると、安心感をもてるようになった。 

・事案に対して、報告・連絡・相談が円滑にできるようになった。 

・深刻な悩みをもっている生徒が、教員に相談をするケースが増えてきた。 

・先生、今日は相談にのっていただきありがとうございました。いつもいつもすみません。これ

からもお世話になります。（生徒のやりとり帳より） 

・子どものことで、学校に相談した際、先生方にすぐに対応していただき、ありがとうございま

した。おかげさまで、子どもも現在安心して登校できています。（保護者アンケートより） 

取組の成果と課題 

○教員が一人で抱えず、組織で対応することを意識し、安心して指導にあたれるようになった。 

○特に若手教員の実践的指導力の向上につながっている。 

▲年度当初の確認に加え、定期的な生徒指導・教育相談に関する研修を実施し、いじめの対応に 

 関する理解と技能を高めていく必要がある。 

写真・参考資料 
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☆組織的対応－Ｆ－エ 

取組名  自校の携帯電話の利用実態に即した教職員研修 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  １２月 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・教職員が全校生徒へのアンケート結果をもとに自校の生徒の実態を把握し、事後の生徒指導に役 

 立てる。 

取組の概要 

・全校生徒にアンケートを実施する。 

・生徒のアンケート結果をもとに資料を作成し、情報科の教員が講師となり、教職員研修を実施す 

 る。 

・教職員研修を活かし、ネットによる誹謗中傷やいじめの被害を把握した場合には、速やかに対応 

 にあたる。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・アンケート結果から生徒の実態を知ることで、何を指導する必要があるかを考え、教職員が実際 

 の指導に役立てることができた。 

 教職員の反応：インターネットと実社会の境目はない。インターネットは想像の中の世界ではな 

        いと理解させる。 

        インターネットの利便性を生徒に十分理解させずに、怖さや危険性だけが先行す 

        ると、利用しなくなることを助長するのではないか。 

        「自宅の玄関や入口に貼り出せないものは、インターネット上にも出せないもの 

        と同じだ」と生徒に説明すると分かりやすい。 

・生徒のアンケートでは、全校生徒のスマートフォンの使用率は９７％で、ＳＮＳを利用して「全 

 く知らない人とのやり取りをする」と回答した生徒が５５％にもおよぶ結果だった。また、「トラ 

 ブルに巻き込まれた」と回答した生徒が２０％もいた。何らかの対応策が必要だという認識を教 

 職員で共有し、危機意識が高まった。 

取組の成果と課題 

○教職員が現在進行形で起こっている問題に対する理解を深め、対応策を話し合うことができた。 

▲スマートフォンやＳＮＳを利用する技能は生徒の方が教職員よりも進んでいることが多く、起こ 

 ったトラブルを教職員が理解できず対応できないこともあるため、さらなる研修が必要である。 

▲スマートフォンやＳＮＳの利用に関するトラブルは、学校外で起こることが多く、学校の管理下 

 では対応できないこともあるため、家庭への意識啓発や情報提供も必要だと考える。 

写真・参考資料 

 教職員研修会の内容例 

  ①他校の携帯電話の利用実態との比較 

  ②自校の携帯電話の利用実態（アンケート結果） 

  ③アンケート結果の考察 

  ④大人の居ない秘密基地の中でのやり取り 

  ⑤インターネット依存 
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☆組織的対応－Ｆ－オ ＊関係者との連携－Ｈ－ア 

取組名  スクールカウンセラーによる特別支援教育や教育相談に関する校内研修 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  ２月 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２８年４月施行）」（以下、「障害者 

 差別解消法」）の「合理的配慮の提供」について理解を深める。 

・学校現場での「配慮した支援」の方法とはどのようなことか、ケースに応じて具体的に学び、実 

 践できるようにする。 

取組の概要 

・「合理的配慮と学校現場での具体的な配慮の仕方について」をテーマに、スクールカウンセラー 

 による教職員向けの校内研修を実施する。 

・放課後 16:00～17:00の 1時間で実施する。 

＜過去３年間の校内研修会＞ 

○平成２８年１月２５日 障害者差別解消法に関する校内職員研修会 

「障害者差別解消法と合理的配慮」講師 本校ＳＣ臨床心理士 特別支援教育士 

○平成２７年１月２２日 進路指導に関する校内職員研修会 

「普通高校における卒業後の進路を見据えた支援」埼玉県特別支援巡回相談員 

○平成２６年５月２日 教育相談に関する校内職員研修会 

「自閉症圏の理解と支援」 県立特別支援学校 特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・それぞれの講師から多くの資料を提示していただき、参考になった。 

・教職員が意欲的に参加し、関心の高さが窺えた。 

取組の成果と課題 

○年度毎に時事に合った内容を取り上げることで、教職員が関心をもち参加している。 

○校内研修に限った講師を外部から招聘するのではなく、定期的に来校するスクールカウンセラー 

 が講義をすることで、事前の打ち合わせができ、自校の生徒を想定した研修内容を設定すること 

 ができた。 

▲合理的配慮についての知識は広がったが、実際の教育活動の中で具体的にどのように取り入れる 

 のか、実践的な研修がさらに必要である。 

写真・参考資料 

＊スクールカウンセラーの来校は年間１０回である。生徒や保護者との面接、教職員へのコンサル 

 テーション、校内委員会での助言、養護教諭との連携、教職員研修の講師等を行っている。 
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＊関係者との連携－Ｇ－ア 

取組名  月 1回の教育相談日の設定 
位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 教育相談    ） 
実施日・期間  ５月 ～ ２月 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 
      □教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 
・児童がより豊かな学校生活が送れるように、学校と家庭とが情報を共有し合い、児童のよさを高
め、伸ばすための話し合いを深める。 

取組の概要 
・「教育相談カード」を月初めに各家庭に配布し、保護者が希望の有無を記入して担任にカードを
提出する。なお、「話し合い事項」のところには、相談内容を簡潔に記入してもらう。 

・夏季休業中は、特別に時間を設ける。定期相談日以外でも「気軽に教育相談に来られる雰囲気づ
くり・体制づくり」をしている。 

・定期教育相談とは別に、「すくすくポスト」を校内に設置し、児童でも保護者でも悩み事をカード
に記入し、教員に伝えるシステムを導入している。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・保護者が、どんなことに頭を悩ませているのか、どんなことで悩んでいるのかがわかり、共有す
ることができる。 

・担任や学校に相談する機会や手立てを増やしたことで、保護者との距離が近くなったと感じる。 
・児童への指導や支援について、保護者との連携が図りやすい。 

取組の成果と課題 
○教育相談に来る保護者が、どの学年においても増加した。 
○児童の今後について、家庭と学校が同じベクトルで指導にあたれるようになった。 
▲毎回、同じ保護者が相談に来ることはもちろん、相談に来ない保護者に対して、どのようにアプ 
 ローチしていくか。 
▲教育相談時に個別の教育支援計画（Ａプラン）・個別の指導計画（Ｂプラン）をどのように活用す 
 るか。 

写真・参考資料 

     教育相談・支援記録表 → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    すくすくポスト 
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＊関係者との連携－Ｇ－エ 

取組名  長期休業中の学区内巡回 
位置付け    □教科（教科名：  ）    □領域（領域名：      ） □部活動 

      □校内研修  ■ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  夏季休業中（ ８月中旬２回、８月下旬に３回  計５回） 
冬季休業中（１２月下旬２回、１月上旬に１回  計３回） 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 
      ■教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 
○長期休業中に学区内を巡回することで、児童生徒の様子を観察し、問題行動の未然防止を行う。 
○学区内巡回を共に行う保護者・地域の方と連携を深める。 
取組の概要 
・生徒指導主任より提案（生徒指導委員会、企画委員会、職員会議）。 
・提案承認後、生徒指導委員会で巡回経路の検討。 
・各学年の生徒指導担当職員から各学年教職員の割り振り及び担当日時決定。 
 （管理職も含めた全教職員は、各長期休業中に少なくとも１回は参加することとしている） 
・生徒指導主任より PTA（地域の方を含む）に巡回依頼要請。 
 （PTAや地域の方は、毎回約１０名程度の方が参加されている） 
・夏季休業中（５日間）と冬季休業中（３日間）において１６：００～１７：００の時間内で実施。 
・実施後、生徒指導主任が集約を行い、管理職に報告。 
・生徒指導主任が２学期または３学期始業式後、必要に応じて全生徒に指導を行う。 
取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 
・PTAや地域の方との連携に積極的な姿勢で臨もうとする教職員が増えた。 
・児童生徒は、身近な大人が地域を巡回していることもあり、自然にあいさつができるようになった。 
・共に巡回を実施したことで、PTAや地域の方と教職員との信頼関係が築けてきている。 
【以下、教職員の感想】 
・「巡回に参加して、学校外の児童生徒の様子を理解することができた。特に服装、誰と共に行動してい
るか等、生徒理解に役立つ機会になった。」 

・「積極的に声がけを行うことで、問題行動の未然防止がなされていると感じた。」 
・「PTAや地域の方から、学校外で児童生徒がよく集まる場所や時間を教えてもらうことができ、生徒指
導上、大変参考になった。」 

取組の成果と課題 
○PTAや地域の方と教職員とが協力して実践したので、更なる連携を図ることができた。 
○教職員は、PTA や地域の方から、知らない地域の特徴や児童生徒が集まる場所を教えていただき、生
徒指導面で大きな効果が得られた。 

○地域の諸店舗にも協力していただき、問題行動があれば、すぐに連絡がとれる体制が整った。 
○学校外における問題行動が以前に比べて減少した。 
▲実施回数と実施時期の検討。長期休業中のみの実施でよいのかどうか。 
▲より多くの地域の方と協力して巡回できると、更なる連携と信頼関係の構築が成される。 

写真・参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 

【学区内巡回の概要例】 

※巡回経路は２ルート、参加人数は合計２７名 

①Ａ小学校区内経路（参加人数：教職員７名、 PTAや地域の方６名 計１３名） 

 Ｃ中学校→Ａ小学校近辺→○○駅近辺→◇◇沼近辺→県道△号線沿い店舗内→Ｃ中学校 

②Ｂ小学校区内経路（参加人数：教職員７名、 PTAや地域の方７名 計１４名） 

 Ｃ中学校→○○団地内→Ｂ小学校近辺→県道▽号線沿い店舗内→Ｃ中学校 

巡回の様子① 巡回の様子② 巡回の様子③ 
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＊関係者との連携－Ｇ－オ 

取組名  教職員・ＰＴＡ合同あいさつ運動 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  ■ＰＴＡ活動  ■その他（地域ボランティア ） 

実施日・期間  ６月、９月、１１月、２月（テスト期間） 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・登校時の表情や態度を観察し、生徒理解を推進する。 

・あいさつを励行し、基本的生活習慣の定着と積極的な生徒指導を推進する。 

・地域と協力して生徒の健全育成を図る。 

取組の概要 

・部活動の朝練習が無く、全校生徒が同じ時間帯に登校するテスト期間に実施する。 

・教職員とＰＴＡ、地域ボランティアが合同であいさつ運動を実施する。 

・活動の様子を通信で発信する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・入学当時と比較して、自分からあいさつをしてくる生徒が多くなった。表情も明るくなった。（教

職員） 

・登校している様子から、生徒と生徒の人間関係を考察でき、生徒同士の人間関係や、各生徒の人

間性を理解できるようになった。（教職員） 

・登校する生徒に声をかけを行うことで、表情が以前の様子とは異なる。（教職員） 

・登校している様子から、悩みを抱える生徒の早期発見につながることもあった。（教職員） 

・校門で先生や地域の方からあいさつをしていただいているので、自分からあいさつがしやすくな

りました。特に、地域の方に気軽に挨拶ができるようになりました。（生徒感想） 

取組の成果と課題 

○一人一人の生徒に対する理解が深まってきた。 

○学校に寄せられる地域からの生徒に関する情報提供が多くなった。（良いことも・悪いことも）地 

 域の生徒に対する関心が高まり、生徒指導を推進する上で役立っている。 

▲あいさつの定着に個人や学年による差があるため、継続的にあいさつ運動を実施をしていく。 

写真・参考資料 
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＊関係者との連携－Ｇ－カ 

取組名  部活動保護者会 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  ■ＰＴＡ活動  ■その他（ 渉外部     ） 

実施日・期間  共通 ６月 （部活動によっては通年で複数回開催） 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

 保護者が部活動の実際の様子を見学し、保護者同士や顧問と交流することにより、相互理解を深

め、生徒の部活動充実のために協力していく体制を作る。 

取組の概要 

・ＰＴＡと渉外部による企画で実施する。 

・全部活動共通の保護者会は、年 1回、放課後に部活動見学と部活動顧問との懇談等を行う。 

・全生徒の保護者に案内を配布し、出欠確認を取った上で実施する。 

・部活動によっては、他の日にも頻繁に保護者会を開催し、保護者同士が部活動を大いにバックア 

 ップしている場合もある。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・参加する保護者は熱心な人が多く、生徒達を心から応援し、温かい目で見守っている。従って、 

 生徒達も保護者に見てもらうことに喜びを感じ、励みになっている。 

・参加する保護者にアンケートを実施し、「普段頑張っている『娘へ』『息子へ』」という匿名のメッ 

 セージを書いてもらう。文化祭でそれを掲示する取組を実施している。また、生徒からの「『母へ』 

 のメッセージ」も掲示され、普段口にはしない感謝や応援のメッセージがたくさんあり、大変感 

 動的であった。 

取組の成果と課題 

○部活動保護者会は、保護者に学校の教育活動の方針を理解してもらう上で効果的であり、家庭の 

 連携が強化されている。 

○部活動保護者会や文化祭の機会を捉えて、生徒と保護者が互いにポジィティブな手書きのメッセ 

 ージを作成し掲示することで、親子の信頼関係や学校と家庭との信頼関係が育まれ、学校とし 

 て意義深い取組となっている。 

▲全校共通での開催は年１回であるが、設定日を複数にすると保護者がより参加しやすくなる。 

写真・参考資料 
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＊関係者との連携－Ｇ－キ 

取組名  ＰＴＡ総会や配布文書、ホームページ等を利用した保護者の意識啓発 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      □校内研修  ■ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  ＰＴＡ総会：５月   文書・ＨＰ：４月～３月 通年 

対象      □全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・生徒の現状や学校の課題等を家庭向けの文書やＰＴＡ総会で直接伝え、保護者や地域の人たちと

の情報共有と信頼関係づくりを目指す。 

取組の概要 

・授業、学校・学年行事、部活動、教職員研修等、機会を捉え家庭向けの文書やホームページ等で 

 発信し、学校の教育活動や生徒の健全育成に対する保護者の関心を高める。 

・ＰＴＡ総会において各学年や各分掌から保護者向けて実践を報告する。保護者が参加しやすいよ 

 う、土曜日に実施する。保護者の出欠状況を把握する。 

・「保護者学校評価アンケート」を定期的に実施する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・保護者の多様な考えや思いを知り、自校の教育活動のよさについて、学校の内側からの視点では 

 気づきにくいことも、多角的に見ることができた。 

・「保護者学校評価アンケート」を実施し、その結果をまとめ、職員会議において教育活動の成果と 

 課題を検証した。 

・アンケートの事後に、必要に応じて保護者と直接、電話で話をしたり、面談をしたりする機会を 

 つくった。 

取組の成果と課題 

○保護者の声を積極的に聴くことにより、自校の教育活動を振り返り、教職員の意識を高めること 

 ができた。また、学校が家庭の教育力を向上するために働きかけていく上での手がかりとなった。 

○それぞれの教育活動を実施する意図や目的を明確にして、生徒・保護者と学校が共通理解するこ 

 とが大切である。 

▲ＰＴＡ総会に参加する保護者が少ないことが課題である。案内を配布しているが、ホームページ 

 等で参加を呼び掛けたり、家庭教育に役立つ情報提供や講演等を併せて計画したり、工夫が必要 

 ではないか。 

写真・参考資料 

保護者学校評価アンケート項目の例 

 ①授業・学習指導 

 ②進路指導 

 ③生徒指導（服装、整容、その他） 

 ④行事 

 ⑤部活動 

 ⑥教員の指導 

 ⑦ＰＴＡ 

 ⑧その他（施設設備、緊急連絡体制） 

 ⑨感想 

ＨＰの情報を

こまめに更新 
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＊関係者との連携－Ｈ－ウ 

取組名  ネットトラブルに関する生徒対象の講演会 

位置付け    □教科（教科名：   ）■領域（領域名：総合的な学習の時間）□部活動 

      □校内研修  □ＰＴＡ活動  □その他（         ） 

実施日・期間  ５月 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      □教職員  □保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・生徒相互のコミュニケーション手段であるＳＮＳ（Twitter、Facebook、LINE、ID、交換掲示板な 

 ど）に関わるトラブルや、相手の人権を傷つける行為、その発生の過程など、実態に即して説明 

 し、生徒一人一人の理解を深めさせる。 

・生徒が良識のあるＳＮＳの使い手となるよう、相互に人権を尊重する態度を育成する。 

取組の概要 

・学校外の専門機関を選出し、講演を依頼する。 

 今回は埼玉県教育委員会 サイト監視依頼業者「ピットクルー株式会社」に講師を依頼 

 『ネットトラブルと人権 ～高校生として身に付けておきたいこと～』 

・全校生徒を対象に実施する。 

取組後の児童生徒や教員の意識や様子（アンケート結果、感想文、事後の変化など） 

・講師の「一生が台無しになる」「１回の失敗でも何十年先もついてまわる」等の厳しい言葉を重く 

 受け止めた生徒が何人もいた。 

・生徒は、ＳＮＳの危険性を理解せず、安易な気持ちで実名や学校名を載せる。誤った使用方法は 

 危険と隣り合わせであることを理解できたようである。 

・ＳＮＳに関する知識や技能は教職員や保護者よりも生徒の方が上回っていることが多いが、トラ 

 ブルが発生した場合の解決方法の選択や相談窓口への接続は大人を頼るように指導していた。 

取組の成果と課題 

○外部の専門家が話をすることで、生徒たちに浸透していきやすい面がある。 

○教職員は、トラブルが発生した場合の解決方法の選択や相談窓口への接続について理解しておく 

 必要があり、そのような場合の連絡先や関係機関を明確にしておく備えができた。 

▲１回の講演だけでは定着しないので、機会を捉え全校集会やホームルームで話をするなど指導を 

 重ねていくことが重要である。 

写真・参考資料 
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＊関係者との連携－Ｈ－エ 

取組名  学校外の教育相談機関等との連携（案） 

位置付け    □教科（教科名：      ）□領域（領域名：      ）□部活動 

      ■校内研修  □ＰＴＡ活動  ■その他（ 教育相談    ） 

実施日・期間  ４月 ～ ３月  通年 

対象      ■全学年  □一部学年（  年生） □一部学級 

      ■教職員  ■保護者・地域     □その他（     ） 

取組のねらい 

・教職員以外の人材活用や学校外の教育相談機関等と協力し、児童生徒や保護者へのより適切な支 

 援を充実させる。 

取組の概要 

・教育相談機関（市町村の相談センター、相談室等）で相談しているケースについて、児童生徒や 

 保護者の意思確認をした上で、必要に応じて情報を共有し、学校の支援策を検討、実行する。ま 

 た、学校が児童生徒や保護者に提案し、教育相談機関に相談を依頼するケースについて、情報を 

 共有する。 

・教育相談機関の臨床心理士や学校心理士などの専門家から学校現場での具体的な援助の仕方につ 

 いて助言を受ける。 

・教育相談機関のスクールソーシャルワーカーと連携し、家庭に働きかけ、児童生徒の生活環境の 

 改善を図る。 

・適応指導教室等の指導員と情報を共有し、不登校児童生徒が安心して学校復帰を目指すための校 

 内体制づくりについて検討、実行する。また、学校から担任、養護教諭、相談員等が学期の変わ 

 り目や行事前に訪問し、該当児童生徒や保護者との面談を通して信頼関係を築くと共に、学校と 

 のつながりや復帰のタイミングを常に意識させる。 

・教育相談機関等と年２～３回の定期的な情報交換を行う。 

取組の仮説 

・教育相談機関等の機能を積極的に利用すれば、児童生徒や保護者の抱える問題に対して、より効 

 果的な支援策を講じることができる。 

・教育相談機関等との連携を推進すれば、児童生徒や保護者に対して多角的に支援を検討、実行す 

 ることができ、教員の指導力や学校の対応力の向上につなげることができる。 

取組の期待される効果と留意点 

○児童生徒や保護者にとって学校以外の教育相談機関等と関わりをもつことは、問題の解決に向け 

 て思考を広げることにつながり、自己解決を促すことが期待できる。 

○学校にとって教育相談機関等と連携することは、複雑な問題を抱える一部の該当児童生徒やその 

 保護者への対応が過多になるのを防ぐことができる。教員が授業や生徒指導といった日々の教育 

 活動を充実させることは、第二、第三の問題の発生を防止することにつながると考える。 

▲児童生徒や保護者が教育相談機関等とつながったことで、支援を任せ過ぎて学校とのつながりが 

 希薄にならないように気を付ける。 

▲学校と教育相談機関等との間に支援方針の差が生じて、両者の間で児童生徒や保護者が混乱する 

 ことがないように気を付ける。 



 

 ７ 研究の成果と今後の課題 

 ８ 参考・引用文献等 

 ９  調査研究協力委員等 
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研究１年目は、いじめ問題の対応の仕方の課題を明確にするために、総合教育センタ

ーに寄せられたいじめに関する相談内容を分析し、児童生徒や保護者が教員の指導や学

校の対応をどのように受け止めたのかを知ることから始まった。そして、協力委員によ

る事例分析に基づき、いじめ問題の対応の改善例を作成した。これまでにもいじめ問題

の対応の模範例を示した事例集は多く存在するが、寄せられた相談事例と先行研究を参

考に、改善例を提案することができた。  

  当初は、相談事例に対して一つの模範的な対応の流れを考えていた。しかし、協力委

員が分析していく中で相談事例の背景は複数の捉え方ができること、介入のタイミング

や問題点の見方によってその後の対応が大きく変わること、そして複数の展開が考えら

れることがわかり、改善例の作成過程は当初のイメージとは大きく変化した。  

  改善例を作成するにあたっては、小、中、高等学校の校種やいじめの態様等、違った

特徴や条件を取り上げた。２年間の研究を通して、学級内をはじめ、部活動における人

間関係等、児童生徒を取り巻く様々な生活環境下で起こる問題への対応について協議し

てきた。 

  事例分析や改善例の作成をとおして分かったのは、適切な初期対応で多くの問題はよ

い方向に転換する可能性が高まるが、それを誤ると、信頼関係は崩れ、解決が極めて困

難になるということである。また、問題が深刻化するまでには、何度か解決に結びつく

機会があることも見えてきた。さらに、学級経営や生徒指導体制が充実し、日頃の児童

生徒理解が深まっていれば、多くの問題を未然に防ぐことができると分かった。このこ

とから、いじめの未然防止につながる各学校の取組について、共通理解の下でどのよう

な実践をしているのか、また、どのような課題があるのかを調査する必要性が生じた。 

  そこで、協力委員の所属校の取組を中心として、県内の各学校で実施している未然防

止に効果的な取組事例を調査してきた。各取組の目的や自校の課題を明確にし、学校全

体で共通理解を図りながら、いじめに対して直接的に働きかけるものや、間接的に抑止

効果を高めるものなど、様々な取組を実践していることが分かった。 

 研究２年目は、これらの「相談事例」「改善例」「未然防止の取組事例」の関連性を示

した包括的な「改善モデル」として提示した。この結果、「自己指導能力の育成」という

生徒指導の意義をふまえ、「育成型」と「対応型」の複合的な事例集を作成することがで

きた。 

 今後は、本研究で作成した改善モデルが教員の指導力や学校の組織的な対応力の向上

に資するよう、県内に研究の成果を広く周知し、積極的な活用を促していく。また、今

後もセンターに寄せられる相談内容を引き続き注視し、児童生徒や保護者の視点に立っ

た指導や対応の充実が図られるよう、実態に即した改善モデルの活用方法を検討してい

く。この改善モデルの活用を通して、学校現場における児童生徒一人一人の成長を促す

生徒指導の一層の推進を図っていきたい。  

７ 研究の成果と今後の課題  
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（１）参考文献 

  文部科学省・国立教育政策研究所生徒指導研究センター「いじめ問題に関す   

 る取組事例集」（平成１９年２月） 

 

  文部科学省・国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター「いじめ  

 について、正しく知り、正しく考え、正しく行動する。」（平成２５年７月）  

 

  埼玉県教育委員会「いじめ問題の取組事例集〜効果的又は特徴的な取組〜」 

 （平成１９年１１月） 

 

  埼玉県教育委員会「ネットいじめ等の予防と対応策の手引～ネット被害から  

 子どもたちを守ろう！～」（平成２１年１月）  

 

  古川治・関根眞一・山岡賢三「新・学校保護者関係研究会学校経営グループ  

 ブックレット第１号 保護者にキレられる先生・キレられない先生  クレーム 

 対応ビフォーアフター」（平成２５年３月３１日）  

 

  神奈川県立総合教育センター「教育相談事例から考えるいじめとその対応～  

 チームでいじめに対応する重要性～」（平成１９年４月）  

 

  沢崎俊之・中釜 洋子・斎藤憲司・高田治編著「学校臨床そして生きる場へ 

 の援助」（平成１４年６月 日本評論社） 

 

（２）参考資料 

  「いじめ防止基本方針の策定について（通知）」（ 25 文科初第 814 号 平成 

 ２５年１０月１１日） 

 

  埼玉県「埼玉県いじめの防止等のための基本的な方針」（平成２６年１月）  
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